
第二期奈良市子ども・子育て支援事業計画
「奈良市子どもにやさしいまちづくりプラン」

令和２年度進捗状況一覧

令和３年11月



■基本目標１　子どもにとって大切な権利の保障

①子どもの権利保障のための取り組みの推進

No 事 業 名 事 業 概 要 担 当 課 備　考

1

奈良市子ども会議の開催 子どもの意見表明や参加を支援するための取り組みとして、子どもの自

主的・自発的な運営による「子ども会議」を開催します。

子ども政策課

■基本目標２　乳幼児期の教育・保育の充実

①乳幼児期の教育・保育の提供体制の確保

No 事 業 名 事 業 概 要 担 当 課 備　考

2

教育・保育施設及び地域型保育

事業の整備

待機児童解消や多様な教育・保育ニーズに対応するため、既存の教育・

保育資源を活用するとともに、民間活力による教育・保育施設及び地域

型保育事業等の整備を行います。

子ども政策課

保育所・幼稚園課

3

市立幼保施設の再編 「奈良市幼保再編基本計画」「奈良市幼保再編実施計画」に基づき、市

立幼保施設の統合・再編及び民間活力を活用することにより、よりよい

教育・保育環境の整備を図ります。

子ども政策課

保育総務課

4

幼稚園等の一時預かり事業 幼稚園や認定こども園の通常の教育時間外に、希望する園児を対象に一

時預かり事業を実施し、保護者の子育てを支援します。

保育総務課

保育所・幼稚園課

5

保育所等の延長保育 保護者の就労形態の多様化等に伴う延長保育の需要に対応するため、保

育所や認定こども園等において認定された利用時間を超えた保育を実施

し、就労世帯等の支援を図ります。

保育総務課

保育所・幼稚園課

6

休日保育事業 保育所等において、日曜・祝日などに就労するため、保育を必要とする

保護者の子どもを預かり保育します。

保育所・幼稚園課

7

夜間保育事業 保育所において、夜間に就労するため、保育を必要とする保護者の子ど

もを保育します。

保育所・幼稚園課

第二期奈良市子ども・子育て支援事業計画（奈良市子どもにやさしいまちづくりプラン）

令和２年度進捗管理事業一覧

　　基本方針１　子どもがいきいきと心豊かに育つまちづくり
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②質の高い教育・保育の一体的提供と内容の充実

No 事 業 名 事 業 概 要 担 当 課 備　考

8

こども園、幼稚園及び保育所等

職員研修の推進

子どもの人権を十分配慮し、多様な教育・保育ニーズ及び子育て支援等

のサービスに対応するため、こども園、幼稚園及び保育所に勤務する職

員を対象に園内外の研修を実施し、資質向上を図ります。

保育総務課 第一期計画_事業No8「保育所

及び幼稚園等職員研修の推進」

から事業名を修正

9

こども園、幼稚園及び保育所と

小学校との連携の推進

園における教育及び保育が小学校以降の生活や学習の基盤の育成につな

がることに配慮し、小学校教育への円滑な接続が行われるよう、連携を

推進します。

保育総務課 第一期計画_事業No9「保育所

及び幼稚園等と小学校の連携の

推進」から事業名を修正

10

特別な支援を要する園児への支

援体制の充実

特別な支援を要する園児に対して必要な支援を適切に提供するととも

に、ネットワーク体制を活かした連携の中で、特別支援教育及び支援体

制の充実を図ります。

保育総務課

11

こども園、幼稚園及び保育所に

おける食育の推進

乳幼児期からの適切な食事のとり方や望ましい食習慣の定着、食を通じ

た豊かな人間性の育成を目指し、各園において、年齢に応じた食育に取

り組むと共に、食育だより等を通じた保護者への啓発を行うことによ

り、子どもたちの心身の健全育成を図ります。

保育総務課 第一期計画_事業No12「保育所

等における食育の推進」を分割

12

こども園及び保育所における安

全な給食の提供

徹底した衛生管理のもと、和食を中心に旬の食材を取り入れながら、乳

幼児の成長に必要な栄養バランスや食物アレルギーに配慮した安心・安

全でおいしい給食の提供に努めます。

保育総務課 第一期計画_事業No12「保育所

等における食育の推進」を分割

13

民間保育所等運営費補助金 運営費補助金の交付により、保育サービスの内容の充実を図り、多様化

する保育ニーズに応えることで、子育てと仕事の両立支援をめざしま

す。

保育所・幼稚園課

14

保育所等のサービス評価の実施 保育所等に第三者評価及び保護者アンケートによる評価を導入し、これ

までに提供してきた保育内容や保育の質を保護者や子どもの視点から見

直し改善します。

保育総務課

保育所・幼稚園課

15

私立幼稚園運営費補助金 運営費補助金の交付により、私立幼稚園の教育条件の維持向上を図り、

幼稚園の経営の健全性を高めることで私立幼稚園の健全な発展を図りま

す。

保育所・幼稚園課

■基本目標３　学齢期の教育・育成施策の充実

①豊かな人間性と生きる力を育む学校教育の充実

No 事 業 名 事 業 概 要 担 当 課 備　考

16

地域で決める学校予算事業 中学校区を単位として、地域と学校が連携・協働し、地域全体で子ども

を育てる体制をつくります。

地域教育課

17

世界遺産学習推進事業 世界遺産等の文化遺産や自然環境などを通じて、地域に対する誇りを育

て、奈良で学んだことを誇らしげに語れる子どもを育成します。

学校教育課

18

学校ICTの推進 タブレット端末等のＩＣＴ機器を小学校・中学校に整備し、その活用を

通して基礎学力の定着や学習意欲、コミュニケーション能力や課題解決

力の向上を図ります。

学校教育課

19

地域に開かれた魅力ある学校・

教育の推進（学校の自己評価）

各学校がその教育活動や学校運営の状況について自己評価を行い、成果

や課題を明らかにして改善を進めるとともに、それを保護者や地域社会

に公開することで、開かれた学校づくりを進めます。

学校教育課

20

コミュニティ・スクールの運用 保護者や地域住民などから構成される学校運営協議会を設け、学校運営

の基本方針の承認や、教育活動などについて意見を述べるといった取り

組みを行うことで、学校運営の一層の改善を図ります。

地域教育課

21

教職員研修の推進 奈良市教育センターを拠点とした研修と教員一人一人の指導力に応じた

研修を実施し、教員の意識改革と指導力向上を目指します。

教育支援・相談課
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②子どもの居場所や体験活動の充実

No 事 業 名 事 業 概 要 担 当 課 備　考

22

放課後児童健全育成事業 保護者が就労などで昼間家庭にいない世帯の小学生を預かり、放課後児

童健全育成事業施設内において、集団生活を体験させながら、健全育成

を図ります。

地域教育課

23

放課後子ども教室推進事業 放課後等に小学校等を活用して、子どもたちの安全・安心な活動拠点

(居場所)を設け、地域の方々の参画を得てスポーツ等交流活動を実施す

ることにより、子どもたちが地域社会の中で心豊かで健やかに育まれる

環境づくりを行います。

地域教育課

24

教育センター学習事業 教育センターのキッズ学びのフロアの設備を活用した体験教室等を開催

することで、子どもたちの豊かな学びを保障し、創造性や探究心を育て

ます。

教育支援・相談課

25

青少年野外体験施設の運営管理 自然環境の中での野外活動やレクリエーション活動を通じて、青少年の

心身の健全な育成を図ります。

地域教育課

26

児童館事業の充実 児童の健全育成とともに市民との協働による子育て支援の拠点としての

事業を行い、より開かれた児童館をめざします。また、安全面を第一

に、施設の老朽化具合などにより優先順位をつけて、計画的に整備を進

めます。

子ども育成課

27

スポーツ体験フェスティバルの

開催

「スポーツの日」にちなんで、スポーツの裾野を拡大し、「見て、触れ

て、体験」することにより、子どもたちがスポーツに親しみ、取り組む

足がかりとなる場を提供します。

スポーツ振興課

28

スポーツ少年団の育成 スポーツ少年団事業として魅力ある本部事業を展開し、団への加入を促

進することにより、子どもたちのスポーツの継続的な活動を促進しま

す。

スポーツ振興課

29

子どもを対象とした文化事業の

実施

子どもたちが優れた芸術や伝統的な芸能等、文化に親しむ機会を設けま

す。

文化振興課

奈良町にぎわい課

30

アウトリーチ活動の実施 学校教育との連携を図り、子どもたちが芸術文化に親しむ機会を充実さ

せます。

文化振興課

③心身の健やかな成長のための取り組みの充実

No 事 業 名 事 業 概 要 担 当 課 備　考

31

教育相談業務の充実 教育センターに教育相談総合窓口を設け、カウンセラーを配置するとと

もに不登校や特別支援教育の相談、スクールカウンセラーの配置等を行

い、教育に関する様々な相談の充実を図ります。

教育支援・相談課

32

特別支援教育推進事業 特別支援教育の推進のため、専門の相談員を配置し、特別な支援を必要

とする幼児児童生徒一人一人に応じた相談の充実を図ります。

教育支援・相談課

33

すこやかテレフォン事業 青少年の健全育成を図るため、青少年の育成に関する相談業務を「奈良

いのちの電話協会」に委託し、すこやかテレフォン相談室を設置し、専

門の相談員が年中無休で電話による各種の相談業務を行います。

いじめ防止生徒指導課

34

エイズ・性感染症に関する正し

い知識の普及啓発事業

特に性行動が活発化する若年層を中心に、エイズや性感染症に関する正

しい知識を持ち予防行動がとれるよう、学校、NPO団体等関係機関と

協力しながら啓発事業を推進します。

また、感染不安のある方への相談や検査を行い、知識普及と感染予防へ

の意識づけを行います。

保健予防課

35

未成年の喫煙対策 たばこから子どもたちの健康を守るため、関係機関と協力しながら子ど

もおよび保護者への啓発を行います。

医療政策課

36

思春期保健対策（性） １０代の望まない妊娠、性感染症の防止のために、思春期相談窓口を設

けています。関係機関と協力しながら啓発活動等を行います。

母子保健課
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■基本目標１　子どもと子育て家庭の健康の確保

①妊娠から出産、子育てまでの切れ目ない支援の充実

No 事 業 名 事 業 概 要 担 当 課 備　考

37

産後ケア事業 生後4か月未満の乳児及びその母親で、親族等から出産後の援助が受け

られない者であって、心身のケアや育児サポートが必要な母子を対象

に、市内登録産科医療機関において産後ショートステイ（宿泊型）、産

後デイケア（日帰り型）のサービスを提供します。

母子保健課

38

特定不妊治療費助成事業 特定不妊治療費助成金を交付することにより、医療保険が適用されず高

額の医療費がかかる不妊治療費の一部を負担し、不妊に悩む夫婦の支援

を行います。

母子保健課

39

母子健康手帳の交付 医療機関で妊娠判定を受け、妊娠届けを出されたら母子健康手帳を交付

します。母子健康手帳は、妊娠出産の経過、お子さんの乳幼児健診、予

防接種の記録等大切な成長記録となります。また、妊娠期からの健康づ

くりに関する情報を提供します。

母子保健課

40

妊婦健康診査事業 妊婦健康診査にかかる費用の一部を助成することにより、妊婦の経済的

負担を軽減し、未受診妊婦の解消を図るとともに、母体及び胎児の健康

の保持・増進を図ります。

母子保健課

41

親子健康教室 妊娠・出産・子育てに関する正しい情報を提供し、育児不安の軽減と虐

待予防を図ります。あわせて、安心して育児に挑めるように、保護者同

士の仲間づくりを促し、地域での孤立予防を図ります。

母子保健課

42

妊産婦、新生児、未熟児訪問

（保健指導事業）

妊産婦・新生児の家庭を訪問し、妊娠・出産・育児などの相談を行うと

ともに、適切な指導を行います。

また未熟児については、保護者の育児不安が強く、早期に援助を必要と

する対象者を医療機関等と連携しながら把握し支援します。

母子保健課

43

乳児家庭全戸訪問事業

（こんにちは赤ちゃん訪問）

生後４か月未満の乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育てに関する必要

な情報提供等を行います。また、支援が必要な家庭に対しては助言を行

い、乳児家庭の孤立化を防ぎ、保護者の育児不安等を軽減し、虐待の予

防や子どもの健全育成を図ります。

子育て相談課

44

４か月児健康診査

（乳児一般健康診査）

生後4か月の時点で医療機関において、子どもの身体発達・運動発達・

栄養状態を診査し、疾病の早期発見・早期治療・早期療養および育児指

導を行い、乳児の健康の保持・増進を図るとともに育児不安の軽減を図

ります。また、4 か月健康診査を登録医療機関で受診することで、小児

科医にかかる機会を提供し、かかりつけ小児科医を持つ保護者の割合を

増やします。

母子保健課

45

１０か月児健康診査

（乳児一般健康診査）

生後１０か月の時点で医療機関において、子どもの身体発達・運動発

達・栄養状態を診査し、疾病の早期発見・早期治療・早期療養および育

児指導を行い、乳児の健康の保持・増進を図るとともに育児不安の軽減

を図ります。

母子保健課

46

１歳７か月児健診、１歳７か月

児歯科健診

１歳７か月児に対して健康診査を行い、疾病・障害・発達の遅れ等を早

期に発見し、適切な指導を行うとともに、むし歯の予防・発育・栄養・

生活習慣、その他育児に関する指導を行い、子どもの心身の安らかな成

長の促進と育児不安の軽減を図ります。

母子保健課

47

３歳６か月児健診、３歳６か月

児歯科健診

身体の発育および精神発達の面から最も重要な時期である３歳児に対し

て健康診査を行い、運動機能・視聴覚発達などの障害や疾病等を早期に

発見し、適切な指導を行うことにより、障害等の進行を未然に防止する

とともに、むし歯の予防・発育・栄養・生活習慣、その他育児に関する

指導を行い、子どもの心身の安らかな成長の促進と育児不安の軽減を図

ります。

母子保健課

　　基本方針２　子どもを安心して生み育てられるまちづくり
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48

フッ化物塗布事業 幼児のむし歯予防とかかりつけ歯科医をもつきっかけづくりのために、

２歳０か月児の希望者に実施します。歯科健診と歯みがき指導も併せて

実施します。

母子保健課

49

乳幼児予防接種事業 子どもを感染症から守るため、予防接種を実施します。

<個別接種>

・ヒブ感染症(生後２か月～５歳未満)

・小児肺炎球菌感染症(生後２か月～５歳未満)

・ＢＣＧ（生後３～１２か月未満）

・４種混合（生後３か月～７歳６か月未満）

・三種混合（生後３か月～７歳６か月未満）

・二種混合（小学校６年生）

・不活化ポリオ

（生後３か月～７歳６か月未満）

・ＭＲ（麻しん・風しん）

　　第１期（１歳～２歳未満）

　　第２期（年長児）

・水痘（１歳～３歳未満）

・日本脳炎

　　第１期（生後６か月～７歳６か月未満）

第２期（９歳～１３歳未満）

・ヒトパピローマウイルス感染症

(小学６年生～高校１年生相当の女子)

・Ｂ型肝炎（生後２か月～１歳未満）

・ロタウイルス感染症（ロタリックス：出生６週０日後から出生２４週

０日後まで　ロタテック：出生６週０日後から出生３２週０日後まで）

健康増進課

②健やかな成長発達を促すための相談体制・情報提供の充実

No 事 業 名 事 業 概 要 担 当 課 備　考

50

妊産婦・乳幼児健康相談事業 子育て世代包括支援センターとして、安心して妊娠・出産・育児が行え

るよう、保健師、助産師等が健康相談を実施します。

地域の関係機関と協力しながら、妊娠期から切れ目のない支援を行って

いきます。

母子保健課

51

発達支援 主に1歳7か月児健診後の精神発達の指導が必要な幼児の発達検査や発

達支援教室などを通じて、子どもの発達や発達段階に応じた適切な関わ

り方を学び、育児不安の軽減を図り、必要に応じて医療や療育に繋げ、

発達を援助します。

母子保健課

52

妊産婦の喫煙・飲酒対策事業 妊産婦・胎児・乳児へのタバコ・アルコールによる健康被害を防ぐため

の啓発、相談を行います。

母子保健課

③小児医療体制等の充実

No 事 業 名 事 業 概 要 担 当 課 備　考

53

休日・夜間応急診療所、休日歯

科応急診療所の充実

子どもの急病に対応するため、休日・夜間における救急医療体制の充実

を図ります。

医療政策課

54

妊娠・出産の安全確保 奈良県及び県内の各医療機関と連携し、救急時の周産期医療体制を整備

し、妊婦・出産の安全確保を図ります。

医療政策課
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■基本目標２　地域の子育て支援の充実

①子育て中の親子の居場所づくりの推進

No 事 業 名 事 業 概 要 担 当 課 備　考

55

地域子育て支援拠点事業 乳幼児と保護者が気軽に集い、交流できる場を地域に提供し、育児相談

や子育て関連情報の提供、講習会などを行います。

子ども育成課

56

子育てスポット事業 公共施設の空きスペースで、月1～2回、乳幼児と保護者が気軽に集っ

て、交流できる場を地域に提供し、育児相談や子育て関連情報の提供、

講習会などを行います。

子ども育成課

57

子育てスポットすくすく広場事

業

福祉センターで、主として乳幼児（0～3歳）と保護者が気軽に集える

場を提供し、高齢者から昔ながらの遊びや昔話を教えてもらうなど、異

世代間における交流を行います。

子ども育成課

58

地域に開かれたこども園、幼稚

園及び保育所づくりの推進

地域の特色、様々な人との交流を推進し、地域に開かれたこども園・幼

稚園・保育所としての教育・保育の充実を図ります。

保育総務課 第一期計画_事業No61「市立こ

ども園の地域活動の推進」、事

業No62「地域に開かれた幼稚

園・保育所づくりの推進」を統

合

59

公民館での各種教室・講座 公民館の特性を生かし、各年度において、各種子育て支援事業を実施し

ます。

①親子が集える「場」の提供・情報提供事業

②子育て支援教室・講座（保護者対象）

③体験教室・講座（親子対象）

④体験教室・講座（児童対象）

⑤地域の子育て力向上をめざした教室・講座（市民対象）

地域教育課（奈良市生涯学習財

団）

②多様な子育て支援サービスの充実

No 事 業 名 事 業 概 要 担 当 課 備　考

60

保育所等における一時預かり事

業

保護者のパート就労や病気等により、家庭において保育を受けることが

一時的に困難となる場合や、保護者の育児の負担軽減やリフレッシュの

ため、乳幼児を保育所等において一時的に保育し、子育て世帯の支援を

図ります。

保育所・幼稚園課

61

地域子育て支援拠点における一

時預かり事業

地域子育て支援拠点の利用経験のある乳幼児を対象に、一時預かりを行

い、地域の子育て家庭に対してよりきめ細やかな支援をします。

子ども育成課

62

病児・病後児保育事業 児童が病気や病気の回復期で、保護者の仕事の都合等で家庭での保育が

困難な場合に、児童を一時的に専用施設で預かります。

保育所・幼稚園課

63

子育て短期支援事業 緊急一時的に児童の養育が困難になった場合に、児童を７日間を限度に

預かり、養育・保護を行います。（ショートステイ事業）

仕事等の理由で帰宅が遅くなり、長期に児童の養育が困難な場合に、午

後2時から10時までの時間帯のうち、１日４時間、6か月の範囲で児童

を預かり、養育・保護を行います。（トワイライト事業）

子育て相談課
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■基本目標３　子育てに関する情報提供の推進と経済的な支援の充実

①子育てに関する相談体制・情報提供の充実

No 事 業 名 事 業 概 要 担 当 課 備　考

64

利用者支援事業 就学前の子どもとその保護者や妊娠している方が、教育・保育施設や地

域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう、身近な場所で情報収集

や提供のほか、必要に応じて相談・助言等を行います。

保育所・幼稚園課

子ども育成課

母子保健課

65

子育て世代支援ＰＲ事業 本市の子育て情報をわかりやすく掲載した子育ておうえんサイト「子育

て＠なら」を運営するとともに、本市の子育て情報を一冊にまとめた

「なら子育て情報ブック」を作成・配布します。

子ども政策課

66

家庭児童相談室運営事業 子どもの生活習慣、学校生活、家庭環境等、児童と家庭の福祉の向上を

図るため、家庭児童相談室を設置しています。

子育て相談課

67

こども園、幼稚園及び保育所の

子育て支援

地域内での交流の機会の減少や子育ての孤立化による不安感を抱える保

護者のために、育児相談や未就園児の親子登園等を実施し、子育て支援

の充実を図ります。

保育総務課 第一期計画_事業No71「幼稚園

や保育所の子育て相談」から事

業名を修正

68

家庭教育支援事業 子どもや家庭教育を取り巻く諸問題の解決と家庭の教育力の向上を図る

ため、公民館を拠点に地域で取り組む家庭教育支援の仕組みを構築しま

す。

地域教育課

②子育て家庭への経済的な支援の充実

No 事 業 名 事 業 概 要 担 当 課 備　考

69

子ども医療費助成 健康保険に加入している中学校修了前（１５歳到達後最初の３月３１日

まで）の子どもを対象に、保険診療の自己負担額から一部負担金を除い

た額を助成します。（保険適用にならないものや、入院時の食事療養

費・生活療養費は除きます。）

子ども育成課

70

就学援助 小・中学校の就学が経済的に困難な世帯に必要な援助を行い、安心して

義務教育を受けられる環境を整えます。

教育総務課

71

特別支援教育就学奨励事業 特別支援学級への就学のために必要な援助を行い、特別支援学級に在籍

する児童・生徒が安心して義務教育を受けられる環境を整えます。

教育総務課

■基本目標４　様々な状況にある子どもと子育て家庭への支援の充実

①ひとり親家庭への支援の充実

No 事 業 名 事 業 概 要 担 当 課 備　考

72

ひとり親家庭等医療費助成 健康保険に加入しているひとり親家庭の父または母と１８歳未満（１８

歳到達後最初の３月３１日まで）の子や父母のいない１８歳未満の子を

対象に、保険診療の自己負担額から一部負担金を除いた額を助成しま

す。（保険適用にならないものや、入院時の食事療養費・生活療養費は

除きます。）

子ども育成課

73

ひとり親家庭等相談 母子家庭、父子家庭、寡婦または離婚前の方に対し、生活や家庭、子ど

もの養育、就職や自立の支援、母子及び父子並びに寡婦福祉資金の利用

等の相談に応じます。

子ども育成課

74

ひとり親家庭等日常生活支援事

業

修学や求職等の自立に必要な理由や疾病等の社会的理由で一時的に生活

援助や保育サービスが必要な母子家庭、父子家庭、寡婦の世帯に、家庭

生活支援員を派遣します。

子ども育成課

75

母子家庭等就業・自立支援セン

ター事業

母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦の自立を支援するため、就業相談、

就業支援講習会、就業情報提供等の施策を総合的・計画的に実施しま

す。

子ども育成課

76

母子家庭等自立支援教育訓練給

付金事業

母子家庭の母、または父子家庭の父の主体的な能力開発の取り組みを支

援するもので、母子家庭、父子家庭の自立促進を図るため、教育訓練を

受講することが適職につくため必要と認められる場合に、教育訓練給付

金を交付します。

子ども育成課

77

母子家庭等高等職業訓練促進給

付金等事業

母子家庭の母、または父子家庭の父が就業に結びつきやすい資格を取得

するために養成機関で受講するに際して、高等職業訓練促進給付金を交

付することで、受講期間中における生活の不安の解消および生活の負担

の軽減を図り、安定した修業環境を提供し、資格取得を容易にします。

子ども育成課

78

公共賃貸住宅における母子・父

子世帯向けの優先入居制度の活

用

市営住宅の空家募集において、母子世帯または父子世帯で２０歳未満の

子がいる世帯に対する優先入居制度を実施します。

住宅課
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②障害のある子どもと子育て家庭への支援の充実

No 事 業 名 事 業 概 要 担 当 課 備　考

79

短期入所 居宅においてその介護を行う方の疾病その他の理由により、障害者支援

施設、障害福祉施設等への短期間の入所を必要とする障害児につき、当

該施設に短期間の入所をさせて、入浴、排泄及び食事の介護その他の必

要な支援を行います。

障がい福祉課

80

障害児通所支援 障害児を児童発達支援センター等の施設に通わせ、年齢に応じて日常生

活における基本的な動作の指導、知識技能の伝達及び集団生活への適応

訓練を行います。

障がい福祉課

81

居宅介護 居宅において、入浴、排泄及び食事等の介護ならびに生活等に関する相

談及び助言その他生活全般にわたる支援を行います。

障がい福祉課

82

行動援護 知的や精神に重い障害があり、一人で行動することが難しい障害者児が

対象です。

対象児のことをよくわかっているヘルパーが、そばにいて、安心して外

出し、活動できるよう支援を行います。

障がい福祉課

83

みどりの家歯科診療 奈良市立みどりの家歯科診療所（総合福祉センター内）において、障害

児等の歯科検診及び歯科治療を行います。

障がい福祉課 第一期計画_事業No89「奈良市

歯科診療」から事業名を修正

84

日中一時支援 家族の就労支援や一時的な休息を目的に、障害児の一時的な介助や見守

りが必要な場合に、日帰りで施設を利用することができます。

※施設入所者及び病院に入院されている方は、利用できません。

障がい福祉課

85

移動支援 障害児の外出及び余暇活動等の移動を支援します。ただし、通学及び社

会通念上適当でない外出を除き、原則として１日の範囲内で終わるもの

に限ります。

※病院に入院されている方は、利用できません。

障がい福祉課

86

みどり園 総合福祉センター内の障がい児親子通園室「みどり園」において、就学

前の障害児を対象に、保護者とともに通園し日常生活において必要な指

導を行い、集団生活への適応を促すよう療育を実施しています。また、

家族支援も行っています。

障がい福祉課

87

相談支援事業 障害児が、地域で安心して自立した生活を送るために、本人や関係者か

らの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言などを総合的に行います。

障がい福祉課

88

親子体操教室 総合福祉センター体育館において障害児と保護者が、一緒にスポーツ・

レクレーションを楽しみながら、健康の維持・増進を図ることを目的に

実施しています。

障がい福祉課

89

子ども発達支援事業 言語・情緒・行動に発達の課題を抱える就学前の幼児とその保護者に対

して関係機関と協働しながら一貫して支援します。

子育て相談課

90

長期療養児支援 病気や障害を抱えている児とその保護者が、適切な医療を受け、福祉制

度を利用しながら、安心して在宅生活を送ることができるように、専門

職等と連携し支援します。

保健予防課
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③児童虐待防止などの取り組みの充実

No 事 業 名 事 業 概 要 担 当 課 備　考

91

子ども家庭総合支援拠点事業 全ての子どもとその家庭及び妊産婦等を対象に、一般的な子育てに関す

る相談や、養育困難・虐待等の様々な相談に専門職が専門性の高い相談

支援を行います。また、支援が必要な家庭に対して関係機関と連携しな

がら、適切な支援機関や社会資源に繋げるなど、妊娠期から切れ目のな

い継続した支援に努めます。

子育て相談課

92

「奈良市要保護児童対策地域協

議会」の活用

児童虐待の未然防止・早期発見・再発防止のため、児童相談所、医療機

関、民生児童委員協議会連合会、弁護士、警察などの関係機関が連携し

て、虐待から子どもを守るために「奈良市被虐待児童対策地域協議会」

を設置しています。

子育て相談課

93

養育支援訪問事業 保護者の養育を支援することが特に必要と認められる家庭等に対し、訪

問などにより、養育に関する相談、助言などの支援を行います。

平成30年10月より、家事や育児についてサポートが必要である世帯に

対して、ホームヘルパーを派遣し、妊婦の方や小学校就学前の子どもを

養育する保護者への支援を行うエンゼルサポート事業を実施していま

す。

子ども育成課

子育て相談課

94

家庭訪問 育児が困難で支援が必要と思われる家庭を訪問し、生活環境と養育状

況・家庭環境・子の成長発達などを総合的に把握し、必要な支援を行う

ことにより、保護者の育児不安や育児ストレスの軽減を図り虐待予防に

努めます。

母子保健課

95

奈良市児童相談所（（仮称）奈

良市子どもセンター）設置

様々な困難を抱える子どもや家庭への支援を充実させるため、早期の児

童相談所設置に取り組みます。また、施設については、児童相談所、一

時保護所、子ども発達センター、地域子育て支援センターの複合施設

（仮称）奈良市子どもセンターを整備します。

子育て相談課 第二期計画策定時に追加

96

つなげる乳児おむつ宅配事業 多胎児を出産された家庭及び10代で出産された家庭等、子育てに不安

のある家庭に対し、乳児に必要な育児用品等の宅配により、子育て家庭

の見守りを実施します。宅配時に、保育士等の専門職が、子育てサービ

ス等の必要な情報提供をすることで、保護者の悩みや心配事の軽減を図

ります。

子育て相談課 令和２年度より追加

④子どもの貧困対策の推進

97

子どもの学習支援事業 社会的・経済的困難を抱える世帯の子どもたちが将来に夢や希望を持っ

て成長していけるよう、子どもたちが安心できる居場所を設置し、生活

習慣や基礎学力、学習習慣を身につけ、高等教育への進学を可能とする

ための学習支援事業を実施します。

子ども育成課 第二期計画策定時に追加

98

若者サポートセンター

「Restartなら（リスなら）」

若者のひきこもり・ニート化を防ぐため、義務教育の後、進学や就労を

していない若者やその家族等を対象に、キャリアコンサルタントや支援

団体の相談員が学び直しや就労などの相談に応じています。支援にあ

たっては、分野横断的な支援や、関係機関が連携しそれぞれの専門性を

生かしたきめ細かな支援を目指しています。令和2年度からは福祉、教

育、保健・医療などの各分野の関係機関による「奈良市子ども・若者支

援地域協議会」を設置する予定であり、必要な支援をコーディネートす

る役割を担うとともに、その多様なネットワークを活用し、包括的な支

援に繋がるように努めてまいります。

福祉政策課 第二期計画策定時に追加

99

生活困窮者支援 「奈良市くらしとしごとサポートセンター」では、日常生活や社会生

活、あるいは経済的な自立についての相談・支援の場として、その複合

的な課題を受けとめ、課題の改善、解決に必要な対応を当事者の方と共

に考え、寄り添った支援に努めています。相談には、社会福祉士やキャ

リアコンサルタント等専門職が応じ、必要に応じてハーローワークや

県、社会福祉協議会と協議を行っております。就労支援については、自

己紹介やビジネスマナー、面接トレーニングなど包括的なカリキュラム

のもと、きめ細かな支援を実施しています。

福祉政策課 第二期計画策定時に追加

100

フードバンク事業 新型コロナウイルス感染拡大に際し、ひとり親家庭等経済的に影響が大

きい世帯に対し、子どもの食の支援を行います。市民や事業者から余剰

食材の提供を募り、これを仕分け、必要とする家庭にフードパントリー

形式で提供します。

子ども育成課 令和２年度より追加
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■基本目標１　地域ぐるみで子どもを育てる環境づくりの推進

①地域における子育て支援活動の充実

No 事 業 名 事 業 概 要 担 当 課 備　考

101

ファミリー・サポート・セン

ター事業

「育児の援助を受けたい人」と「育児の援助を行いたい人」が依頼・援

助・両方のいずれかの会員として登録し、児童の放課後の預かりや保育

所等の送迎等で育児の援助が必要となったときに、会員相互の援助活動

を行います。

子ども育成課

102

子育て支援アドバイザー事業 子育て支援アドバイザーとして登録した地域の子育て経験豊かな市民

を、乳幼児と保護者が集まる場所に派遣し、保護者の子育てに関する疑

問や悩みに対する相談の他、手遊び・読み聞かせなどの講習や子育て広

場での見守り支援等、幅広く子育ての支援を行います。

子ども育成課

103

子育てサークルの支援 地域で活動する子育てサークルに補助金を交付することにより、経済的

に支援するとともに、サークルを含めた地域の子育て支援団体を対象に

した交流会を行うことにより、情報交換等のネットワーク化を図り、子

育て中の保護者が自主的に運営する子育てサークルを支援します。

子ども育成課

②地域における子どもの見守り活動の推進

No 事 業 名 事 業 概 要 担 当 課 備　考

104

交通安全教室の開催 学校園に出向き、警察と協力して横断歩道の渡り方、正しい自転車の乗

り方などの交通ルールをビデオ・人形劇等でわかりやすく説明するとと

もに、信号機を使った実技指導なども併せて行い、子どもたちに交通事

故から身を守るすべを身につけてもらうために開催します。

危機管理課

105

青色防犯パトロール 市内一円を青色防犯灯を装着した車両でパトロール巡回し、犯罪や事故

等を未然に防止するための啓発活動を行います。

危機管理課 第二期計画策定時に追加

106

防犯カメラ設置事業 交通の要衝や駅・学校周辺に防犯カメラを設置し、犯罪を未然に防ぐ

「犯罪抑止力」を高め、万一犯罪が発生した場合においても、警察と連

携し速やかな認知、被害者の保護など迅速・的確に対応できる態勢を確

立します。

危機管理課 第二期計画策定時に追加

107

学校・家庭・地域が連携した防

犯力の充実

「子ども安全の日の集い」を開催する等、子どもの安全に取り組む大人

の防犯意識を高めます。

いじめ防止生徒指導課

108

不審者情報の配信 子どもたちの登下校時の安全確保のために、警察と連携して、学校園や

地域から入ってくる不審者の情報を「なら子どもサポートネット」登録

者に配信します。

いじめ防止生徒指導課

109

「子ども安全の家」標旗配布 子どもを犯罪や事故から守るため、地域の家庭などに「子ども安全の

家」になってもらい、家の入口などに「子ども安全の家」標旗を掲げ、

子どもが危険を感じた時に、助けを求めて駆け込める場所を提供しても

らい、地域で子どもを守る機運を広めます。

いじめ防止生徒指導課

　　基本方針３　地域全体で子どもと子育て家庭を見守るまちづくり
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■基本目標２　仕事と子育ての両立支援の推進

①男女共同の子育ての促進と子どもを大切にする社会的な機運の醸成

No 事 業 名 事 業 概 要 担 当 課 備　考

110

イクメン手帳の配付 奈良市オリジナルのイクメン手帳「ＩＫＵＭＥＮ　ＨＡＮＤＢＯＯＫ

for　nara　papa」を母子健康手帳交付者及び子育て中の希望者に配付

します。

共生社会推進課

111

仕事と生活の調和推進事業 事業主や企業を対象に、育児休業の取得促進や労働時間等の改善など、

仕事と生活の調和のとれた働き方に向けた意識啓発に努めます。

産業政策課

■基本目標３　子どもと子育て家庭にやさしい生活環境づくりの推進

①安心して生活できる環境づくりの推進

No 事 業 名 事 業 概 要 担 当 課 備　考

112

通学路整備事業 児童・生徒が安全で安心して通園・通学できるよう歩道の整備及び防護

柵、路面標示等の安全施設を整備します。

道路建設課

113

公園管理運営 身近な自然とのふれあいの場所、防災空間、良好な風致・景観を備えた

地域の形成等、多くの機能を有している公園・緑地の維持管理を行いま

す。

公園緑地課

114

公園整備事業 都市公園の経年劣化による遊具等の公園施設の施設の更新を行います。 公園緑地課

115

公共賃貸住宅における多子世帯

向けの優先入居制度の活用

市営住宅の3ＤＫ若しくは3ＬＤＫの空家募集において、18歳未満の児

童が3人以上いる世帯（多子世帯）に対する優先入居制度を実施しま

す。

住宅課

116

公共賃貸住宅における子育て世

帯向けの優先入居制度の活用

市営住宅の空家募集において、同居親族に小学校就学前の児童がいる世

帯（子育て世帯）に対する優先入居制度を実施します。

住宅課
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第二期奈良市子ども・子育て支援事業計画　令和２年度実績　シートの見方について

【 基本方針 】「第二期奈良市子どもにやさしいまちづくりプラン」の３つの基本方針を定めています。

【 基本目標 】基本方針に基づく１０の基本目標を定めています。

【 施策の方向性 】基本目標に基づく２１の施策の方向性を定めています。

【 No 】各進捗管理事業（１～１１６）の番号を記載しています。

【 事業名 】各進捗管理事業の事業名を記載しています。

【 事業概要 】各進捗管理事業の事業概要を記載しています。

【 指標 】事業指標を記載しています。指標を定めることが適切でない等の場合は「－」としています。

【指標の設定理由】事業指標の設定理由を記載しています。

【 直近の状況 】令和元年度実績を記載しています。

【 令和２年度の取組状況 】

(1)目標・実績値 ： 令和２年度の事業指標に基づく実績を記載しています。指標を定めることが適切でない等の場合は「－」としています。

(2)予算・決算額 ： 令和２年度の事業予算額及び決算額を記載しています。

(3)進捗状況に対する担当課評価 ： 令和２年度の事業進捗状況に対する担当課の評価を５段階で記載しています。

A : 計画以上に進んでいる

B : 計画どおりに進んでいる

C : 計画より若干遅れている

D : 計画より大幅に遅れている

E : 廃止又は中止

(4)取り組み内容・課題等 ： 令和２年度に実施した各事業の取り組み内容や課題を記載しています。

【奈良市子どもにやさしいまちづくり条例第11条第2項の規定に対する担当課評価】

「奈良市子どもにやさしいまちづくり条例」第１１条第２項の規定に対する各事業の取り組み状況について、３段階で担当課の自己評価を記載しています。

Ａ：できた

Ｂ：少しできた

Ｃ：できなかった

－：該当なし

【今後の方針】令和３年度の事業の方向性を「継続」「拡大」「縮小」「廃止」「完了」のいずれかで記載しています。

「拡大」「縮小」「廃止」の場合は、その理由を加えて記載しています。

【 令和３年度予算額 】令和３年度の事業予算額を記載しています。

【子ども・子育て会議における意見等】各事業に対する奈良市子ども・子育て会議の意見等を記載しています。

【意見等に対する対応状況】奈良市子ども・子育て会議の意検討に対する対応状況を記載しています。

【担当課】事業の担当課を記載しています。

　基本目標

施策の方向性 No 事業名 事業概要 指標 指標の設定理由
進捗状況に対
する担当課評

価
取り組み内容・課題等

子ども及びそ
の関係者に対
して適切な情
報を提供しま
したか

子どもが意見
表明や参加す
る機会を設け
るよう努めま
したか

拡大、縮小、廃止
の理由

　（１）子どもにとって大切な権利の保障

（目標） 98 （予算） 905

（実績） 89.4 （決算） 392

基本方針１　子どもがいきいきと心豊かに育つまちづくり

直近の状況
（令和元年度

実績値）

令和２年度の取組状況
奈良市子どもにやさしいまちづ
くり条例第11条第2項の規定に

対する担当課評価
　　今後の方針

令和３年度
予算額

（千円）
担当課

目標・実績値
予算・決算額

（千円）

①子どもの権利保障の
ための取り組みの推進

1 奈良市子ども会議開催事
業

子どもの意見表明や参加を支
援するための取り組みとし
て、子どもの自主的・自発的
な運営による「子ども会議」
を開催します。

奈良市の子ども会議
参加者の意見表明に
対する満足度（％）
※子ども会議におけ
るアンケートの設問
「話しやすかった
か」に対する回答が5
段階評価のうち上位
２つの「とてもそう
思う」「そう思う」
と回答された割合

奈良市子どもにやさしいまちづくり
条例に定められた事業であり、継続
的な実施と、子どもたちが意見表明
しやすい環境の提供が重要であるた
め。また、例年参加人数や取り組む
テーマが異なるため、事業全体を通
した子どもたちの満足度が最も事業
評価に適当であると思われるため。

97.3 B

令和２年度子ども会議は、新型コロナウイルス感染拡大防止
のため、オンラインで開催した。会議テーマを「コロナ禍で
の奈良市の『新しいおもてなし』とは？」とし、令和元年度
子ども会議提案内容をもとに、提案内容の調整（コロナ対策
を取り入れる等）を行った。オンラインでの開催ゆえに、接
続トラブル等が発生し、意見表明に対する満足度は例年より
低い結果となってしまったが、「会議が楽しかったか」とい
う質問に対し、「とてもそう思う」「そう思う」と回答した
参加者の割合は100％だった。
令和３年度子ども会議では、子どもたちの提案を実施する予
定であったが、新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮
し、提案の実現は中止とした。そこで、令和３年度子ども会
議は、オンラインにて開催し、withコロナの日常生活に関連
した話し合いテーマを設け、調整を進める。

A A 継続 905

子ども政策課

子ども・子育て会議における意見等 意見等に対する対応状況

対面が難しい状況の中、オンラインの活用で、青森の子ど
もたちと交流が持てるのは、とても良いことだと思いま
す。日本に留まらず、世界中の子どもたちと繋がりを持
ち、今の状況を共有し、前進していけるきっかけとなるこ
とを望みます。

新型コロナウイルスの影響で、昨年度に引き続
きオンラインでの開催となりましたが、昨年度
の子ども会議とは違った新しいことができない
かと考え、青森市との交流会を実施しました。
参加者アンケートの回答でも、「他県の子ども
たちと交流できて楽しかった」「文化の違いを
知るいい機会となった」という声を多数いただ
きました。置かれた状況の中で子どもたちとと
もに何ができるかをしっかりと考え、今後も子
ども会議の企画内容を検討していきたいと思い
ます。



　基本目標

施策の方向性 No 事業名 事業概要 指標 指標の設定理由
進捗状況に
対する担当

課評価
取り組み内容・課題等

子ども及びそ
の関係者に対
して適切な情
報を提供しま
したか

子どもが意見
表明や参加す
る機会を設け
るよう努めま
したか

拡大、縮小、廃止
の理由

　（１）子どもにとって大切な権利の保障

（目標） 98（予算） 905

（実績） 89.4（決算） 392

　（２）乳幼児期の教育・保育の充実

（目標） 3,208（予算）
197,778
（うち繰越

124,875）

（実績） 3,178（決算）
173,611
（うち繰越

116,530）

－ 351,944

子ども政策課
保育所・幼稚園
課

B

待機児童数については、令和2年4月現在22名と、昨
年同時期の33名からは3割程度減少するなど、担当
課の評価にあるように、この間の施設整備による一定
の成果であると思う。ただ、先にも述べたように、コ
ロナ禍の影響で一時的に保育需要が押し下げられてい
ることも背景にあることを押さえておく必要がある。
減少幅も小さく、例年、指摘しているように、公表さ
れている待機児童数に、通勤場所や兄弟同じ園で預け
たいなどの理由で特定の園のみを希望する場合などは
待機児童にカウントされない、いわゆる“隠れ待機
児”が今年も100名以上も存在しており、一方で、
定員を大幅に超える園が多数存在することから、コロ
ナ禍にあっても、依然保育需要は高く推移しており、
今後もニーズに合った施設整備を促進していく必要が
あると思う。
進捗管理事業No.2　(p・3)の資料より、令和２年度
の計画値と実績値を比較すると、児童数は、３歳以上
児では推定値７７６５人に比べ実績値７８６８人と１
０３人の増、同様に、1～2歳では３２人の増、0才
児で９５人の減となっている。量の見込みと希望者数
を比較すると、２号認定で教育希望は96人減、左記
以外(保育)で１２２人の増、３号認定の1～2歳で４
６人増、0才児では８５人減となっており、２号認定
の教育希望の減は保育希望へのシフトが読み取れるも
のの、全般的には、ほぼ量の見込み値に近く、顕著な
動きは見られない。コロナ禍による影響が保育人所の
申請にも影響を及ぼしているようにみえる。

令和２年度の実績値からも、保護者のニーズに合った
整備がされていることがよくわかりました。市立幼稚
園の過小規模化の課題の解消のところですが、市立幼
稚園の実績園児数を出していただけると今後の課題の
明確化ができると思います。

保育ニーズの高い地域を重点的に受皿の確保を
進めてきましたが、待機児童の解消には至って
いません。必要な受皿整備はもちろんながら、
今後の少子化による過剰供給となりすぎないよ
うな提供体制の検討が必要です。そのため、適
切なニーズ把握に努め、充足率の底上げや保育
ニーズが多く見込まれる年齢児を対象とした事
業に注力するなど、民間活力を積極的に活用す
るということを含めて、適切な対応を検討し、
実施していきたいと考えています。なお、市立
幼稚園の4月1日時点の在園児合計は令和元年
度：522人、令和２年度：428人、令和３年
度：352人となっています。

－ 継続

待機児童解消に向けた取組として、中央・西部南区
域に小規模保育事業所2園が開園し、令和3年4月
の小規模保育事業所2園の開園に向けた取組を進め
た。
また、西大寺駅周辺の新設保育所設置に向けた事業
者公募を実施し決定した。さらに、私立保育園の移
転による定員拡充、愛染幼稚園の認定こども園移行
に伴う定員拡充の取組を進めた。
引き続き待機児童の解消を目指し、既存施設の活用
及び新設等のハード面の整備にあわせ、幼保施設の
充足率の状況や奈良市全体の保育需要と供給のバラ
ンスを考慮して検討を進める。

　　今後の方針

令和３年度
予算額

（千円）
担当課

目標・実績値
予算・決算額

（千円）

①子どもの権利保
障のための取り組
みの推進

1 奈良市子ども会議開
催事業

子どもの意見表明や参加
を支援するための取り組
みとして、子どもの自主
的・自発的な運営による
「子ども会議」を開催し
ます。

奈良市の子ども会
議参加者の意見表
明に対する満足度
（％）
※子ども会議にお
けるアンケ－トの
設問「話しやす
かったか」に対す
る回答が5段階評
価のうち上位２つ
の「とてもそう思
う」「そう思う」
と回答された割合

奈良市子どもにやさしいまち
づくり条例に定められた事業
であり、継続的な実施と、子
どもたちが意見表明しやすい
環境の提供が重要であるた
め。また、例年参加人数や取
り組むテーマが異なるため、
事業全体を通した子どもたち
の満足度が最も事業評価に適
当であると思われるため。

97.3 B

令和２年度子ども会議は、新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、オンラインで開催した。会議テー
マを「コロナ禍での奈良市の『新しいおもてなし』
とは？」とし、令和元年度子ども会議提案内容をも
とに、提案内容の調整（コロナ対策を取り入れる
等）を行った。オンラインでの開催ゆえに、接続ト
ラブル等が発生し、意見表明に対する満足度は例年
より低い結果となってしまったが、「会議が楽し
かったか」という質問に対し、「とてもそう思う」
「そう思う」と回答した参加者の割合は100％
だった。
令和３年度子ども会議では、子どもたちの提案を実
施する予定であったが、新型コロナウイルス感染拡
大の影響を考慮し、提案の実現は中止とした。そこ
で、令和３年度子ども会議は、オンラインにて開催
し、withコロナの日常生活に関連した話し合いテー
マを設け、調整を進める。

A A 継続 － 905

子ども政策課

子ども・子育て会議における意見等 意見等に対する対応状況

対面が難しい状況の中、オンラインの活用で、青森の
子どもたちと交流が持てるのは、とても良いことだと
思います。日本に留まらず、世界中の子どもたちと繋
がりを持ち、今の状況を共有し、前進していけるきっ
かけとなることを望みます。

新型コロナウイルスの影響で、昨年度に引き続
きオンラインでの開催となりましたが、昨年度
の子ども会議とは違った新しいことができない
かと考え、青森市との交流会を実施しました。
参加者アンケートの回答でも、「他県の子ども
たちと交流できて楽しかった」「文化の違いを
知るいい機会となった」という声を多数いただ
きました。置かれた状況の中で子どもたちとと
もに何ができるかをしっかりと考え、今後も子
ども会議の企画内容を検討していきたいと思い
ます。

基本方針１　子どもがいきいきと心豊かに育つまちづくり

直近の状況
（令和元年度

実績値）

令和２年度の取組状況
奈良市子どもにやさしいまち
づくり条例第11条第2項の
規定に対する担当課評価

①乳幼児期の教
育・保育の提供体
制の確保

2 教育・保育施設及び
地域型保育事業の整
備

待機児童解消や多様な教
育・保育ニーズに対応す
るため、既存の教育・保
育資源を活用するととも
に、民間活力による教
育・保育施設及び地域型
保育事業等の整備を行い
ます。

3号認定の利用定
員数（人）

子育てと仕事の両立が難しい
ことの要因の一つが、保育所
等の入所が全てにおいてでき
ていないことであり、現在待
機児童の解消に向けて必要な
地域及び年齢児に応じた提供
体制を整えるにあたり、特に
待機児童数の大部分を占める
0～2歳児で構成される3号認
定児童の利用定員数の確保に
努めているため。

3,089 B
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　基本目標

施策の方向性 No 事業名 事業概要 指標 指標の設定理由
進捗状況に
対する担当

課評価
取り組み内容・課題等

子ども及びそ
の関係者に対
して適切な情
報を提供しま
したか

子どもが意見
表明や参加す
る機会を設け
るよう努めま
したか

拡大、縮小、廃止
の理由

　　今後の方針

令和３年度
予算額

（千円）
担当課

目標・実績値
予算・決算額

（千円）

子ども・子育て会議における意見等 意見等に対する対応状況

基本方針１　子どもがいきいきと心豊かに育つまちづくり

直近の状況
（令和元年度

実績値）

令和２年度の取組状況
奈良市子どもにやさしいまち
づくり条例第11条第2項の
規定に対する担当課評価

 （目標） 20（予算）
390,185
（うち繰越

136,227）

（実績） 20（決算）
363,213
（うち繰越

133,418）

3 市立幼保施設の再編 「奈良市幼保再編基本計
画」「奈良市幼保再編実
施計画」に基づき、市立
幼保施設の統合・再編及
び民間活力を活用するこ
とにより、よりよい教
育・保育環境の整備を図
ります。

市立こども園の設
置数及び市立幼保
施設からの公私連
携施設への移行件
数の累計

奈良市幼保再編基本計画・実
施計画に基づく市立幼保施設
の統合再編などによる認定こ
ども園への移行や、民間活力
を活用した市立幼保施設の民
間移管による公私連携型施設
への移行に向けた取組を行っ
ているため。

19 A

令和２年4月には、市立認定こども園18園、鶴舞
こども園・右京保育園の2園を公私連携幼保連携型
認定こども園として民間移管し、再編に伴う認定こ
ども園、合計20園を設置した。また、富雄保育
園・富雄第三幼稚園の統合・民間移管に伴う公私連
携施設への移行に向けた取組を進め、春日・大宮保
育園の移管先法人を公募し、移管先法人を選定し
た。さらに、3園の市立幼保施設の再編方針を公表
し、再編に向けた取組を進めた。
奈良市幼保再編基本計画及び実施計画に基づき、市
立幼保施設の民間移管を中心に、待機児童の解消や
市立幼稚園の過小規模化といった課題を解消し、保
護者のニーズに迅速かつ柔軟に対応できるような教
育・保育体制の整備を目指す。

B － 継続 － 401,595

子ども政策課
保育総務課

担当課の評価には「奈良市幼保再編基本計画及び実施
計画に基づき、市立幼保施設の民間移管を中心に、待
機児童の解消や市立幼稚園の過小規模化といった課題
を解消し、保護者のニーズ に迅速かつ柔軟に対応で
きるような教育・保育体制の整備を目指す」としてい
るが、前段でも述べたように、コロナ前に策定された
事業計画に基づき、計画どおり保育施設の統廃合や民
営化を進めることは問題だと思う。例えば、インフル
エンザなどの感染症は、一人あたりの保育スペースが
広いほど、また、グループサイズ（子どもたちが生活
する集団の規模）が小さいほど感染が抑えられること
が海外の研究でも確認されており、今回の新型コロナ
ウイルスは、デルタ株の出現もあり、その感染力はイ
ンフルエンザの比ではなく、CDC（米疾病対策セン
ター）の発表では水ぼうそう並みの強い感染力があ
り、ワクチン接種を完了している人にも感染すると警
鐘を鳴らしている。全国的にも保育所内でのクラス
ター発生が多数報告されており、コロナ以外にも呼吸
器疾患があると重症化しやすいといわれているRSウ
イルス感染症も小児の間で拡がっており、今こそ、子
どもの命を最優先に考え、過小規模化を問題にするの
ではなく、小規模であることを活かすことも含め、計
画そのものを一時凍結し、コロナ禍における幼保施設
のあり方について、一から見直す必要があると考え
る。また、前回も指摘したように、コロナ禍で「市民
を守る…」公立施設の役割は益ー高まっており、「地
震、風水害の対応時に同じ市の公務員であるがゆえに
市民の相談や各部署への連絡調整に迅速に対応でき
た」「災害発生時や感染拡大時期に周辺の他園の子ど
もを積極的に受け入れる」など、マスコミ報道等によ
り公立園が果たす役割に注目が集まっている。ぜひ、
前期の事業項目にあった「公立保育所の充実」を復活
させ、コロナ禍及びコロナ後も想定し、あらためて公
立の果たす役割についても考え直す必要があると思
う。

以下、意見と質問です。
・担当課の評価・課題に「保護者のニーズに迅速かつ
柔軟に対応できるような教育・保育体制の整備を目指
す」とあるが、そのためには保育士の確保が重要な課
題です。保育士の有効求人倍数は年々上昇を続けてい
ましたが、コロナ禍が始まった令和2年4月には、全
国で2.45倍、奈良県では2.55倍に下がり、3年4月
には全国で2.04倍奈良県で2.08倍と下がってはいま
すが、依然高い水準で推移しています。市立幼保施設
を再編する最大の狙いは、行政の効率化、民営化によ
る人件費の削減にあると推察しますが、
質問1.　令和3年1月に定員適正化計画の見直しが行
われ、待機児童対策に向けた保育教育士の確保として
50人の増加が図られていますが、これはどういう経
過と意図で行われたのでしょうか。実際の職員採用状
況をみると、令和2年度は保育教育士の最終合格者は
12人、令和3年度は6人で、任期付き職員の合格者6
人となっており、計画とは大きく乖離しているように
思いますが、その理由はなんですか。
質問2．また、民間委託された園の保育教育士はどの
ように処遇されているのでしょうか。

市立幼稚園の過小規模化及び多様化する保護者
の保育ニーズに対応するため、市立幼保施設の
再編実施方針に基づき、計画的に認定こども園
への移行を行っています。市立こども園の設置
や、民間移管による私立幼保連携型認定こども
園の設置といったあらゆる手法による取組を進
めており、引き続き待機児童解消に向けた検討
はもちろん、過小規模化した幼稚園の今後の在
り方を含め、就学前児童のより良い教育・保育
環境を整えるために公私分け隔てなく検討を進
めています。
また、これまで認定こども園に移行した園の運
営状況や保護者ニーズ等についても、様々な視
点から現状把握に努め、適切な集団規模の中で
等しく教育・保育を受けることができる環境整
備に向けて取り組んでいきたいと考えていま
す。
さらに、本市では令和２年４月より２園を民間
移管し、その他の施設については引き続き民間
移管に向けた取組を進めています。災害時・コ
ロナウイルス感染症拡大に伴う私立施設への対
応について、民間移管に際しては、災害や感染
症が発生した際の危機管理について定めた「奈
良市立園における安全管理マニュアル」を引き
継いでいます。特に新型コロナウイルス感染症
対策においては、公立園での対応について私立
施設へも通知し、奈良市内の園全体で対応でき
るように取り組んでおり、災害・コロナ対応に
おいても公私の別に関わらず、一定の対応がで
きているものと考えています。
質問１については、現在の定員適正計画は平成
２８年３月に策定され、保育教育士について
は、他の職種と同様に民間移管に伴う採用抑制
等による一定の減員を予定していましたが、市
立幼保施設の統合再編や民間移管を進めるも増
加傾向にある保育需要の中で、待機児童対策と
して保育教育士の減員抑制に努めたものです。
令和３年１月に行った定員適正化計画の見直し
については、当初計画より５箇年で50人多く保
育教育士を確保した実績を反映したものであ
り、令和２年度に保育教育士を50人確保したも
のではありません。
質問２については、移管対象園の職員に関して
は、正規職員が他施設等への再配置を前提とし
ている一方で、在園児等のスムーズな引継ぎ及
びこれらに係る負担をできる限り軽減する１つ
の手段として、法人と移管対象園に勤務する会
計年度任用職員の合意があれば、法人職員とし
て引き続き当該施設において勤務できる仕組み
作りをしており、法人には積極的な職員採用を
求めています。

①乳幼児期の教
育・保育の提供体
制の確保
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　基本目標

施策の方向性 No 事業名 事業概要 指標 指標の設定理由
進捗状況に
対する担当

課評価
取り組み内容・課題等

子ども及びそ
の関係者に対
して適切な情
報を提供しま
したか

子どもが意見
表明や参加す
る機会を設け
るよう努めま
したか

拡大、縮小、廃止
の理由

　　今後の方針

令和３年度
予算額

（千円）
担当課

目標・実績値
予算・決算額

（千円）

子ども・子育て会議における意見等 意見等に対する対応状況

基本方針１　子どもがいきいきと心豊かに育つまちづくり

直近の状況
（令和元年度

実績値）

令和２年度の取組状況
奈良市子どもにやさしいまち
づくり条例第11条第2項の
規定に対する担当課評価

（目標） 120,408（予算） 169,174

（実績） 96,725（決算） 96,517

（目標） 2,464（予算） 144,620

（実績） 2,031（決算） 89,577

（目標） 510（予算） 7,515

（実績） 226（決算） 7,003

（目標） 480（予算） 8,624

（実績） 498（決算） 9,716

（目標） － （予算） 755

（実績） － （決算） 468

（目標） － （予算） －

（実績） － （決算） －

（目標） － （予算） 160,244

（実績） － （決算） 133,000

公立園では、就労する保護者の増加に伴い新2号
も増えてきていますが、一時預かり利用者数の
大幅な増加にはつながっておらず、また令和元
年度からはコロナ禍の中、感染症対策で家庭保
育に協力していただいた時期もあり、全体とし
て利用者数は減少しております。今後も、保護
者の利用ニーズに応えていけるように進めてい
きたいと考えております。
私立園に対しては、引き続き一時預かり事業を
実施する園に対する補助を行うことで預かり保
育の充実を図り、保護者の多様な保育ニーズに
対応していきます。

本市では新型コロナウイルス感染症対策とし
て、令和２年４月21日から５月末までの「特別
保育期間」については原則家庭保育とし、６月
以降も可能な限り家庭保育へのご協力をお願い
してきました。
コロナウイルス感染症拡大において、休日保育
実施園においても家庭保育協力への依頼を行っ
たことにより、保護者の家庭保育が増加したこ
とが利用人数の大幅な減少につながったと考え
られます。

ご指摘のとおり、コロナ禍の中、密を避けゆと
りのある保育を行うためには、職員配置基準の
強化というのは重要な視点であると考えます。
しかし、保育士不足また本市の厳しい財政状況
の下、まずは最重要課題である待機児童の解消
のための保育士確保を進めていきたいと考えて
おります。
コロナ対策につきましては、保育現場にて密に
ならない遊び環境の工夫や、食事等対面での活
動時のパーテーションの設置、保育中の園児の
行動の把握等を行っており、密を避けるための
対策を徹底し、安心して園で生活できるように
努めております。
今後も安心して園に通っていただけるようコロ
ナ対策の徹底を継続しながら、職員研修を通し
ての学びの保障をし、教育・保育の質の向上を
目指していきたいと考えております。

公立園においては、特別な支援を要する在園児
に対し、発達の種別・等級、集団生活に適応す
る症状に応じて、一定の基準に基づき特別支援
教育支援員を配置し、支援を行っております。
また、療育機関や家庭と連携しながら、子ども
の育ちを繋げていくよう努めてまいります。

市内に2ヶ所あること、入所受付時に丁寧な聴き取り
や説明をされているのが嬉しいです。ただコロナ下で
あってもニーズは多いはずなのに、目標値の半分の実
績しかないのが疑問です。どのような影響（利用者
側、保育園側）があったと考えられますか。

保育現場ではコロナ禍の1年半、三密を避けられない
中にあって、保育施設内での感染、クラスターが発生
するなど、保育者自身も感染の不安があるなか、子ど
もに感染させないよう、常に感染対策を第1に考え行
動するなど、精神的な重圧のもと、その中にあっても
日々成長を続ける子どもたちに何ができるのかを模索
し保育されている現場の職員のみなさまに先ずは感謝
したいと思います。そんななか、小学校においては、
コロナ禍で密を避ける学級運営の難しさが強く発信さ
れたことで、35人学級が順次実現されることになり
ました。実質20人前後のクラスが増えることになり
ます。その一方で、幼児期の4～5才児が30人という
配置基準に手を付けないのは何とも理不尽ではないで
しょうか。国の最低基準において保育の規模の定めが
必要かとも思います。研修の内容や伝達方法も大事か
もしれませんが、コロナ禍の今、現場の職員や子ど
も、保護者が求めるのは、先ずはゆとりある保育の条
件を作ることであり、研修での学びを現場に活かすた
めにも必要なものだと考えます。

支援希望者に対して、支援を受けれる施設が少ないよ
うに思います。予約もなかなか取れないと聞いていま
す。

－ 継続 － 154,684

保育総務課

B

－ 継続 － 755

保育総務課

9 こども園、幼稚園及
び保育所と小学校と
の連携の推進

園における教育及び保育
が小学校以降の生活や学
習の基盤の育成につなが
ることに配慮し、小学校
教育への円滑な接続が行
われるよう、連携を推進
します。

－

校区等によって交流や研修等
の連携の持ち方や回数等が異
なり、統一的な指標を設定す
るのが難しいため、指標の設
定は行わない。

ー C

平成30年度に改訂した奈良市立こども園カリキュ
ラムをもとに遊びを通しての子どもの経験や学びを
見取り、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」
を見出して小学校への接続につなげている。
新型コロナウイルス感染症拡大により、地域や各校
区で行われていた園職員と小学校職員の交流や情報
交換会、研修が、中止や縮小となったが、校区の
様々な校種と連携をとり、滑らかな接続のために連
携の必要性を認識し、奈良市全体で意識向上を図っ
ていく。

B － 継続 － －

保育総務課

B

②質の高い教育・
保育の一体的提供
と内容の充実

8 こども園、幼稚園及
び保育所等職員研修
の推進

子どもの人権を十分配慮
し、多様な教育・保育
ニーズ及び子育て支援等
のサービスに対応するた
め、こども園、幼稚園及
び保育所に勤務する職員
を対象に園内外の研修を
実施し、資質向上を図り
ます。

－

職員の資質の向上のために研
修を実施しているが、研修で
の学びを数値化することは難
しいので指標の設定は行わな
い。

ー B

研修開催の目的より内容を検討し、各専門分野の学
識経験者や指導者を講師として、保育実践や保育内
容、また経験年数に応じて必要な実践力や専門的知
識を身に付けられるよう研修を実施した。また文部
科学省の事業にて指導的役割の人材育成を目的とし
て研修を行い、公私立共に乳幼児教育の質の向上に
向けて研究を継続した。
新型コロナウイルス感染症拡大により、研修の中止
や、人数の制限を行う必要があったが、研修内容を
園で報告してもらえるよう周知を徹底し、研修受講
者だけでなく、園全体で学びを広げられるようにし
た。今後もオンラインを活用するなどコロナ禍での
学びの機会を保障していく。

10 特別な支援を要する
園児への支援体制の
充実

特別な支援を要する園児
に対して必要な支援を適
切に提供するとともに、
ネットワーク体制を活か
した連携の中で、特別支
援教育及び支援体制の充
実を図ります。

－

支援体制の充実を数値化する
ことは困難であるため、指標
の設定は行わない。

ー C

奈良市子ども発達センターと協議し、園生活におい
て支援が必要な園児に対して各園に特別支援教育支
援員の配置を行った。
また、特別支援教育の専門的知識を深めると共に実
践力を高めるため、特別支援教育支援員や保育者を
対象として、特別支援者研修や公開講座を実施し
た。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、参
加人数の制限や開催を中止した講座があり、参加者
が減少する結果となった。
支援が必要な子どもへの理解を深め、多様なニーズ
に応じた支援を行うため、研修内容の充実と共に支
援員の参加体制を再度見直し、コロナ禍においても
参加可能な研修方法を検討する。また、関係機関と
の連携についても充実を図り、連続した育ちを保障
していく。

－ 7,924

保育所・幼稚園
課

7 夜間保育事業 保育所において、夜間に
就労するため、保育を必
要とする保護者の子ども
を保育します。

夜間保育所延べ入
所者数（人）

夜間保育を必要とする保護者
の保育ニーズへの対応を評価
する指標として、夜間保育事
業を実施する施設の入所者数
が適当であるため。

529 B

就労する保護者にとって保育所が利用しやすい環境
を整えるため、夜間保育事業を実施する市内私立保
育所１園に、保育所運営委託費を支払った。保育所
の入所受付時に、夜間保育の必要性を含めた保護者
の家庭状況、就労状況などについて、保育コンシェ
ルジュがきめ細やかに聞き取りを行い、必要とする
保護者に対して夜間保育の情報を提供する。

B － 継続 － 8,706

保育所・幼稚園
課

就労する保護者にとって保育所が利用しやすい環境
を整えるため、休日保育事業を実施する市内私立保
育所等２園に、保育所運営委託費等を支払った。保
育所の入所受付時に、休日保育の必要性を含めた保
護者の家庭状況、就労状況などについて、保育コン
シェルジュがきめ細やかに聞き取りを行い、必要と
する保護者に対して休日保育の情報を提供する。

B

6 休日保育事業 保育所等において、日
曜・祝日などに就労する
ため、保育を必要とする
保護者の子どもを預かり
保育します。

休日保育延べ利用
者数(人）

休日保育を必要とする保護者
の保育ニーズへの対応を評価
する指標として、休日保育の
利用者数が適当であるため。

－ 171,549

保育総務課
保育所・幼稚園
課

5 保育所等の延長保育 保護者の就労形態の多様
化等に伴う延長保育の需
要に対応するため、保育
所や認定こども園等にお
いて認定された利用時間
を超えた保育を実施し、
就労世帯等の支援を図り
ます。

年間利用人数
（人）

子ども・子育て支援法第61
条において、本事業について
は当該指標の設定が求められ
ているため。

2,295 B

保護者の多様な就労形態に対応し、子育てと仕事を
両立できるような環境を整備するため、私立保育所
22園、私立認定こども園12園及び小規模保育事業
所５園で、利用時間を超えた延長保育事業を実施し
たほか、市立保育所３園、こども園２園においても
同事業を実施した。多様化する保育ニーズに対応す
るため、本事業において子どもの健やかな成長のた
めの保育として望ましい支援の在り方を視野に入れ
ながら、延長保育事業の充実を目指す。また、新設
園開所の際に、延長保育事業の実施を促すことによ
り、本事業の更なる拡充を目指す。

B － 継続 － 139,401

保育総務課
保育所・幼稚園
課

B

4 幼稚園等の一時預か
り事業

幼稚園や認定こども園の
通常の教育時間外に、希
望する園児を対象に一時
預かり事業を実施し、保
護者の子育てを支援しま
す。

年間延べ利用者
（人／日）

子ども・子育て支援法第61
条において、本事業について
は当該指標の設定が求められ
ているため。

２０１９年１０月から、教育・保育の無償化が実施さ
れて以降、一時預かり保育を希望する保護者が急増し
ています。『新２号』認定を希望される保護者が多
く、施設では保育室の拡充、職員の増員し保育にあ
たっているのが現状で、保護者の子育て支援、ニーズ
に合わせていかなければなりませんが、現場はひっ迫
しています。

464 B

－ 継続

－ 継続

115,843 B

令和2年度は、市立園においては新たに二名幼稚園
及び三碓幼稚園で一時預かり事業を開始した。市立
認定こども園全１７園、市立幼稚園１１園で一時預
かり事業を実施し、保護者の多様化するニーズに対
応し就労支援や育児の負担軽減に繋がるよう努め
た。今年度は特に感染症対策を徹底し取組を進めて
きたが、緊急事態宣言発令時は職種を限定しての受
け入れ時期もあり利用者の減少に繋がった。担当者
連絡会を開催できなかったため、情報交換等ができ
る機会をもち保育の充実に努めたい。
　私立認定こども園においては５園、私立幼稚園
（新制度）１園で事業を実施し、多様な保育ニーズ
に対応した。また、市単独で補助制度を設けている
２歳児受入推進事業については私立幼稚園３園で実
施し、保護者の多様な就労形態に対応することで、
私立幼稚園への就園促進を図った。

①乳幼児期の教
育・保育の提供体
制の確保
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　基本目標

施策の方向性 No 事業名 事業概要 指標 指標の設定理由
進捗状況に
対する担当

課評価
取り組み内容・課題等

子ども及びそ
の関係者に対
して適切な情
報を提供しま
したか

子どもが意見
表明や参加す
る機会を設け
るよう努めま
したか

拡大、縮小、廃止
の理由

　　今後の方針

令和３年度
予算額

（千円）
担当課

目標・実績値
予算・決算額

（千円）

子ども・子育て会議における意見等 意見等に対する対応状況

基本方針１　子どもがいきいきと心豊かに育つまちづくり

直近の状況
（令和元年度

実績値）

令和２年度の取組状況
奈良市子どもにやさしいまち
づくり条例第11条第2項の
規定に対する担当課評価

（目標） － （予算） －

（実績） － （決算） －

（目標） － （予算） －

（実績） － （決算） －

（目標） 6,351（予算） 622,321

（実績） 6,330（決算） 423,691

（目標） 42（予算） 6,691

（実績） 42（決算） 338

（目標） 120（予算） 22,400

（実績）
118

(13園)
（決算） 22,115

民間での保育士確保が困難である最大の理由は、運営
費の単価である公定価格の低さにある。担当課でも努
力し一定の施策も講じられているようだが、民間保育
園では募集をしてもほとんど反応がない状況が今なお
続いており、保育士確保は依然厳しい状況にある。毎
年、提案しているが、給与と労働条件の改善ができる
公定価格・補助の引上げ、最低基準の引上げが急務で
あり、奈良市の財政も厳しいなか、市単による補助だ
けに頼るのは限界であり、全国的にも問題となってい
る公定価格の中の幼稚園・認定こども園と保育所の格
差について、1号認定区分と同等の加算（学級編成加
算・チーム保育加配・副園長設置など）を、2号認
定・3号認定にも適用してもらうよう、国に強く要望
すべきではないか。前回の昨年の「意見等に対する対
応状況」には「令和２年度の中核市市長会では幼児教
育保育の無償化の実施や保育士の処遇改善等の議論が
中心であったため、幼稚園・認定こども園と保育所と
の公定価格上の格差の是正について、国への提言を行
うことができませんでした。来年度以降も、引き続き
中核市市長会等の機会をとらえて、国へ要望を行って
まいります。」とあるが、その後の議論の進捗状況は
どうか。

－ 継続 － 7,872

保育総務課
保育所・幼稚園
課

15 私立幼稚園運営費補
助金

運営費補助金の交付によ
り、私立幼稚園の教育条
件の維持向上を図り、幼
稚園の経営の健全性を高
めることで私立幼稚園の
健全な発展を図ります。

１園あたりの在園
児童数（人）

本補助金の対象（私立学校法
に規定する学校法人が、学校
教育法の規定による認可を受
けて、本市に設置する幼稚園
（子ども・子育て支援法（平
成２４年法律第６５号）第２
７条第１項に規定する確認を
受けたものを除く。））から
子ども・子育て支援制度へ移
行する幼稚園のことも踏ま
え、全体の在園児童数ではな
く、1園あたりの在園児童数
で正確な推移を確認すること
ができるため。

117
(13園)

B

市内私立幼稚園13園に対し、運営費補助金を交付
した。
人件費及び管理運営に関する費用を補助することに
より、各園の教育条件の維持向上を図るとともに、
幼稚園経営の健全性を高め、私立幼稚園の健全な発
展を図った。
継続して実施することにより、奈良市の幼稚園教育
の更なる充実及び振興発展を目指す。 B － 継続 － 20,561

保育所・幼稚園
課

保育所等に第三者評価及
び保護者アンケートによ
る評価を導入し、これま
でに提供してきた保育内
容や保育の質を保護者や
子どもの視点から見直し
改善します。

第三者評価又は関
係者評価を実施す
る施設数（園）

第三者評価や保護者アンケー
ト等の関係者評価を実施する
ことで、教育・保育の質の充
実につながるため。

44 C

－ 継続 － －

保育総務課

13 民間保育所等運営費
補助金

運営費補助金の交付によ
り、保育サービスの内容
の充実を図り、多様化す
る保育ニーズに応えるこ
とで、子育てと仕事の両
立支援をめざします。

入所児童数（人） 保育士の処遇改善及び保育内
容の充実のため、継続的な事
業の実施が重要であり、入所
児童数が適当であると考えら
れるため。

6,154 A

令和２年度より保育士の負担軽減及び離職防止を目
的として、保育補助者雇上強化事業を実施した。ま
た、保育士の処遇改善及び保育内容の充実を図っ
た。引き続き、保護者の多様な保育ニーズに対応
し、子育て世帯を支援するために補助を行ってい
く。

B － 継続 － 678,042

保育所・幼稚園
課

乳幼児期に望ましい栄養や食事内容を考慮し、和食
を中心とした献立作成を行い、安心・安全な給食の
提供に努めている。また、食物アレルギー対応マ
ニュアルを改訂し、給食調理現場における適切なマ
ニュアル活用を図った。 A

職員の給与改善に関する補助金については、近
隣中核市及び県内他市の中でも高い水準で補助
単価を設定しており、引き続き補助単価を維持
してまいります。
令和３年度の中核市市長会では、公定価格の見
直しを国に要望しておりますが、「土曜日に閉
所した場合の減算」の適用や新型コロナウイル
ス感染症対策経費を公定価格に含めること等が
議論の中心であったため、幼稚園・認定こども
園と保育所との公定価格上の格差の是正につい
ては、公定価格の見直しという大枠の中での議
論に留まりました。本件については、中心的な
議題となるべく、来年度以降も国への要望を
行って参ります。

11 こども園、幼稚園及
び保育所における食
育の推進

乳幼児期からの適切な食
事のとり方や、望ましい
食習慣の定着、食を通じ
た豊かな人間性の育成を
目指し、各園において、
年齢に応じた食育に取り
組むと共に、食育だより
等を通じた保護者への啓
発を行うことにより、子
どもたちの心身の健全育
成を図ります。

－

子どもたちの心身の健全育成
を図ることが目的であり、各
園において年齢に応じた取り
組みを実施することとなる。
画一的かつ定量的に事業の進
捗を図ることが困難であるた
め指標の設定を行わない。

ー B

奈良市立園「食育カリキュラム」に基づき、各園で
各年齢に応じた食育目標・食育計画を作成し、食育
に取り組んでいる。また、家庭で取り入れやすい内
容を題材にした「食育だより」を定期的に発行し、
家庭においても食育が推進できるよう情報提供を
行った。 A － 継続 － －

保育総務課

②質の高い教育・
保育の一体的提供
と内容の充実

12 こども園及び保育所
における安全な給食
の提供

徹底した衛生管理のも
と、和食を中心に旬の食
材を取り入れながら、乳
幼児の成長に必要な栄養
バランスや食物アレル
ギーに配慮した安心・安
全でおいしい給食の提供
に努めます。

－

安全・安心でおいしい給食の
提供にあたっては、乳幼児の
成長に必要な栄養バランスや
食物アレルギーへの配慮など
様々な側面があり、一つの指
標をもって達成できたかどう
かを評価することが困難であ
るため、指標の設定を行わな
い。

ー B

14 保育所等のサービス
評価の実施

公立園については関係者評価として、奈良市立園全
園（保育所・幼稚園・こども園）で保護者アンケー
トによる評価を実施し、評価結果を各園のホーム
ページに掲載するとともに、学校評議員による評価
を幼稚園、こども園全園で実施した。加えて、園長
による自己評価を市立園全園で実施した。各園にお
いて課題を明確にし、職員の意識改革や課題解決に
つなげ、園運営に活かすことができた。
私立園については令和２年度も私立保育所等の第三
者評価受審及び施設関係者評価に対する予算を保育
所等運営委託費等として計上している。令和２年度
において、私立保育所等の第三者評価を実施した園
は無かったが、私立認定こども園１園及び新制度移
行幼稚園１園で施設関係者評価を実施した。私立保
育所等の第三者評価受審は努力義務であるが、受審
することが望ましいので、受審の働きかけ方につい
て検討を進める。また、施設関係者評価についても
受審の働きかけを進める。

B
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　基本目標

施策の方向性 No 事業名 事業概要 指標 指標の設定理由
進捗状況に
対する担当

課評価
取り組み内容・課題等

子ども及びそ
の関係者に対
して適切な情
報を提供しま
したか

子どもが意見
表明や参加す
る機会を設け
るよう努めま
したか

拡大、縮小、廃止
の理由

　　今後の方針

令和３年度
予算額

（千円）
担当課

目標・実績値
予算・決算額

（千円）

子ども・子育て会議における意見等 意見等に対する対応状況

基本方針１　子どもがいきいきと心豊かに育つまちづくり

直近の状況
（令和元年度

実績値）

令和２年度の取組状況
奈良市子どもにやさしいまち
づくり条例第11条第2項の
規定に対する担当課評価

　（３）学齢期の教育・育成施策の充実

（目標） 111,400（予算） 65,597

（実績） 51,405（決算） 54,524

（目標） 82（予算） 6,249

（実績）

実績なし
※コロナウイルス
感染症拡大により

事業を中止

（決算） 495

（目標） 82.5（予算） 1,328,433

（実績） 90.8（決算） 1,244,095

（目標） － （予算） 0

（実績） － （決算） 0

（目標） － （予算） 2,168

（実績） － （決算） 1,148

学校ICTの推進については、文部科学省等が
GIGAスクール構想として全国的に推進されてい
ます。また、学習指導要領では、学習の基盤と
なる資質能力として、言語能力と並び情報活用
能力が挙げられています。
このような中で、奈良市では、奈良市教育振興
基本計画において、急速に変化する未来に生き
る力を育むため、従来の学習スタイルに加え、
GIGAスクール構想に基づく一人１台端末環境を
最大限に活用した「個別最適化された学び」や
「協働的な学び」を実現することや、オンライ
ンを活用した学習支援に関する環境の構築を図
り、感染症や災害、不登校等の事情で、学校に
登校できない場合にも対応した学びを実現する
ことを基本方針の１つに掲げており、それに基
づいて取組を進めているところです。
端末を家庭に持ち帰ることに加え、家庭におい
ても多種多様な活動に利用することは、国や奈
良県GIGAスクール構想推進協議会で推奨されて
います。本市教育委員会としては、教職員に対
するICT機器の適切な利用に関する研修等を継続
し、家庭と連携しながら、ICT環境を活用した、
「個別最適化された学び」や「協働的な学び」
を実現するとともに、社会に出てからも学校で
学んだことを生かせるよう、児童生徒の資質能
力をバランスよく育むことを目指した取組を推
進していきます。

子どもたちの健やかな成長のために、また、地
域に開かれた魅力ある学校・教育を推進するた
めに、学校評価の取組を通じて、教職員や保護
者、地域の方々が学校運営について意見交換
し、学校の現状や取組について課題意識を共有
することにより、互いに理解を深めていくこと
が重要であると考えています。学校評価等を通
じて、保護者や地域の方々に学校運営に参加し
ていただきながら、家庭や地域に支えられる開
かれた学校づくりを推進していきます。

学校ICTの推進について。評価Aとなっていますが、
本当にそうでしょうか。一度全保護者にヒアリングし
てください。全国最速水準の整備ばかりに目が向い
て、本当に大切なことを見落としてないないでしょう
か。学校が休校になった際に、家に居ながらにして授
業が受けられるなどの利点は素晴らしいと思います。
しかし、ランドセルだけでも重たい小学1年生がタブ
レットを持ち運ぶのは無理があります。また、毎日家
に持ち帰り充電してくるよう学校で指導されますが、
多くのこどもたちが、学習以外にもタブレットを使っ
ているのも現実です。子ども同士、様々な機能や、情
報を交換し、あっという間に親の知識を超え、ネット
の世界に浸かっていきます。ネットに触れさせる時期
については、各家庭の方針もあるので、もう少し慎重
に導入して欲しかったと思っています。近隣の自治体
では、充電は学校で行い、持ち帰ることはしないと聞
きました。子どもたちの様子を見ていると、最低限必
要なスキルはあっという間に身に付きます。義務教育
修了後の導入でも構わないのではないでしょうか。
「全家庭に配付しました、では、それぞれよろしくお
願いします…」といった現場（学校、家庭）に丸投げ
の姿勢に大変疑問を感じています。

教職員は時期が来たら異動しますが、地域の人はそこ
に住み続けます。子どもたちにとって、どんな環境が
望ましいのか考えると、たくさんの人と関わることが
ひとつ思い浮かびます。親だけでなく、担任の先生だ
けでなく、他クラスの先生、他学年の先生、そして地
域の人々。地域の人々みんなが、自分たちの子どもと
いう意識で学校や子どもたちと関わっていけると、子
どもにとってありのままの自分を受け入れられる場が
増え、安心して成長できるのではないでしょうか。そ
のためには、よりオープンな学校、地域の人々と子ど
もたちの交流が活発な学校の姿が求められると思いま
す。

－ 継続 － 1,700

地域教育課

B 拡大 － 528,924

学校教育課

19 地域に開かれた魅力
ある学校・教育の推
進（学校の自己評
価）

各学校がその教育活動や
学校運営の状況について
自己評価を行い、成果や
課題を明らかにして改善
を進めるとともに、それ
を保護者や地域社会に公
開することで、開かれた
学校づくりを進めます。

－

学校の自己評価については学
校教育法及び学校教育法施行
規則により、実施・公表及び
設置者である市教育委員会へ
の報告が義務化されており、
全ての学校で実施されている
ことから、指標の設定は適し
ないと考える。

ー B

全教職員参加のもとで学校評価を進めている学校の
割合は９４％であった。学校評価の実施により、各
学校が学校運営についての目標を設定し、その達成
状況や取組の適切さ等についての評価を通して、学
校として組織的・継続的な改善を図ることが求めら
れる。令和２年度からは市立全小・中学校におい
て、学校運営協議会が設置され、学校が地域と目標
やビジョンを共有し子どもたちを育む「地域ととも
にある学校づくり」を推進しており、学校評価の実
施と適切な情報公開により、学校・家庭・地域の連
携協力をさらに進め、学校運営の改善を図ってい
く。学校評価については、その結果を全教職員で共
有し、次年度の教育改善につなげることや、関係者
評価者と学校の教職員の意見交流の機会を促進する
ことが必要である。

A A 継続 － －

学校教育課

A 継続 － 65,629

地域教育課

17 世界遺産学習推進事
業

世界遺産等の文化遺産や
自然環境などを通じて、
地域に対する誇りを育
て、奈良で学んだことを
誇らしげに語れる子ども
を育成します。

主体的な学びを実
現できる子どもの
割合（％）

「授業で学んだことを、ほか
の学習にいかしています
か。」とのアンケートに当て
はまると答えた生徒・児童の
割合を増やすことで、世界遺
産等の文化遺産や自然環境な
どを通じても、地域に対する
誇りを育て、奈良で学んだこ
とを誇らしげに語れる子ども
の育成を目指す。

77.6 B

令和２年度は新型コロナウイルス感染拡大のため、
世界遺産学習現地学習や世界遺産学習全国サミット
などの事業が中止となった。コロナ禍により活動に
制限がある中ではあったが、各校において、工夫を
凝らしながら地域と共に世界遺産学習の取組が進め
られた。
令和3年度は、感染症対策の徹底を図りながら、世
界遺産学習現地学習を実施するとともに、年間8回
の教職員向け研修講座を開催し、世界遺産学習の一
層の理解浸透を図るとともに、実践力の向上に努め
たい。

B B 継続 － 7,364

学校教育課

①豊かな人間性と
生きる力を育む学
校教育の充実

16 地域で決める学校予
算事業

中学校区を単位として、
地域と学校が連携・協働
し、地域全体で子どもを
育てる体制をつくりま
す。

地域学校協働活動
に協力するボラン
ティアの活動人数
（人）

地域と学校が連携・協働した
事業を推進し、地域全体で子
どもを守り育てる仕組みづく
りや地域の教育力の再生・地
域コミュニティの活性化を目
指すには、多くの地域ボラン
ティアの参画が必要であるた
め。

109,558 C

令和２年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、学校が臨時休業になったり、活動自体を自粛し
たりした校区が多かったため、活動人数が減少し
た。
令和３年度は、引き続き新型コロナウイルス感染拡
大防止の対策を図りながら、地域での子どもの学び
が止まらないよう、地域ボランティアの参画をお願
いする。

18 学校ICTの推進 タブレット端末等のＩＣ
Ｔ機器を小学校・中学校
に整備し、その活用を通
して基礎学力の定着や学
習意欲、コミュニケー
ション能力や課題解決力
の向上を図ります。

「教員のICT活用
指導力」の4観点
について「わりに
できる」若しくは
「ややできる」と
回答した教員の割
合（％）

毎年、文部科学省が行う「教
員のICT活用指導力」アン
ケートで、「A教材研究・指
導の準備・評価などにICTを
活用する能力」「B授業中に
ICTを活用して指導する能
力」「C児童のICT活用を指
導する能力」「D情報モラル
などを指導する能力」の4観
点を集計、回答の割合に応じ
て、今後の研修等の参考とす
る。

82.0 A

内閣府、経済産業省、総務省、文部科学省らが推進
するGIGAスクール構想の取組について。奈良県内
全市町村を主導しながら推進し、全国最速水準の令
和2年9月末に整備を完了。10月より運用を開始し
た。
その後の県及び県内市町村と連携した研修会の継続
的な実施などを繰り返しながら、コロナ禍における
ICTを活用した取組の支援を繰り返した結果、目標
水準を大きく上回る成果が得られた。
引き続き奈良県域GIGAスクール構想推進協議会の
中心自治体として、市町村の枠組みを超えた実践の
共有と教員研修を推進し、教員の資質向上を支援し
ていく。

20 コミュニティ・ス
クールの運用

保護者や地域住民などか
ら構成される学校運営協
議会を設け、学校運営の
基本方針の承認や、教育
活動などについて意見を
述べるといった取り組み
を行うことで、学校運営
の一層の改善を図りま
す。 －

既に学校運営協議会が全ての
学校で設置されており、各学
校、各校区の多様性を考慮す
ると、指標の設定は適しない
と考える。

ー －

令和2年度から全市一斉展開となった学校運営協議
会では、学校と保護者や地域住民が学校運営のビ
ジョンを共有し、必要な支援について当事者として
共に協議していただいた。また、関係者の理解を深
めるための研修を実施した。
令和3年度も引き続き、学校運営協議会と地域教育
協議会（地域学校協働本部）とのそれぞれの役割
を、学校と地域が共に理解した上で、保護者や地域
住民等が学校運営に参画する持続発展可能な仕組み
の構築をめざすとともに、この制度を広く市民に
知っていただけるよう発信に努める。

※学校運営協議会は、全ての学校で設置されてお
り、各学校、各校区の多様性を考慮すると事業指標
の設定は適しない。また、進捗状況をはかれないた
め、担当課評価は記載していない。

－

A

A
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　基本目標

施策の方向性 No 事業名 事業概要 指標 指標の設定理由
進捗状況に
対する担当

課評価
取り組み内容・課題等

子ども及びそ
の関係者に対
して適切な情
報を提供しま
したか

子どもが意見
表明や参加す
る機会を設け
るよう努めま
したか

拡大、縮小、廃止
の理由

　　今後の方針

令和３年度
予算額

（千円）
担当課

目標・実績値
予算・決算額

（千円）

子ども・子育て会議における意見等 意見等に対する対応状況

基本方針１　子どもがいきいきと心豊かに育つまちづくり

直近の状況
（令和元年度

実績値）

令和２年度の取組状況
奈良市子どもにやさしいまち
づくり条例第11条第2項の
規定に対する担当課評価

（目標） 94.2（予算） 23,047

（実績） 93.2（決算） 21,456

（目標） 3,764（予算） 1,124,539

（実績） 1,996（決算） 895,547

（目標） 111,400（予算） 19,577

（実績） 51,405（決算） 13,059

（目標） 15,640（予算） 15,936

（実績） 5,234（決算） 14,839

（目標） 10,900（予算） 27,687

（実績） 4,495（決算） 27,096

（目標） 27,900（予算） 121,784

（実績） 19,075（決算） 103,655

（目標） 2,800（予算） 1,500

（実績） 367（決算） 1,500

バンビーホームは、就労等により保護者が昼間
家庭にいない世帯の支援とともに、児童に集団
生活を体験させながら健全育成を図ることを目
的としており、通年での利用を基本としていま
す。一時預かりや短期での入退所の繰り返し
は、児童本人にとっても負担になる場合がある
ため、今のところ、バンビーホームにおいて児
童の一時預かりの実施は考えておりません。
施設整備につきましては、老朽度や狭あい度、
今後の児童数の推移など総合的に判断し整備を
行うホームを決定しています。平成28年度は３
箇所、平成29年度は５箇所、平成30年度は６
箇所、令和元年度は５箇所、令和２年度は４箇
所と順次整備を行い、令和3年度も６箇所の整備
を進めています。今後も児童が快適に過ごすこ
とができるよう、施設の充実を進めていきま
す。

放課後児童健全育成事業のバンビーホームで、児童の
一時預かりは不可能なのでしょうか。

保護者の就労が急増し、幼稚園・保育所等で、施設を
拡充し保育にあたっている今、市内小学校のバンビ
ホームの施設の拡充を早急に行う必要があると思いま
す。利用人数に対して、施設が狭すぎる学校施設が多
いと思います。

A 継続 － 121,022

子ども育成課

A 継続 － 1,500

スポーツ振興課何回か参加しましたが、とてもよい企画だと思いま
す。興味はある…、やってみたい…、様々な希望がか
なえられるイベントになっています。ただ、一年に一
回だけなので、都合がつかなければ、また一年後…と
なってしまうのが残念です。もう一日くらい開催日を
増やすことは難しいのでしょうか。

コロナウイルス感染症拡の中、体験フェスティ
バルは予約制とし、感染対策を十分に行い実施
しています。
開催には、施設の確保や協力競技団体とのスケ
ジュール調整が必要あり1年に1回の開催となっ
ています。今後は、複数回の開催についても検
討してまいりたいと考えています。
また、体験フェスティバルとは別に冬季に「奈
良クラブ」や「バンビシャス奈良」の選手とふ
れあえるスポーツイベントも実施しています。

27 スポーツ体験フェス
ティバルの開催

「スポーツの日」にちな
んで、スポーツの裾野を
拡大し、「見て、触れ
て、体験」することによ
り、子どもたちがスポー
ツに親しみ、取り組む足
がかりとなる場を提供し
ます。
（※令和２年より「体育
の日」が「スポーツの
日」に改められまし
た。）

参加人数（人） 多種目のスポーツを「見て・
触れて・体験して」感じるこ
とができる「スポーツ体験
フェスティバル」は、幼・少
年から高齢者まで幅広く誰も
が参加できる事業であり、参
加者数は市民のスポーツ活動
への関心を測る指標と考えら
れるため。

2,300 C

令和２年度の「スポーツ体験フェスティバル」は、
コロナ禍の中、参加人数が大幅に減少したが体験方
法を予約制に変更し感染対策を十分に行い実施する
ことが出来た。
令和３年度も開催方法を前年度以上に工夫し、コロ
ナ禍の中であってもスポーツに関心の無かった人に
も参加してもらえるような魅力ある内容にし、生涯
スポーツの推進を図る。

A

A 継続 － 15,950

教育支援・相談
課

25 青少年野外体験施設
の運営管理

自然環境の中での野外活
動やレクリエーション活
動を通じて、青少年の心
身の健全な育成を図りま
す。

市営青少年野外体
験施設の利用者数
（人）

魅力的な事業展開や広報活動
の拡充により、黒髪山キャン
プフィールド及び青少年野外
活動センターの利用者数の増
加を目指す。

10,881 B

黒髪山キャンプフィールドと青少年野外活動セン
ターは、4月10日から5月31日まで臨時休館して
おり、総利用者数は前年度に比べ減少した。開館後
は新型コロナウイルス感染症対策を徹底し、青少年
野外活動センターでは、学校での野外活動が制限さ
れてしまった奈良市の小学5年生を対象に、1泊2
日の冒険教室を合計5回開催するなど施設の周囲の
自然環境を生かした魅力的な事業展開に努めた。
新規利用者の獲得と利用者の満足度を高めるため、
ニーズの高い事業や地域にある自然などを生かした
幅広い魅力的な事業を実施するとともに、更なる広
報活動の拡充を行い、青少年の健全育成のための教
育・体験活動の場として利用促進に努める。

A A 継続 － 27,725

地域教育課黒髪山キャンプフィールドは、奈良市が誇れる素晴ら
しい施設です。夏休みに子どもたち、友人家族で利用
したこともあります。豊かな自然に、トイレ等の設備
も整っています。しかし、残念なことに、12月から
3月は閉鎖されます。また、夏休み以外は、平日の利
用ができません。これほど素晴らしいキャンプ場が宝
の持ち腐れ状態になっているのです。奈良市の条例を
改定し、ぜひ、平日も利用可能にしていただきたいで
す。そうすれば、未就園児の活動場所としてのニーズ
や、幼稚園児の遠足など、利用者も増えると思いま
す。昨今の社会状況で、屋外での活動にも注目が集
まっています。また、自然の中で育まれることもたく
さんあると思います。ぜひ、黒髪山キャンプフィール
ドの平日利用について、前向きにご検討宜しくお願い
致します。

黒髪山キャンプフィールドは自然環境の中で野
外活動、レクリエーション等を通じて青少年の
心身の健全な育成を図ることを設置目的として
おります。そのため、自然と慣れ親しみ、野外
での活動がしやすい春から秋の期間を開所時期
としております。
平日の利用については、申請があった場合は指
定管理者と協議を行い、試験的に開所すること
も可能です。今後、ニーズの把握に努めるとと
もに、その他の黒髪山キャンプフィールドの充
実と併せて検討してまいります。

A 継続 － 900,104

地域教育課

23 放課後子ども教室推
進事業

放課後等に小学校等を活
用して、子どもたちの安
全・安心な活動拠点(居
場所)を設け、地域の
方々の参画を得てスポー
ツ等交流活動を実施する
ことにより、子どもたち
が地域社会の中で心豊か
で健やかに育まれる環境
づくりを行います。

地域学校協働活動
に協力するボラン
ティアの活動人数
（人）

地域と学校が連携・協働した
事業を推進し、地域全体で子
どもを守り育てる仕組みづく
りや地域の教育力の再生・地
域コミュニティの活性化を目
指すには、多くの地域ボラン
ティアの参画が必要であるた
め、地域学校協働活動に関わ
る地域ボランティアの活動人
数を指標とした。

109,558 C

令和２年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため、学校が臨時休業になったり、活動自体を自粛
したりした校区が多かったため、活動人数が減少し
た。
令和３年度は、引き続き新型コロナウイルス感染拡
大防止の対策を図りながら、地域での子どもの学び
が止まらないよう、地域ボランティアの参画をお願
いする。

A A 継続 － 19,712

地域教育課

②子どもの居場所
や体験活動の充実

22 放課後児童健全育成
事業

保護者が就労などで昼間
家庭にいない世帯の小学
生を預かり、放課後児童
健全育成事業施設内にお
いて、集団生活を体験さ
せながら、健全育成を図
ります。

入所児童数（人） 子ども・子育て支援法第61
条において、本事業について
は当該指標の設定が求められ
ているため。

3,572 B

令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の影響に
より入所児童数が大幅に減少したものの、感染症対
策を徹底して行い、継続してバンビーホームの運営
を行った。例年実施している支援員研修も新型コロ
ナウイルス感染症の影響により多くが中止となった
が、ホーム内研修や参加人数を制限するなど工夫し
て実施した。また、令和元年度に引き続き延長保育
や夏休み等昼食提供事業を実施し、保護者の負担軽
減を図った。国や県の補助金を受け、４箇所のバン
ビーホームの施設整備を行った。
令和３年度も引き続き感染症対策を行い、コロナ禍
においても安定したバンビーホームの運営を図る。
また、共働き家庭の増加に伴いバンビーホームの利
用児童数は増加していることから、児童が快適に過
ごすことができるよう、施設整備を進める。

24 教育センター学習事
業

教育センターのキッズ学
びのフロアの設備を活用
した体験教室等を開催す
ることで、子どもたちの
豊かな学びを保障し、創
造性や探究心を育てま
す。

年間来館者数
（人）

センター学習の市内学校園及
び市民への提供状況を直接的
に示す数値として、年間来館
者を目標指標に設定する。

13,025 B

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、学校園向
けの館内講座を中止し、代わりに出前講座を実施し
た結果、13校園884人の園児・児童がプログラム
を体験した。休日の親子向け体験講座では、実施回
数や参加人数を制限し、安全管理を徹底して実施し
た結果、4,350人の参加があった。これらに加え、
講座中止期間に動画配信サイトに体験教室の動画を
投稿し、全市立小学校のバンビーホームに教材キッ
トを配布した。

26 児童館事業の充実 児童の健全育成とともに
市民との協働による子育
て支援の拠点としての事
業を行い、より開かれた
児童館をめざします。ま
た、安全面を第一に、施
設の老朽化具合などによ
り優先順位をつけて、計
画的に整備を進めます。

児童館(4館)の利
用者数（人）

地域の中での子どもの居場
所、遊びの拠点として機能し
ているか、また、子育て支援
の拠点として乳幼児とその保
護者に対して遊びや交流の場
を提供するという目的をどの
程度果たしているかを確認す
るため、児童館（４館）の利
用者数を指標とする。

24,980 B

21 教職員研修の推進 奈良市教育センターを拠
点とした研修と教員一人
一人の指導力に応じた研
修を実施し、教員の意識
改革と指導力向上を目指
します。

奈良市教職員研修
講座に係る満足度
（％）
※4件法の上位２
つの選択肢を選ん
だ割合

奈良市教職員研修講座におい
て実施している受講直後アン
ケートの満足度を4件法で評
価しており、これを指標とす
る。 94 B

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、オンライ
ンで開催できるものに関してはオンラインに変更し
て開催した。オンラインで開催できないものについ
ては、「代替措置」を行った。オンラインでの開催
ゆえに、当初は接続トラブル等があったが、徐々に
スムーズに実施できるようになった。

A A 継続 － 21,480

教育支援・相談
課

①豊かな人間性と
生きる力を育む学
校教育の充実

A

児童館での各種活動や、地域子育て支援拠点事業等
を通じて「子どもの居場所づくり」や「児童の健全
育成」を促進することができた。
令和2年度より直営から指定管理者制度に移行し指
定管理者の新たなノウハウを活かし更なる児童館事
業の充実につなげより効果的・効率的な運営を図
る。

A

A
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　基本目標

施策の方向性 No 事業名 事業概要 指標 指標の設定理由
進捗状況に
対する担当

課評価
取り組み内容・課題等

子ども及びそ
の関係者に対
して適切な情
報を提供しま
したか

子どもが意見
表明や参加す
る機会を設け
るよう努めま
したか

拡大、縮小、廃止
の理由

　　今後の方針

令和３年度
予算額

（千円）
担当課

目標・実績値
予算・決算額

（千円）

子ども・子育て会議における意見等 意見等に対する対応状況

基本方針１　子どもがいきいきと心豊かに育つまちづくり

直近の状況
（令和元年度

実績値）

令和２年度の取組状況
奈良市子どもにやさしいまち
づくり条例第11条第2項の
規定に対する担当課評価

（目標） 7.9（予算） 1,000

（実績） 7.1（決算） 27

（目標）
30件

17,500人
（予算） 13,393

（実績）
９件

6,036人
（決算） 3,859

（目標）
５件

2,800人
（予算） 3,312

（実績）
1件

474人
（決算） 58

（目標） 3,100（予算） 34,606

（実績） 2,856（決算） 33,389

（目標） 320（予算） 9,536

（実績） 315（決算） 9,307

（目標） 900（予算） 900

（実績） 898（決算） 900

（目標） － （予算） 608

（実績） － （決算） 382

子どもをめぐる諸問題について電話相談を通し
て支援する青少年健全育成事業として、昭和５
９（１９８４）年から「（社）奈良いのちの電
話協会」へ委託しています。
相談業務に従事する相談員はボランティアであ
り、相談員を確保するため、同協会では、相談
員養成講座の受講生募集、仕事をしている人も
参加しやすい研修や相談員のニーズに合わせた
研修などに力を入れています。引き続き、新た
な相談員育成のための支援を行ってまいりま
す。

例年は、年度当初に高等学校等に出向き、性に
関する相談状況や教育の実施状況、保健所への
要望等を聞き取り、要望に合わせて学校へ健康
教育へ出向いたり文化祭にブースの出展を行
い、生徒と直接話をしたり、情報を提供できる
機会を設けておりました。
令和２年度からは新型コロナウイルス感染症感
染拡大によりこれらの取り組みが実施できてお
りませんが、今後も生徒と直接接する機会を継
続して確保できるよう、感染拡大状況を踏まえ
て学校と連携していきたいと考えています。

令和二年度も前年と同様の相談件数があったとのこ
と。コロナ禍での不自由さから来る親子関係の難しさ
や不安もあるのでしょう。電話相談の役割は大きいで
すね。
その後課題であった「担い手を増やす取り組み」をさ
れたのか、どんな形で育成しているのか進捗状況を教
えてください。

エイズ、性感染症等の啓発活動であるが、チラシ配布
やポスター配布という、受身的な活動が中心だと感じ
ました。学校の授業の中で教員から指導をされている
のかもしれないが、もっと具体的な情報を子ども達に
示して欲しいと思いました。

ー B

令和２年度は学校からの要望はあったが、新型コロ
ナウイルス感染症の状況によりエイズ等性感染症を
中心とした健康教育は実施することはできなかっ
た。今後も感染状況に応じて可能な範囲で継続実施
する。
啓発事業は例年通り市内の中学校・高校・大学・専
修学校へ実施した。
保健所におけるHIV等性感染症検査は新型コロナウ
イルスの流行状況に合わせて事業を縮小して実施し
た。今後も感染不安がある者の不安軽減が図れるよ
う継続実施していく。

B － 継続 － 593

保健予防課34 エイズ・性感染症に
関する正しい知識の
普及啓発事業

特に性行動が活発化する
若年層を中心に、エイズ
や性感染症に関する正し
い知識を持ち予防行動が
とれるよう、学校、
NPO団体等関係機関と
協力しながら啓発事業を
推進します。
また、感染不安のある方
への相談や検査を行い、
知識普及と感染予防への
意識づけを行います。

－

啓発については市内にある全
高校に対して実施しており、
現状維持か高校の統廃合で学
校数が今後減少していく中で
これ以上の増加は見込めない
ため設定指標として望ましく
ないと考える。

教育支援・相談
課

33 すこやかテレフォン
事業

青少年の健全育成を図る
ため、青少年の育成に関
する相談業務を「奈良い
のちの電話協会」に委託
し、すこやかテレフォン
相談室を設置し、専門の
相談員が年中無休で電話
による各種の相談業務を
行います。

すこやかテレフォ
ン相談件数（件）

青少年やその保護者の電話相
談件数がこの数年は概ね増加
傾向にある。また、世情を反
映した青少年を取り巻く問題
も複雑化しており、相談内容
は多様化していることから、
相談件数を指標とする。

892 B

専門知識と資格を有する相談員が年中無休で電話相
談業務にあたっている。令和２年度の青少年やその
保護者からの電話相談は898件で、令和元年度と
同程度の相談件数があり、子どもをめぐる諸問題に
ついての電話相談として、市民の中に定着している
ものと思われる。
しかし、昨今の青少年を取り巻く問題は複雑化して
おり、コロナウイルス感染拡大による社会不安等、
相談内容は年々多様化している。
また、相談員に関しても、ボランティアで負担も大
きいことから、希望者が少なく、高齢化も進んでお
り、新たな相談の担い手やその育成が求められてい
る。

A － 継続 － 900

いじめ防止生徒
指導課

国は通常の学級に在籍する特
別な支援を必要とする児童生
徒の指導について、一人一人
のニーズや課題に即した特別
な教育過程による指導及び適
切な支援の場としての「通級
指導教室」を増設し、平成
29年度から10年間で、通級
指導担当教員の基礎定数化を
推進する方向性を示してい
る。本市においても、特別な
支援を必要とする児童生徒へ
の切れ目ない支援を行うため
に本指標とする。

291 B

通級指導教室は、朱雀小学校と富雄第三中学校に新
設した。市内に設置した通級指導教室は、自校・他
校両方の児童生徒を対象とするセンター校通級指導
教室は小学校４校５教室・中学校２校２教室の計６
校７教室、自校の児童生徒のみを対象とする自校通
級指導教室は小学校５校５教室となった。これに伴
い、通級指導教室において指導を受けている児童生
徒数は３１５人に増加した。 A A 継続 － 9,771

A 継続 － 3,199

文化振興課

③心身の健やかな
成長のための取り
組みの充実

31 教育相談業務の充実 教育センターに教育相談
総合窓口を設け、カウン
セラーを配置するととも
に不登校や特別支援教育
の相談、スクールカウン
セラーの配置等を行い、
教育に関する様々な相談
の充実を図ります。

教育センタ－にお
ける来所教育相談
のべ回数（回）

教育に関するいろいろな相談
に対応し、来所教育相談回数
が増えることにより、教育相
談事業が周知され、ひいては
市民への生活環境の改善・向
上に繋がることから、不登校
児童生徒のための相談や支
援、また、特別な支援を必要
とする幼児児童生徒のための
相談やことばの指導、発達検
査など来所による教育相談延
べ回数を指標とする。

3,003 B

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、来所によ
る相談対応の制限の影響から、来所による教育相談
のべ回数は2,856回に留まった。しかし、不登校児
童生徒や特別な支援を必要とする幼児児童生徒のた
めの相談に対するニーズは依然として高く、より手
厚い対応が求められている。このニーズへの対応と
して、教育相談事業の周知のために、各校園への研
修や資料配布、教育相談に関する情報をまとめた
リーフレットの各関係機関への配布を行った。

A A 継続 － 29,892

教育支援・相談
課

32 特別支援教育推進事
業

特別支援教育の推進のた
め、専門の相談員を配置
し、特別な支援を必要と
する幼児児童生徒一人一
人に応じた相談の充実を
図ります。

通級指導教室にお
いて指導を受けて
いる児童生徒数
（人）

30 アウトリーチ活動の
実施

学校教育との連携を図
り、子どもたちが芸術文
化に親しむ機会を充実さ
せます。

事業の実施件数及
び参加人数（件）
（人）

近年多種多様なニーズが生ま
れる中、文化教育において
は、より能動的な取り組みが
求められる。文化を取り巻く
環境は日々変化しているた
め、単一の指標ではなく、事
業実施件数と参加人数を設定
することで、それぞれがもた
らす影響や相互関係など複数
の視点で分析が可能であるた
め。

８件
4,199人

B

新型コロナウイルスの影響により、ほとんどの事業
が中止となった。
その中でも唯一開催することができた「出張わらべ
うた教室」は、学校等の依頼を受けて講師が出張
し、わらべうたの普及・伝承を目的として教室を開
催するものである。令和元年度以前と比較して大幅
に依頼件数は減ったが、合計474人の子どもたち
に、文化に触れる機会を提供できた。
課題としては、感染症対策を講じた事業や、配信事
業に取り組むことができず、５事業中４事業が中止
となったことが挙げられる。今後は「新しい生活様
式」に即した文化事業の提供が必要となってくる。

A

A 継続 － 11,671

文化振興課
奈良町にきわい
課

28 スポーツ少年団の育
成

スポーツ少年団事業とし
て魅力ある本部事業を展
開し、団への加入を促進
することにより、子ども
たちのスポーツの継続的
な活動を促進します。

スポ－ツ少年団加
入率（％）

青少年の心身の健全な発達
と、子どもたちの体力向上を
図ることを目的としている事
業であるが、少子化等により
子どもの絶対数は減少してい
るため、スポーツ少年団加入
対象のうち中心となる総児童
数（小学生）に対する加入率
を指標とする。

29 子どもを対象とした
文化事業の実施

子どもたちが優れた芸術
や伝統的な芸能等、文化
に親しむ機会を設けま
す。

事業の実施件数及
び参加人数（件）
（人）

継続的な文化振興のために
は、次世代の文化教育が重要
である。文化を取り巻く環境
は日々変化しており、単一の
指標ではなく、事業実施件数
と参加人数を設定すること
で、それぞれがもたらす影響
や相互関係など複数の視点で
分析が可能であるため。

33件
43,303人

B

新型コロナウイルスの影響により、多くの事業が中
止または縮小を余儀なくされた。また、毎年２～3
万人の参加があった「ならまちわらべうたフェス
タ」を、令和2年度は配信事業としたこともあり、
目標及び実績が大幅に減少した。
その中でも可能な限り、各文化施設の特色を活か
し、合計6,036人の子どもたちに文化に触れる機会
を提供することができた。
課題としては、感染症対策を講じた事業や、配信事
業に取り組むことができず、3分の2にあたる事業
が中止となったことが挙げられる。今後は「新しい
生活様式」に即した文化事業の提供が必要となって
くる。

A

7.8 B

スポーツ少年団は、令和２年度64団体、1096名
が登録し、コロナウイルス感染症の中、種目によっ
てはスポーツ大会を行ったが野外活動、キャンプ体
験等は実施出来なかった。
令和３年度では、引き続きコロナ禍の中でもスポー
ツやレクリエーション活動を通して青少年の心身の
健全な発達と、子どもたちの体力向上を図ることが
出来るよう工夫して行いたい。
また、少子化等によりスポーツ少年団の登録団数・
団員数が減少してきているが、子どもたちが積極的
に参加できる魅力ある事業を展開し、加入率の増加
に努める。

A A 継続 － 1,000

スポーツ振興課

②子どもの居場所
や体験活動の充実
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　基本目標

施策の方向性 No 事業名 事業概要 指標 指標の設定理由
進捗状況に
対する担当

課評価
取り組み内容・課題等

子ども及びそ
の関係者に対
して適切な情
報を提供しま
したか

子どもが意見
表明や参加す
る機会を設け
るよう努めま
したか

拡大、縮小、廃止
の理由

　　今後の方針

令和３年度
予算額

（千円）
担当課

目標・実績値
予算・決算額

（千円）

子ども・子育て会議における意見等 意見等に対する対応状況

基本方針１　子どもがいきいきと心豊かに育つまちづくり

直近の状況
（令和元年度

実績値）

令和２年度の取組状況
奈良市子どもにやさしいまち
づくり条例第11条第2項の
規定に対する担当課評価

（目標） 4,000（予算） 139

（実績） 3,800（決算） 92

（目標） 0（予算） 27

（実績） 0（決算） 23

チラシ・ポスター等の掲載情報は今後も精査し
ていくとともに、令和3年度は園児と保護者を対
象にした、女性のための禁煙サポート（保護
者）受動喫煙防止講演会を実施予定です。
また、防煙講習会（中学生を対象）や禁煙対策
アドバイザー研修会（オンライン開催）も実施
を予定しています。
なお、ご意見にあった薬物やアルコールについ
て、学習指導要領に基づき保健体育等の授業に
おいて喫煙・飲酒・薬物等への学習がすでに組
み込まれているため、同事業の取組としては禁
煙に特化した啓発を実施しています。

性教育の実施は、各学校の判断によるところが
大きいため、母子保健課では学校への情報提供
や情報共有に務めております。
また、当課では小中学校の養護教諭との連携を
図るため、定期的に養護部会に出席し妊娠出産
に関する相談に対応できること、子どもたちが
相談できる窓口であることを啓発しています。
また、ホームページを介して子どもたちに向け
た情報提供（こころとからだの思春期相談＜
https://www.city.nara.lg.jp/site/kosodate/8
675.html＞）を行っております。

喫煙等の啓発活動であるが、チラシ配布やポスター配
布という、受身的な活動が中心だと感じました。もっ
と具体的な情報を子ども達に示して欲しいと思いまし
た。また、薬物やアルコールといった内容は組みまれ
ないのでしょうか。

思春期保健等の啓発活動であるが、チラシ配布やポス
ター配布という、受身的な活動が中心だと感じまし
た。学校の授業の中で教員から指導をされているのか
もしれないが、もっと具体的な情報を子ども達に示し
て欲しいと思いました。

命の大切さ。自分の大切さ。幼児期、小学生、中学
生、随時必要な教育ではないでしょうか。助産師さん
を呼んで、一貫したプログラムを作成し、それぞれの
年齢に適した性教育に取り組んでいただきたいです。

36 思春期保健対策
（性）

１０代の望まない妊娠、
性感染症の防止のため
に、思春期相談窓口を設
けています。関係機関と
協力しながら啓発活動等
を行います。

16歳未満の妊娠
届出数（件）

１０代の望まない妊娠、性感
染症の防止のために、思春期
相談窓口を設け取組を進めて
おり、関係機関と協力し、啓
発活動や支援を行うため。

1 B

･市立小学校４３校に各2枚、市立中学校21校に各
4枚（男女各2枚）、私立小学校4校私立中学校7校
に思春期相談窓口啓発ポスターを配布。
･電話相談のための職員向け研修会実施。
･母子保健課での電話相談、メール相談の実施（78
件）。
・妊娠届出数2,124件(うち16歳未満の届出0件）
・養護部会に母子保健課の取り組みをデータにて報
告。また年度末に、養護教諭向けのアンケート調査
を実施し啓発ポスターについての意見や、保健室の
取り組みについて回答をもうら。

A － 継続 － 14

母子保健課

A 継続 － 183

医療政策課35 未成年の喫煙対策 たばこから子どもたちの
健康を守るため、関係機
関と協力しながら子ども
および保護者への啓発を
行います。

未成年へ啓発物配
布人数（人）

たばこから子どもたちの健康
を守るためには、学校等の協
力を得て啓発を行うことが、
効率的かつ効果的であり、そ
の啓発方法としては、学校等
を通じて啓発物を配布するこ
とが適切であると考えられる
ため。 4,000 A

・未成年者禁煙相談窓口は継続して実施。
・小学6年生を対象に喫煙防止チラシを配布（43
校・約3,800枚）。
・例年実施している禁煙支援アドバイザー研修会に
ついては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を
ふまえ、拡大防止の観点から実施せず。

A

③心身の健やかな
成長のための取り
組みの充実
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　基本目標

施策の方向性 No 事業名 事業概要 指標 指標の設定理由
進捗状況に
対する担当

課評価
取り組み内容・課題等

子ども及びそ
の関係者に対
して適切な情
報を提供しま
したか

子どもが意見
表明や参加す
る機会を設け
るよう努めま
したか

拡大、縮小、廃止
の理由

　（１）子どもと子育て家庭の健康の確保

（目標） 40（予算） 5,975

（実績） 24（決算） 5,686

（目標）
390件(延べ)
68,000千円

（予算） 71,622

（実績）
374件(延べ)
71,621千円

（決算） 71,621

（目標） 0（予算） 850

（実績） 4（決算） 802

（目標） 31,374（予算） 206,251

（実績） 25,492（決算） 183,728

（目標） 2,300（予算） 675

（実績） 226（決算） 244

（目標） 98.0（予算） 4,009

（実績） 96.2（決算） 3,771

（目標） 2,223（予算） 6,220

（実績） 2,025（決算） 5,243

（目標） 98.0（予算） 11,076

（実績） 98.1（決算） 10,950

子ども・子育て会議における意見等

出生数からみると利用が多いとは思えませ
ん。コロナ禍の影響で実家の親に頼ること
ができない家庭は増えているはずです。利
用が伸び悩んでいる理由は何でしょうか。

できるだけ産後の早い段階で、気軽に相談
できる体制を構築することはとても大切な
ことだと思います。実際に訪問してもらっ
た方から、「これからの健診等の予定が聞
けたり、小さな悩みに丁寧に助言してもら
い安心できた。」との声を聞きました。

月齢健診に参加していない乳幼児がいた場
合、どの様に対応されていますか。

－ 継続 － 6,272

子育て相談課

98.3 － 継続 － 11,077

母子保健課未受診者に対しては、優先順位を定め、家
庭訪問等を実施し、対象児の発育・発達状
況の把握を行っています。

－ 継続 － 676

母子保健課

97.1 － 継続 － 3,997

母子保健課

－ 継続 － 801

母子保健課

26,935 － 継続 － 201,000

母子保健課

－ 継続 － 5,964

母子保健課

助成件数
370件(延べ)

助成額
65,409千円

－ 継続 － 115,000

母子保健課

B

受け入れ施設は医療機関の５か所であり、産後
ショートステイ（延べ８２日）と産後デイサービ
ス（延べ５２日）の利用であった。出産直後は心
身ともに不安定で、きめ細かなサポートを要する
ため、受け入れ医療機関との連携、支援体制の強
化を図りながら支援を行なっている。事業開始か
ら５年目に当たることから、事業の振り返りや、
委託医療機関への聞き取り、他市町村への照会結
果などを基に、体制について見直しを行う予定で
ある。

A

出生数に対し利用者が少ない理由として、
コロナウイルス感染症拡大により、父親が
在宅ワークなどでサポートが得られるため
利用を望まれないことや、コロナ禍で人と
の接触を避けていることなどが影響してい
ると思われます。
今後、事業を必要とする方により広く利用
して頂けるよう、事業の見直しを行うとと
もに利用できる医療機関等の拡大等サービ
スの充実に向け検討中です。

基本方針２　子どもを安心して生み育てられるまちづくり

直近の状況
（令和元年度

実績値）

令和２年度の取組状況
奈良市子どもにやさしいまち
づくり条例第11条第2項の
規定に対する担当課評価

　　今後の方針

令和３年度
予算額

（千円）
担当課

目標・実績値 予算・決算額（千円）

意見等に対する対応状況

37 産後ケア事業 生後４か月未満の乳児及びそ
の母親で、親族等から出産後
の援助が受けられない者で
あって、心身のケアや育児サ
ポートが必要な母子を対象
に、市内登録産科医療機関に
おいて産後ショートステイ
（宿泊型）、産後デイケア
（日帰り型）のサービスを提
供します。

利用者数
（人）

母子保健法の規定により生後
4か月未満の乳児及びその母
親で、親族から出産後の援助
が受けられない者であって、
心身のケアや育児サポートが
必要な母子を対象に実施して
おり、利用者数が事業評価に
適切と思われるため。

23

B

国で令和2年度第三次補正予算が成立し、令和3年
1月以降治療終了者への助成が拡充された（助成額
増額、所得制限撤廃等）ことに伴い、本市におい
ても規則改正を行い、国実施要綱に沿った拡充を
実施した。
規則改正に伴い、申請の受付開始が遅れたもの
の、大きな混乱はなく、対象者へ助成を行うこと
ができた。
今後、不妊治療に保険が適用される予定であり、
国の動向を注視し、事業を継続していく。

－

39 母子健康手帳の交付 医療機関で妊娠判定を受け、
妊娠届けを出されたら母子健
康手帳を交付します。母子健
康手帳は、妊娠出産の経過、
お子さんの乳幼児健診、予防
接種の記録等大切な成長記録
となります。また、妊娠期か
らの健康づくりに関する情報
を提供します。

28週以降の
妊娠届出数
（件）

母子保健法の規定により、適
切な時期に母子健康手帳を交
付し安心安全に妊娠期から出
産を迎えるため、28週以降
の妊娠届出数が事業評価とし
て適切であると思われるた
め。 B

母子健康手帳の中に妊娠、出産、子育てに関する
情報を掲載している。乳幼児健診・予防接種・妊
婦健診実施医療機関（合計148か所）、ドラッグ
ストア(27か所）にポスター掲示や市ホームページ
等にて妊娠届出の啓発を行った。妊娠期からの切
れ目ない支援を目指し、関係機関と連携しなが
ら、妊娠届出の際、必要時には妊産婦支援計画書
を作成し、個人の状況に応じて支援を行ってい
る。

A

38 特定不妊治療費助成
事業

特定不妊治療費助成金を交付
することにより、医療保険が
適用されず高額の医療費がか
かる不妊治療費の一部を負担
し、不妊に悩む夫婦の支援を
行います。

特定不妊治療
費助成延べ件
数（件）
及び助成額
（千円）

治療費に対する補助事業であ
り、事業成果を図るためには
助成件数及び助成額が評価指
標として適当と思われるた
め。

9

40 妊婦健康診査事業 妊婦健康診査にかかる費用の
一部を助成することにより、
妊婦の経済的負担を軽減し、
未受診妊婦の解消を図るとと
もに、母体及び胎児の健康の
保持・増進を図ります。

受診回数（回）子ども・子育て支援法第61
条において、本事業について
は当該指標の設定が求められ
ているため。

B

妊娠中の女性と胎児の健康の保持及び増進、異常
の早期発見を図るため、妊婦健康診査に係る費用
の一部を助成した。妊娠期間中に受診が望ましい
とされる14回分の補助券基本券に加え、補助券追
加券を25枚を交付した。
延べ受診回数は25,492回であった。

ー

41 親子健康教室 妊娠・出産・子育てに関する
正しい情報を提供し、育児不
安の軽減と虐待予防を図りま
す。あわせて、安心して育児
ができるように、保護者同士
の仲間づくりを促し、地域で
の孤立予防を図ります。

参加者数
（人）

妊娠・出産・子育てに関する
正しい情報を提供し、育児不
安の軽減と虐待予防を図るこ
とを目的に、教室を実施して
おり、教室の参加者数が事業
評価として適切であると思わ
れるため。 B

離乳食教室:年４回参加者37組76人
歯磨き教室:年４回参加者37組74人
出張歯科講座:年5回参加者31組76人
専門職による講話などを新型コロナ感染予防対策
を図りながら実施した。→その後、感染拡大に伴
い中止。
母親教室、妊婦歯科健診共に新型コロナウイルス
感染拡大のため中止とした。その他、相談希望者
には個別で対応した。

A1,686

妊産婦、新生児及び未熟児へ
の訪問は母子保健法の規定に
より実施しているもので、育
児不安の軽減を図り、虐待の
予防及び早期発見のためには
継続的な実施が必要であり、
新生児訪問対象者への訪問実
施率が最も事業評価に最適と
思われるため。

B

妊娠届出時のアンケートや産科医療機関との連携
により、妊娠期及び産後のハイリスク者を把握
し、産婦・新生児訪問を実施（訪問及び面接）し
た。

A

43 乳児家庭全戸訪問事
業（こんにちは赤
ちゃん訪問）

生後４か月未満の乳児のいる
全ての家庭を訪問し、子育て
に関する必要な情報提供等を
行います。また、支援が必要
な家庭に対しては助言を行
い、乳児家庭の孤立化を防
ぎ、保護者の育児不安等を軽
減し、虐待の予防や子どもの
健全育成を図ります。

面接人数
（人）

生後4ヶ月未満の乳児のいる
全ての家庭を訪問し、支援を
必要とする家庭に対して適切
な支援機関につなげることに
より子どもの健全な育成や児
童虐待防止を図るため、面接
件数・面接率を指標とする。
また、子ども・子育て支援法
第61条において、本事業に
ついては当該指標の設定が求
められているため。

42 妊産婦、新生児、未
熟児訪問（保健指導
事業）

妊産婦・新生児の家庭を訪問
し、妊娠・出産・育児などの
相談を行うとともに、適切な
指導を行います。また未熟児
については、保護者の育児不
安が強く、早期に援助を必要
とする対象者を医療機関等と
連携しながら把握し支援しま
す。

新生児訪問対
象者への訪問
実施率（％）

B

令和２年４月から令和３年３月生まれの対象
2,059人に対し、2,025人（面接率98.3％）訪問
（来所による面接も含む。）を行った。継続支援
が必要な対象者は関係機関と連携し、健診や教
室、養育支援訪問等で支援を行った。
引き続き、全戸訪問の実現に向け事業周知を継続
し、訪問できない家庭については、来所等による
面接を積極的に勧奨し、全ての乳児と保護者に会
うことを目指す。また、継続支援が必要な対象者
には、関係機関と連携しながら支援を行う。

A2,136

44 ４か月健康診査（乳
児一般健康診査）

生後４か月の時点で医療機関
において、子どもの身体発
達・運動発達・栄養状態を診
査し、疾病の早期発見・早期
治療・早期療養および育児指
導を行い、乳児の健康の保
持・増進を図るとともに育児
不安の軽減を図ります。ま
た、４か月健康診査を登録医
療機関で受診することで、小
児科医にかかる機会を提供
し、かかりつけ小児科医を持
つ保護者の割合を増やしま
す。

健診受診率
（％）

４か月児健康診査は母子保健
法の規定により実施している
もので、子どもの疾病の早期
発見・早期治療や保護者の育
児不安の軽減のためには、健
診の機会は重要であり、健診
受診率が最も事業評価に最適
と思われる。 B

生後４か月から生後６か月未満の児に対し、医療
機関において、子どもの身体発育・運動発達・栄
養状態を診査し、疾病の早期発見・早期治療・早
期療育及び育児指導を行い、乳児の健康の保持・
増進を図るとともに育児不安の軽減を図った。

A

①妊娠から出産、
子育てまでの切れ
目ない支援の充実
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　基本目標

施策の方向性 No 事業名 事業概要 指標 指標の設定理由
進捗状況に
対する担当

課評価
取り組み内容・課題等

子ども及びそ
の関係者に対
して適切な情
報を提供しま
したか

子どもが意見
表明や参加す
る機会を設け
るよう努めま
したか

拡大、縮小、廃止
の理由

子ども・子育て会議における意見等

基本方針２　子どもを安心して生み育てられるまちづくり

直近の状況
（令和元年度

実績値）

令和２年度の取組状況
奈良市子どもにやさしいまち
づくり条例第11条第2項の
規定に対する担当課評価

　　今後の方針

令和３年度
予算額

（千円）
担当課

目標・実績値 予算・決算額（千円）

意見等に対する対応状況

（目標） 96.5（予算） 11,678

（実績） 97.1（決算） 11,203

（目標）

健診受診率
95.0%

歯科健診受診
率95.0%

（予算） 22,182

（実績）

 健診受診率
88.8%

歯科健診受診
率89.3%

（決算） 15,890

（目標）

健診受診率
90.0%

歯科健診受診
率90.0%

（予算） 22,825

（実績）

 健診受診率
87.2%

歯科健診受診
率８７.９%

（決算） 16,703

（目標） 100（予算） 865

（実績） 106（決算） 170

（目標） 95.0（予算） 854,523

（実績） 96.6（決算） 817,341

（目標） 100（予算） 57,503

（実績） 100（決算） 14,846

（目標） 270（予算） 433

（実績）

0
※新型コロナ
ウイルス感染
症拡大のため

未開催

（決算） 29

月齢健診に参加していない乳幼児がいた場
合、どの様に対応されていますか。

月齢健診に参加していない乳幼児がいた場
合、どの様に対応されていますか。

月齢健診に参加していない乳幼児がいた場
合、どの様に対応されていますか。

何らかの支援が必要な園児がとても多い現
状、できるだけ早い段階で保護者の不安が
相談でき、支援に繋げていける健診です
が、とてもデリケートな部分で、健診の助
言を受け入れきれず、入園されてから様々
な問題に直面される保護者も多いことか
ら、各機関と連携した子育てが必要だと
日々感じています。－ 継続 － 492

母子保健課発達相談については、健診後の個別で発達
に関する相談として継続していきます。育
てにくさがある子どもを持つ保護者が子ど
もの特徴に合わせて安心して子育てできる
ように各機関と連携して切れ目なく支援し
ていきます。
なお、発達支援教室（きしゃぽっぽ教室）
については、令和４年度（仮称）奈良市子
どもセンターへ発達支援教室が引き継がれ
る予定です。母子保健課としては、子ども
センターへのつなぎを丁寧に行うため、別
の形での親子支援を検討中です。

－ 継続 － 805,187

健康増進課

－ － 継続 － 565,800

母子保健課

７歳６か月未満の対象者には予診票綴りを発送
し、定期予防接種の啓発を行った。特に、令和２
年８月１日以降に出生した者については令和２年
１０月からロタウイルス感染症についても定期接
種が開始となることから、対象者への予診票の配
布及び腸重積症の注意喚起についても併せて行っ
た。また昨年同様、二種混合、日本脳炎及びMR２
期等について対象者に個別に勧奨ハガキを送付
し、接種率の向上に努めた。さらに、ヒトパピ
ローマウイルス感染症予防接種については国から
の通達を受け、制度の周知のために高校１年相当
の女子及びその保護者に対しお知らせ文及びリー
フレットを送付した。
そのほか、例年同様、予防接種週間ではパネル展
示による啓発を行い、年度末に向けて接種忘れが
ないよう啓発を行った。令和2年度の予防接種者数
は、A類が60,315人、B類が69,617人であっ
た。
令和３年度は、ヒトパピローマウイルス感染症予
防接種について、全対象者に対しお知らせ文及び
リーフレットを送付する予定となっているため、
制度の説明を丁寧に行っていく必要がある。

B

子育て世代包括支援センターには保健師、助産
師、管理栄養士、心理士、歯科衛生士などの専門
職がおり、妊娠期から乳幼児までの様々な母子の
来所相談、電話相談などに対応している。妊産
婦・乳幼児健康相談件数：2,749件。市内で子育
て支援センターや子育て広場などの地域子育て拠
点への参加者が多く、認定こども園も地域に増
え、子育て支援を行っているため、令和元年で都

A

・発達に支援が必要な親子に早期に適切な支援が
できるきっかけとして発達相談を実施している。
発達検査を用いた個別の発達相談：年間利用数
256件。子どもの発達の状態を保護者と確認し、
関わり方などを共に考える場となっている。常
時、相談の枠を設け、多くの相談に応じている。
・発達支援教室参加　０件
新型コロナウイルス感染症拡大のため、教室開催
せず。個別相談を丁寧に行い、発達センターや保
育園・幼稚園など所属とも連携を図りながら支援
を行なっている。

A

－ 継続 － 6,799

母子保健課

706 － 継続 － 865

母子保健課

３歳６か月児に対し、子どもの身体発育・運動発
達・栄養状態・口腔衛生状態を診査し、疾病の早
期発見・早期治療・早期療育及び育児指導を行
い、幼児の健康の保持・増進を図るとともに育児
不安の軽減を図った。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、４月及び
５月は中止、６～９月は感染対策を講じ集団方式
で実施し、１０月以降は医療機関での個別方式で
実施した。

A

幼児のむし歯予防とかかりつけ歯科医をもつきっ
かけづくりのために、２際０か月児の希望者を対
象に歯科健診、歯科指導及びフッ化物塗布を実施
した。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、７
月に２回、８月に１回感染対策を講じて実施し
た。

A

未受診者に対しては、優先順位を定め、家
庭訪問等を実施し、対象児の発育・発達状
況の把握を行っています。

－ 継続 － 11,678

母子保健課

健診受診率
95.3%

歯科健診受診率
95.2%

－ 継続 － 6,206

母子保健課

未受診者に対しては、優先順位を定め、家
庭訪問等を実施し、対象児の発育・発達状
況の把握を行っています。

未受診者に対しては、優先順位を定め、家
庭訪問等を実施し、対象児の発育・発達状
況の把握を行っています。

45 １０か月健康診査
（乳児一般健康診
査）

生後１０か月の時点で医療機
関において、子どもの身体発
達・運動発達・栄養状態を診
査し、疾病の早期発見・早期
治療・早期療養および育児指
導を行い、乳児の健康の保
持・増進を図るとともに育児
不安の軽減を図ります。

健診受診率
（％）

１０か月児健康診査は母子保
健法のなかで実施を推奨され
ているもので、子どもの疾病
の早期発見・早期治療や保護
者の育児不安の軽減のために
は、健診の機会は重要であ
り、健診受診率が最も事業評
価に最適と思われる。

B

生後１０か月から生後１２か月未満の児に対し、
医療機関において、子どもの身体発育・運動発
達・栄養状態を診査し、疾病の早期発見・早期治
療・早期療育及び育児指導を行い、乳児の健康の
保持・増進を図るとともに育児不安の軽減を図っ
た。

A97.5

１歳７か月児健康診査は母子
保健法の規定により実施して
いるもので、子どもの疾病の
早期発見・早期治療や保護者
の育児不安の軽減のために
は、健診の機会は重要であ
り、健診受診率が最も事業評
価に最適と思われる。

B

１歳７か月児に対し、子どもの身体発育・運動発
達・栄養状態・口腔衛生状態を診査し、疾病の早
期発見・早期治療・早期療育及び育児指導を行
い、幼児の健康の保持・増進を図るとともに育児
不安の軽減を図った。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、４月及び
５月は中止、６～９月は感染対策を講じ集団方式
で実施し、１０月以降は医療機関での個別方式で
実施した。

A

健診受診率
93.0%

歯科健診受診率
92.6%

49 乳幼児予防接種事業 子どもを感染症から守るため、
予防接種を実施します。
<個別接種>
・ヒブ感染症(生後２か月～５歳
未満)
・小児肺炎球菌感染症(生後２か
月～５歳未満)
・ＢＣＧ（生後３～１２か月未
満）
・４種混合（生後３か月～７歳
６か月未満）
・三種混合（生後３か月～７歳
６か月未満）
・二種混合（小学校６年生）
・不活化ポリオ
（生後３か月～７歳６か月未
満）
・ＭＲ（麻しん・風しん）
　　第１期（１歳～２歳未満）
　　第２期（年長児）
・水痘（１歳～３歳未満）
・日本脳炎
　　第１期（生後６か月～７歳
６か月未満）
第２期（９歳～１３歳未満）
・ヒトパピローマウイルス感染
症
(小学６年生～高校１年生相当の
女子)
・Ｂ型肝炎（生後２か月～１歳
未満）
・ロタウイルス感染症（ロタ
リックス：出生６週０日後から
出生２４週０日後まで　ロタ
テック：出生６週０日後から出
生３２週０日後まで　）

定期接種（A
類疾病）の接
種率（％）
※子宮頸がん
予防ワクチン
を除く。

伝染のおそれがある疾病の発
生及びまん延を予防し、子ど
もの健康的な生活を守るため
には、一定以上の予防接種率
を維持することが必要となる
ため。

B

48 フッ化物塗布事業 幼児のむし歯予防とかかりつ
け歯科医をもつきっかけづく
りのために、２歳０か月児の
希望者に実施します。歯科健
診と歯みがき指導も併せて実
施します。

塗布者数
（人）

母子保健法及び歯科口腔保健
の推進に関する法律のなか
で、むし歯予防の対策が推奨
されている。幼児のむし歯予
防とかかりつけ歯科医をもつ
きっかけづくりのためには、
フッ化物塗布事業の継続実施
が効果的であり、塗布者数が
最も事業評価に最適と思われ
る。

95.0

②健やかな成長発
達を促すための相
談体制・情報提供

の充実

50 妊産婦・乳幼児健康
相談事業

子育て世代包括支援センター
として、安心して妊娠・出
産・育児が行えるよう、保健
師、助産師等が健康相談を実
施します。
地域の関係機関と協力しなが
ら、妊娠期から切れ目のない
支援を行っていきます。

子育て世代包
括支援センタ
－への来所相
談で満足でき
た人の割合
（％）
※満足できた
か否かの２択
で確認

子育て世代包括支援センター
に相談することで育児につい
ての悩みや問題が解決し安心
して妊娠・出産・育児が行え
るように、満足できた人の割
合が事業評価として適切であ
ると思われるため。

B

①妊娠から出産、
子育てまでの切れ
目ない支援の充実

B

47 ３歳６か月児健診、
３歳６か月児歯科健
診

身体の発育および精神発達の
面から最も重要な時期である
３歳児に対して健康診査を行
い、運動機能・視聴覚発達な
どの障害や疾病等を早期に発
見し、適切な指導を行うこと
により、障害等の進行を未然
に防止するとともに、むし歯
の予防・発育・栄養・生活習
慣、その他育児に関する指導
を行い、子どもの心身の安ら
かな成長の促進と育児不安の
軽減を図ります。

健診受診率
（％）
歯科健診受診
率（％）

３歳６か月児健康診査は母子
保健法の規定により実施して
いるもので、子どもの疾病の
早期発見・早期治療や保護者
の育児不安の軽減のために
は、健診の機会は重要であ
り、健診受診率が最も事業評
価に最適と思われる。 B

51 発達支援 主に１歳７か月児健診後の精
神発達の指導が必要な幼児の
発達検査や発達支援教室など
を通じて、子どもの発達や発
達段階に応じた適切な関わり
方を学び、育児不安の軽減を
図り、必要に応じて医療や療
育に繋げ、発達の支援を行い
ます。

発達支援教室
参加延べ組数
（組）

子どもの発達段階に応じた適
切な関わり方を学び、育児不
安の軽減を図ることを目的に
実施しており、教室参加組数
が事業評価として適切である
と思われる。

B193

46 １歳７か月児健診、
１歳７か月児歯科健
診

１歳７か月児に対して健康診
査を行い、疾病・障害・発達
の遅れ等を早期に発見し、適
切な指導を行うとともに、む
し歯の予防・発育・栄養・生
活習慣、その他育児に関する
指導を行い、子どもの心身の
安らかな成長の促進と育児不
安の軽減を図ります。

健診受診率
（％）
歯科健診受診
率（％）
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取り組み内容・課題等

子ども及びそ
の関係者に対
して適切な情
報を提供しま
したか

子どもが意見
表明や参加す
る機会を設け
るよう努めま
したか

拡大、縮小、廃止
の理由

子ども・子育て会議における意見等

基本方針２　子どもを安心して生み育てられるまちづくり

直近の状況
（令和元年度

実績値）

令和２年度の取組状況
奈良市子どもにやさしいまち
づくり条例第11条第2項の
規定に対する担当課評価

　　今後の方針

令和３年度
予算額

（千円）
担当課

目標・実績値 予算・決算額（千円）

意見等に対する対応状況

（目標）
妊婦喫煙率2％

妊婦飲酒率
0.5％

（予算） 0

（実績）

妊婦喫煙率
2.2％

妊婦飲酒率
0.5％

（決算） 0

（目標） 62 （予算） 475,771

（実績） 62.0 （決算） 330,324

（目標） － （予算） 9,895

（実績） － （決算） 9,895

　（２）地域の子育て支援の充実

（目標） 164,000（予算） 96,628

（実績） 81,526（決算） 96,448

（目標） 164,000（予算） 4,025

（実績） 81,526（決算） 3,132

（目標） 164,000（予算） 15,200

（実績） 81,526（決算） 15,200

（目標） － （予算） －

（実績） － （決算） －

（目標） 165（予算） 1,441

（実績） 102（決算） 875

子育てスポットすくすく広場事業の利用年
齢が主として0～3歳とありますが、未就学
児に引き上げられないのでしょうか。

A 継続 － 1,458

地域教育課
（奈良市生涯
学習財団）

－ 継続 － 15,200

子ども育成課

－ B 継続 － －

保育総務課

B

139,107

令和２年度は市立幼稚園・保育所・こども園で
は、新型コロナウイルス感染拡大防止のために地
域の様々な人との交流活動の機会を減らしたり、
人数制限や時間差をつけ規模を縮小したりして実
施した。地域や近隣との交流を通して園児と地域
の方々（高齢者・地域ボランティア・小中学生・
未就園児等）とコミニュケーションを図り、人と
人とのつながりを大切にした交流に努めた。園児
にとっても人を思いやる心や協調性が身につき、
様々な人々に大切にされていると感じる経験は自
己肯定感を育てることに繋がった。

A

子育てスポットすくすく広場事業は厚労省
が定めた地域子育て支援拠点事業実施要領
において「子育て家庭の親とその子ども
（主として概ね３歳未満の児童及び保護
者）を対象として事業を実施する。」と規
定されているため、未就学児を含め対象年
齢を引き上げることはできません。

この１年は新型コロナ感染拡大の影響を受
けて、様々な人との交流が平時のようには
できない状況でした。どの活動も時間を短
縮し、人数を制限しながら最小限での取り
組みとなりました。
今後も、豊かな心を育むために、継続した
交流活動を推進していくことが必要だと考
えます。未就園児や小学生、高齢者など
様々なな世代の人々に園の活動に関心を
持ってもらうために、園が起点となって地
域に働きかけ交流の機会を設けていきま
す。また、子どもが主体的に参加できる活
動の内容や交流の仕方を工夫していきま
す。

子育て支援の中で、保育園や幼稚園の担う
役割は大きいはずだと思われますが、この
１年の状況はどうだったのでしょう。地域
や近隣との交流を今後どのような形で進め
ていくのかを知りたいです。

－ 継続 － 96,628

子ども育成課

139,107 － 継続 － 3,913

子ども育成課

オンラインの活用については、委託先の各
拠点にて利用者のニーズ等を踏まえた取組
を実施しています。なお、拠点ごとのオン
ラインを活用するためのスキル・知識等の
レベルに差があるため、情報の提供や各拠
点への情報共有を行いレベル向上及び活用
促進を図っています。
ICTの活用における市からの補助等につい
ては実施しておりませんが、本市からの個
人情報漏えい等のリスクやオンライン活用
に対する積極的なアドバイスや情報提供を
行っています。また、今年度は児童館へWi
－Fi機器を設置し、児童館内の子育て広場
においてオンラインを活用できるよう通信
環境を整備をしました。

－ 継続 － 535,456

医療政策課

－ － 継続 － 9,834

医療政策課

B

奈良県の産婦人科一次救急医療体制に参加して、
安心して妊娠・出産ができるよう、休日・夜間の
救急時に受診できる体制の整備に努めている。
なお、市立奈良病院は産婦人科一次救急の輪番病
院の役割を担っている。 ー

感染予防のため利用者の人数制限が必要に
なっていますが、オンラインを活用する、
交流時にマスクを配布するなど、各施設が
時代性に合わせて対応を変化させていると
ころに熱意を感じます。そのオンラインの
活用については、どの拠点や広場も対応で
きているのですか。それぞれの工夫に任さ
れているのでしょうか。
ICTを活用するにあたって、市からの補助
やアドバイスなどはあるのかどうか教えて
ください。

妊婦喫煙率
1.5％

妊婦飲酒率
0.2％

－ 継続 － 0

母子保健課

②健やかな成長発
達を促すための相
談体制・情報提供

の充実

52 妊産婦の喫煙・飲酒
対策事業

妊産婦・胎児・乳児へのタバ
コ・アルコールによる健康被
害を防ぐための啓発、相談を
行います。

妊婦喫煙率
（％）
妊婦飲酒率
（％）

妊産婦・胎児・乳児へのタバ
コ・アルコールによる健康被
害を防ぐための啓発、相談に
ついて妊婦喫煙率や妊婦飲酒
率が事業評価として適切であ
ると思われる。

B

妊娠届出時の啓発数2,124人
保健指導　57件（妊婦喫煙者46人、妊婦飲酒者
11人）
リーフレットを用いて保健指導を実施。

A

A

前年度と同様に小児科医を配置し、診療業務を
行った。
また、小児科医を配置している時間帯以外は、小
児科も診られる内科医を配置できるよう関係機関
と協議した。 ー62

③小児医療体制等
の充実

B

57 子育てスポットすく
すく広場事業

福祉センターで、主として乳
幼児（０～３歳）と保護者が
気軽に集える場を提供し、高
齢者から昔ながらの遊びや昔
話を教えてもらうなど、異世
代間における交流を行いま
す。

子育て中の親
子の集える場
の利用者数
（年度末時
点）（人）
※No55、
56、57は同
一指標

子育て中の親子の集える場を
提供することで、地域の子育
て親子の交流促進や育児相談
を実施し、また、高齢者を復
命世代間における交流を実施
することで、育児の不安感や
負担感を軽減する役割を担っ
ていることから、子育て中の
親子の集える場の利用者数
（年度末時点）を指標として
設定した。また、子ども・子
育て支援法第61条におい
て、本事業については当該指
標の設定が求められているた
め。

B

54 妊娠・出産の安全確
保

奈良県及び県内の各医療機関
と連携し、救急時の周産期医
療体制を整備し、妊婦・出産
の安全確保を図ります。

－

救急時の周産期医療体制を整
備し、妊婦・出産の安全確保
を図ることが重要であり、患
者受付件数等は指標としてそ
ぐわないため。

53 休日・夜間応急診療
所、休日歯科応急診
療所の充実

子どもの急病に対応するた
め、休日・夜間における救急
医療体制の充実を図ります。

全診療時間に対
する小児科医配
置時間（％）

子どもの急病に対応するため
の休日・夜間における救急医
療体制の充実を図るには、診
療時間における小児科医の診
察時間の維持が必要であるた
め。

①子育て中の親子
の居場所づくりの
推進

139,107

C

55

58 地域に開かれたこど
も園、幼稚園及び保
育所づくりの推進

地域資源を生かすとともに、地域の各種団体の協
力を得るなどして、現代の子育て環境や多様化す
る家族のあり方に対応した事業を開催し、託児を
付けたり申込不要で気軽に参加できるようにした
りするなど、参加しやすい工夫を行った。多彩な
事業を継続して実施することで、公民館が子育て
支援の拠点として定着している。令和２年度は新
型コロナウイルスの感染拡大防止のために実施で
きなかった事業が多くある。中止した事業につい
ては、開催方法を見直し、次年度の開催を検討す
る。今後も、自主グループや地域の各種団体と連
携・協力しながら、継続して取り組んでいく。

A

地域子育て支援拠点
事業

乳幼児と保護者が気軽に集
い、交流できる場を地域に提
供し、育児相談や子育て関連
情報の提供、講習会などを行
います。

子育て中の親
子の集える場
の利用者数
（年度末時
点）（人）
※No55、
56、57は同
一指標

地域子育て支援拠点事業は、
子育て中の親子の集える場を
提供することで、地域の子育
て親子の交流促進や育児相談
を実施し、子育ての孤立感、
負担感の解消を図る役割を
担っていることから、子育て
中の親子の集える場の利用者
数（年度末時点）を指標とし
て設定した。また、子ども・
子育て支援法第61条におい
て、本事業については当該指
標の設定が求められているた
め。

59 公民館での各種教
室・講座

公民館の特性を生かし、各年
度において、各種子育て支援
事業を実施します。
①親子が集える「場」の提
供・情報提供事業
②子育て支援教室・講座（保
護者対象）
③体験教室・講座（親子対
象）
④体験教室・講座（児童対
象）
⑤地域の子育て力向上をめざ
した教室・講座（市民対象）

子育て支援に
関する事業数
（事業）

子育て支援に関する事業数を
指標とすることで、子育て中
の親の課題やニーズに応えな
がら、公民館が子育て支援の
拠点として定着することがで
きると思われるため。

148

令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大防
止のため臨時休所や定員制の導入等を行ったた
め、利用者数が大きく減少した。
しかしながら、感染症の流行下にあっても、オン
ラインでの交流や地域にマスクを配布する等各々
の拠点で創意工夫し、利用者への支援や地域との
関係構築を行った。
令和3年度のおいても、引き続き対面でのイベント
や講習会の開催は難しいものの、オンライン見学
会やブログでの情報発信等、広場に足を運ぶこと
が出来ない方に対しても支援を行えるよう方向性
を模索する。

A

56 子育てスポット事業 公共施設の空きスペースで、
月１～２回、乳幼児と保護者
が気軽に集って、交流できる
場を地域に提供し、育児相談
や子育て関連情報の提供、講
習会などを行います。

子育て中の親
子の集える場
の利用者数
（年度末時
点）（人）
※No55、
56、57は同
一指標

子育て中の親子の集える場を
提供することで、地域の子育
て親子の情報交換や育児相談
を実施し、育児の不安感や負
担感を軽減する役割を担って
いることから、子育て中の親
子の集える場の利用者数（年
度末時点）を指標として設定
した。また、子ども・子育て
支援法第61条において、本
事業については当該指標の設
定が求められているため。

B

令和2年度は新型コロナウイルス感染症の拡大防止
のため、事業が中止となった時期があり、利用者
数が大きく減少した。
しかしながら、感染症の流行下にあっても、地域
の方が参加し、交流できるよう、各々のスポット
が感染症対策や内容の工夫を行い事業を実施し
た。
令和3年度においても、引き続き利用時間等の制限
のある中での実施となるが、それぞれの地域で工
夫しながら事業を実施する。

A

令和2年度は新型コロナウイルス感染症の拡大防止
のため臨時休所や定員制の導入等を行ったため、
利用者数が大きく減少した。
休所期間中にあっても、利用者の利用しやすい空
間づくりを行ったり、開所後も講習の内容を工夫
する等利用者が広場をより利用しやすい環境づく
りに努めた。
令和3年度においても、引き続き利用者目線で事業
を実施し、研修に積極的に参加する等地域子育て
支援拠点として資質と専門性の向上に努める。

地域の特色、様々な人との交
流を推進し、地域に開かれた
こども園・幼稚園・保育所と
しての教育・保育の充実を図
ります。

－

地域と園との交流において
は、園の教育・保育の充実が
期待されているが、教育・保
育内容の充実は数値で指標を
設定できないため、未設定と
した。

B
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　基本目標

施策の方向性 No 事業名 事業概要 指標 指標の設定理由
進捗状況に
対する担当

課評価
取り組み内容・課題等

子ども及びそ
の関係者に対
して適切な情
報を提供しま
したか

子どもが意見
表明や参加す
る機会を設け
るよう努めま
したか

拡大、縮小、廃止
の理由

子ども・子育て会議における意見等

基本方針２　子どもを安心して生み育てられるまちづくり

直近の状況
（令和元年度

実績値）

令和２年度の取組状況
奈良市子どもにやさしいまち
づくり条例第11条第2項の
規定に対する担当課評価

　　今後の方針

令和３年度
予算額

（千円）
担当課

目標・実績値 予算・決算額（千円）

意見等に対する対応状況

（目標） 12,453（予算） 63,891

（実績） 7,758（決算） 36,373

（目標）
①6

②1,200
（予算） 12,000

（実績）
①6

②679人
（決算） 12,000

（目標） 1,824（予算） 45,025

（実績） 450（決算） 40,318

（目標） 300（予算） 3,922

（実績） 38（決算） 821

　（３）子育てに関する情報提供の推進と経済的な支援の充実

（目標）
5

（予算） 11,643

（実績） 5（決算） 11,089

（目標） 5,000（予算） 1,148

（実績） 4,633（決算） 1,048

現時点でご指摘のように一時預かりをでき
るこども園や子育て広場が南部エリアに無
く、市としての課題と認識しております。
しかしながら、現時点では具体的な一時預
かり施設の設置は検討できてないため、保
護者の多様なニーズに対応できるよう、幼
保再編に伴う民間活力の活用により検討し
てまいります。

南部には、一時預かりがありません。
南部地域で、一預かりを利用したい時、わ
ざわざ中央まで行き、子どもを預けていま
す。そのハードルが高く、母親が病院に行
くのをやめたり、ましてリフレッシュの為
に預けようとは思えず、育児に孤立しが
ち、子育て広場にすら、足を運ぶのがしん
どくなっている方もおられるような気もし
ます。
広場、一時預かり、いろんな情報集めて元
気な夫婦もいますが、コロナ禍の今だから
こそ、奈良市として進められているこども
園に、園児以外の一時預かりが出来るよう
に、保育士さんの働きやすい環境も整え
て、余裕のある、一時預かりの場所を作っ
て欲しいです。

国の補助基準額に市単独で最低保証を設け
るなど、この事業を安定的に継続させるた
めにご努力いただいていることに感謝しま
す。ただ、前年も意見の述べさせていただ
いたように、新型コロナによる感染拡大が
猛威を振るうなか、院内感染を避け病児・
病後児の命と安全を守るためには、今以上
に人的体制を強化する必要があり、現行の
市の支援や事業者の経営努力だけに頼るの
は限界であり、コロナ禍という非常時のな
かでご奮闘いただいている事業者に対し、
補助額の大幅増を求め国に要望することが
不可欠であると考えます。
他の施策同様、中核市市長会等の機会を通
じ、国へ強く要望していただきたいです。

目標値300件に対して、実績が38件。コ
ロナ禍のため利用人数が減少したとのこと
ですがその理由を知りたいです。子育て家
庭の閉塞感や孤立感もあって反対にニーズ
は増えているのではないかと思われます
が。

基本型・母子保健型・特定型を合わせて相
談件数が5,２２３件。たくさんの人に丁寧
にかかわっておられるのが感じられます。
人とのつながりができにくい時期に救われ
た家庭は多いのではないかと思います。

「パパの子育てオンライン座談会」は親の
ニーズをよくとらえて、企画されていると
思う。写真入りで座談会の様子が手に取る
ようにわかり、パパたちにも共感してもら
えたのではないでしょうか。今の時代性に
合っている方法で、紙媒体の「なら子育て
情報ブック」はもちろん大切ではあるが、
それと平行する形でリアルタイムでネット
配信できるメリットを活かしていると思い
ます。目新しい企画など手元で簡単に知る
ことができて、効果的だと思いました。
「なら子育て情報ブック」P44一時預かり
について、子どもを一時的に預ける事業を
まとめてあるところはわかりやすいが、そ
もそも「一時預かり」とは何か？事業ごと
の違いなど育児の初心者にはわかりにく
く、利用に結びつける工夫があればと思い
ます。「60.保育所等における一時預かり
事業」にも関連して気になります。「60.
保育所等における一時預かり事業」にも関
連して気になっています。

新型コロナウイルス感染症の影響下におい
ても、病児・病後児保育事業の安全な提供
体制を維持していくことが引き続き必要で
あるため、国においても補助単価の見直し
が行われ、年間延べ利用児童数によらず一
律で設定されている基本分単価が令和３年
度以降大幅に増額されたところです。
本市においても、引き続き病児・病後児保
育事業の安定した提供体制を確保するため
に必要な補助を行います。

令和２年度はコロナウイルス感染症拡大の
影響が大きく、在宅ワークなど多様な働き
方、外出控えなど、子育て世帯の状況も変
化し、当市においては制度の問い合わせが
例年より減少しました。また施設側の受け
入れも慎重になっていたことが利用減少の
背景になったと推測しています。
問い合わせの際にも施設での集団生活に抵
抗感があり申請には至らなかった例もあ
り、当該実績数になったと考えておりま
す。

今後とも保護者のサポートができるように
分かりやすい情報提供や相談・助言等引き
続き実施してまいります。

「パパの子育てオンライン座談会」の記事
は、子育て＠なら利用者の声をもとに、取
材を行い、記事を作成いたしました。今後
も、子育て世代のニーズをくみ取った企画
を検討していきたいと思います。
「なら子育て情報ブック」の一時預かり記
載ページにつきましては、来年度発行分を
作成する際に、それぞれの事業ごとの説明
を追加で表記するなど、より見やすくわか
りやすいページ構成を検討します。

1,053

子ども政策課

－ 継続 － 1,543

子育て相談課

①子育てに関する
相談体制・情報提
供の充実

64 利用者支援事業 就学前の子どもとその保護者
や妊娠している方が、教育・
保育施設や地域の子育て支援
事業等を円滑に利用できるよ
う、身近な場所で情報収集や
提供のほか、必要に応じて相
談・助言等を行います。

利用者支援事
業の実施箇所
数（箇所）

子どもやその保護者、妊娠し
ている方等がその選択に基づ
き、教育・保育・保健その他
の子育て支援を円滑に利用で
きるよう、必要な支援を行う
ことを目的としていることか
ら、相談を行いやすい体制づ
くりやより広い情報提供を行
うために利用者支援事業の実
施箇所数を指標として設定し
た。
また、子ども・子育て支援法
第61条において、本事業に
ついては当該指標の設定が求
められている。

4 B

子育て世代包括支援センター（母子保健型）では
妊産婦・乳幼児等の状況を継続的・包括的に把握
し、妊産婦や保護者の相談に保健師等の専門家が
対応するとともに、必要な支援の調整や関係機関
と連絡調整するなどして、妊産婦や乳幼児等に対
して切れ目のない支援を提供している。なお、平
成28年度からは専任保健師を1名配置している。
なお、令和２年度の相談件数の総数は5,223件と
なった。
・基本型（子ども育成課の子育てナビゲー
ター）：329件
・母子保健型（母子保健課の子育て世代包括支援
センター）：2,749件
・特定型（保育所・幼稚園課の保育コンシェル
ジュ）：2,145件
※保育所等の新規申し込み受付件数で勘案

A － 継続 － 8,848

保育所・幼稚
園課
子ども育成課
母子保健課

3,740 A 継続 －

②多様な子育て支
援サービスの充実

11,960 － 継続 － 83,595

保育所・幼稚
園課
子ども育成課

①6
②1,200 － 継続 － 12,000

子ども育成課

1,431 － 継続 － 47,132

保育所・幼稚
園課

A

62 病児・病後児保育事
業

児童が病気や病気の回復期
で、保護者の仕事の都合等で
家庭での保育が困難な場合
に、児童を一時的に専用施設
で預かります。

病児・病後児
保育利用児童
数（人）

子ども・子育て支援法第61
条において、本事業について
は当該指標の設定が求められ
ているため。

B

子どもが一時的な病気の際にも安心して仕事がで
きるような環境を整え、子育てと仕事の両立を支
援するため、病児・病後児保育事業を実施する市
内５施設に補助を実施した。令和２年度は、新型
コロナウイルス感染症の影響により、例年よりも
利用児童数が少なかった。国の補助基準額に市単
独で最低保証金額を設けることで、利用人数に関
わらず病児保育の提供に必要な職員を確保できる
よう補助を実施している。
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B

保護者の多様なニーズに対応し、子育て世帯の支
援を図るため、一時預かり事業を実施している市
内私立保育所等11園に補助を行った。新設園開所
の際に一時預かり事業の実施を促すことにより、
本事業の更なる拡充を目指す。

B

B

61 地域子育て支援拠点
における一時預かり
事業

地域子育て支援拠点の利用経
験のある乳幼児を対象に、一
時預かりを行い、地域の子育
て家庭に対してよりきめ細や
かな支援をします。

①一時預かり
を実施する地
域子育て支援
拠点数（拠
点）

②一時預かり
事業利用者数
（人）

①家庭において保育を受ける
ことが一時的に困難になる場
合や、保護者の育児負担軽減
やリフレッシュのため、地域
子育て支援拠点において一時
預かりを実施している。保護
者が安心して子どもを預けら
れる環境を整えるため、一時
預かりを実施する地域子育て
支援拠点数を指標として設定
する。
②合わせて利用状況が計りや
すい利用者数を指標とする。

B

令和2年度は新型コロナウイルス感染症の拡大防止
のため臨時休所等を行ったため、利用者数が大き
く減少した。
しかしながら、開所後は、各拠点で感染症対策を
行いながら事業を実施した。
令和3年度も、子育て中の親の助けとなるよう事業
を継続実施する。

60 保育所等における一
時預かり事業

保護者のパート就労や病気等
により、家庭において保育を
受けることが一時的に困難と
なる場合や、保護者の育児の
負担軽減やリフレッシュのた
め、乳幼児を保育所等におい
て一時的に保育し、子育て世
帯の支援を図ります。

一時預かり事
業利用者数
（人）

※事業No６
１地域子育て
支援拠点にお
ける一時預か
り事業の利用
者数も包含

子ども・子育て支援法第61
条において、本事業について
は当該指標の設定が求められ
ているため。

A

65 子育て世代支援ＰＲ
事業

本市の子育て情報をわかりや
すく掲載した子育ておうえん
サイト「子育て＠なら」を運
営するとともに、本市の子育
て情報を一冊にまとめた「な
ら子育て情報ブック」を作
成・配布します。

子ども未来部
公式SNS
（Facebook
・LINE@・
Twitter）合
計フォロワ－
数

PRという活動の成果を示す
指標としては、利用者が能動
的に登録をしなければカウン
トされないLINE＠やTwitter
等のSNSフォロワー数の方が
適当であり、認知度を測る指
標としても適切であると思わ
れるため。

B

奈良市の子育ておうえんサイト「子育て＠なら」
では、令和元年度に実施したアンケート結果より
「育児中の父親の体験談を聞きたい」といった
ニーズが多数あったことから、「パパの子育てオ
ンライン座談会」を開催した。また、子育て広場
主催の「育休パパ座談会」を取材し、サイト内に
新コンテンツとして座談会内容を掲載した。他
に、ひとり親等家庭支援としての「フードバンク
事業」をわかりやすく紹介したページを掲載し、
事業の周知を行った。子育て情報ブックは、市民
参加型企画である「子育てあるある」を掲載し、
親近感あふれる情報誌とした。今後は、利用者が
増加しているInstagram等のSNSを活用し、市の
子育て支援制度を全国に向けてPRしていく。

A

63 子育て短期支援事業 緊急一時的に児童の養育が困
難になった場合に、児童を７
日間を限度に預かり、養育・
保護を行います。（ショート
ステイ事業）
仕事等の理由で帰宅が遅くな
り、長期に児童の養育が困難
な場合に、午後２時から１０
時までの時間帯のうち、１日
４時間、６か月の範囲で児童
を預かり、養育・保護を行い
ます。（トワイライト事業）

年間延べ利用
人日（人日）

核家族化の進行、共働き世帯
の増加に伴い、一時的に家庭
において児童を養育すること
が困難な家庭が増加している
と考えられる。児童の養育が
緊急一時的に困難になった場
合、児童養護施設等において
養育・保護を行える体制を整
え、子育てに対する不安感や
負担感の軽減を図ることを目
標とし、利用者数を設定し
た。また、子ども・子育て支
援法第61条において、本事
業については当該指標の設定
が求められている。

B

関係機関（要保護児童対策地域協議会等）との連
携や、育児相談からニーズのある家庭への情報提
供や利用調整を行ったが、コロナウイルス感染症
拡大のため利用人数が減少した。平成28年度か
ら、児童養護施設や乳児院だけではなく、里親へ
の委託ができるように制度を整え、利用の選択肢
を広げ令和2年度は里親宅でのショートステイを運
用し１人の利用があった。
今後も引き続き市内の里親や母子生活支援施設へ
の委託を充実させるとともに、より利便性の高い
制度設計を検討する必要がある。
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　基本目標

施策の方向性 No 事業名 事業概要 指標 指標の設定理由
進捗状況に
対する担当

課評価
取り組み内容・課題等

子ども及びそ
の関係者に対
して適切な情
報を提供しま
したか

子どもが意見
表明や参加す
る機会を設け
るよう努めま
したか

拡大、縮小、廃止
の理由

子ども・子育て会議における意見等

基本方針２　子どもを安心して生み育てられるまちづくり

直近の状況
（令和元年度

実績値）

令和２年度の取組状況
奈良市子どもにやさしいまち
づくり条例第11条第2項の
規定に対する担当課評価

　　今後の方針

令和３年度
予算額

（千円）
担当課

目標・実績値 予算・決算額（千円）

意見等に対する対応状況

（目標） 2,000（予算） 4,760

（実績） 2,677（決算） 4,387

（目標） － （予算） －

（実績） － （決算） －

（目標） 8（予算） 360

（実績） 10（決算） 360

（目標） － （予算） 770,000

（実績） － （決算） 588,861

（目標） － （予算） 264,009

（実績） － （決算） 221,997

（目標） － （予算） 28,174

（実績） － （決算） 22,526

必要な時に安心して医療機関を受診できる
ことは、子どもたちの心身の健やかな成長
のために必要不可欠です。自治体による子
ども医療費助成制度は、この10年間で大き
く広がり、2019年４月現在で中学校卒業
以上の年齢まで医療費助成をしている全国
の自治体は「外来通院」で91％、「入院」
で96.8％に達しています。政府も、2018
年4月より、自治体が独自に行う子どもの
医療費助成に対し、これまで行ってきたペ
ナルティー（国民健康保険国庫交付金の削
減）の一部（就学前まで）を廃止するな
ど、長年の世論と運動の成果ではあります
が、まだ不十分です。現在、奈良市が行っ
ている中学校卒業までは、本来国の制度と
して創設すべきであり、できれば先進自治
体で取り組まれているように高校卒業まで
拡充するよう、中核市市長会等を通じて、
国に対し強く要望すべきではないでしょう
か。また、担当課の評価に「現在未就学と
なっている現物給付方式による助成を、小
中学生まで拡大できるよう引き続き県及び
県下市町村と連携・協議を進めていく」と
ありますが、全面的に賛同し、その進展に
期待します。教育・保育の事業でも述べた
ように、コロナ禍が子育て世帯の家計を直
撃、僅かな負担であっても、病気によって
は医療機関受診の躊躇が命にも直結するこ
とから、現物給付方式による助成の早期実
現に向け奈良市がイニシアティブを発揮さ
れることを期待します。

「コロナ禍の中、申請期間の延長や小中学
校の臨時休業期間の学校給食費相当額を支
給する」など、同制度の趣旨に立った、担
当課のご努力に敬意を表します。ただ、こ
の１年半に渡るコロナ禍による影響は甚大
で、貧困世帯の増加が顕著になっており、
就学援助の所得基準引き下げ対象者を拡大
することが求められます。奈良市の財政負
担も伴うことから、国に対してもコロナ禍
に則した基準に改善するよう要望していた
だきたいと思います。

医療費助成現物給付の対象年齢拡大につい
ては、県下市町村で足並みを揃える形での
実現が理想的ですが、実現には至っており
ません。コロナウイルス感染症拡大におい
ては、特に子どもの医療費が家計を圧迫す
る恐れがあり、そのことによって必要な受
診を控えるようなことがないよう、まずは
奈良市単独での現物給付対象年齢拡大に向
けて、現在関係機関との調整等進めており
ます。
また、本来は子どもが住む地域によって受
けられる医療費助成に差が出ないよう、国
による全国統一の医療費助成制度の創設が
なされるべきであると考えますので、中核
市長会などを通じ、子どもに対する医療費
助成へのペナルティーの全面的な廃止と併
せて、今後も機会を捉えて国に対して強く
要望してまいります。

就学援助の対象者については、生活保護法
第６条第２項に規定する要保護者と要保護
者に準ずる程度に困窮していると教育委員
会が認める者と規定されており、コロナウ
イルス感染症拡大の影響のため認定基準を
引き下げることは検討しておりません。
コロナウイルス感染症拡大の影響により失
業や減収があった旨の申し立てを受けた場
合には、そのことを確認できる資料を申請
書に添付してもらい、特別事情による審査
を行っており（急な経済状況の変動が有っ
た場合に、直近の経済状況により審査し認
定しています。）、当初申請に対する審査
の結果、不認定の通知を送付した後にご相
談いただいた場合にも、必要に応じて再審
査を行っています。
また、令和３年６月９日の全国市長会議決
定において、文教関係施策の充実に関する
提言として、就学援助制度に対して財政措
置を講じることを提言しています。今後も
貧困世帯の増加に対応して、援助を必要と
する世帯が就学援助制度を活用することが
できるように努めていきたいと考えていま
す。

②子育て家庭への
経済的な支援の充
実

①444,074
②759,117 － 継続 － 760,000

子ども育成課

－ － 継続 － 256,798

教育総務課

－ － 継続 － 31,084

教育総務課

70 就学援助 小・中学校の就学が経済的に
困難な世帯に必要な援助を行
い、安心して義務教育を受け
られる環境を整えます。

－

国の補助事業であり、国の認
定基準に沿って対象者に就学
奨励費を支給する事業である
ことから、目標値の設定は適
当ではない。

B

コロナウイルス感染症拡大の中、制度対象者の申
請もれがないように、令和元年度制度受給者に申
請書を送付し、申請期間の延長、郵送での受付を
行った。また、小中学校の臨時休業期間の経済的
援助を目的として、就学援助の認定を受けている
保護者に対して学校給食費に相当する額を支給し
た。
今後も制度対象者に対し、事業の実施・内容・申
請方法・時期等が伝わるよう積極的な周知を心掛
けていく。令和３年度においては、従来の「しみ
んだより」及びホームページによる広報、市立小
中学校の全児童生徒へのお知らせ文書の配布に加
え、新たに保護者向けメール連絡網である「さく
ら連絡網」を通じた周知の実施を計画している。

－

71

B 継続 － －

保育総務課

7 B 継続 － 360

地域教育課

B

1,748 A B 継続 － 4,804

子育て相談課

①子育てに関する
相談体制・情報提
供の充実

66 家庭児童相談室運営
事業

子どもの生活習慣、学校生
活、家庭環境等、児童と家庭
の福祉の向上を図るため、家
庭児童相談室を設置していま
す。

相談件数
（件）
※事業No91
と同一

核家族化・共働きの増加など
家庭環境が多様化する中、子
育てに不安や悩みを抱える保
護者が増加していると考えら
れる。子どもが成長していく
中で抱える悩みを身近に相談
できる体制を整え、それぞれ
の家庭にあったサポートを行
うことを目標とし、相談件数
を設定した。

B

児童虐待、離婚、DVセンターなどの関係機関の連
携を密にし、相談支援の充実を図った。今後も引
き続き児童虐待の重症化予防と再発防止に努め
る。
市民の身近な相談室として活用されるよう、ホー
ムページ等で広報活動を積極的に行うとともに、
関係機関との連携、調整を緊密に図り、家庭の福
祉向上に努める。

67

健康保険に加入している中学
校修了前（１５歳到達後最初
の３月３１日まで）の子ども
を対象に、保険診療の自己負
担額から一部負担金を除いた
額を助成します。（保険適用
にならないものや、入院時の
食事療養費・生活療養費は除
きます。）

①医療費助成
件数
②助成額（千
円）

子育て世帯の経済的な負担を
軽減することを目的として、
医療費の一部を助成する制度
であり、受給者数や助成額の
増減を目的とした制度ではな
いため目標とする指標は設け
ない。

こども園、幼稚園及
び保育所の子育て支
援

地域内での交流の機会の減少
や子育ての孤立化による不安
感を抱える保護者のために、
育児相談や未就園児の親子登
園等を実施し、子育て支援の
充実を図ります。

－

子育てに不安を抱える保護者
のための育児相談は随時実施
しており、数値化することは
難しいため指標の設定は行わ
ない。

C

令和２年度は新型コロナ感染拡大防止のための緊
急事態宣言が発令された為、幼稚園、保育所、こ
ども園の園庭開放や未就園児親子登園などの子育
て支援が９月からの実施になった。子育てに孤立
感や不安を感じている保護者にとっては、同年齢
の子どもや保護者同士の交流で子育ての悩みの不
安解消につながった。園は保護者支援の重要性を
認識し、保護者の気持ちに寄り添い、相談しやす
い雰囲気をつくることに努めた。今後も感染対策
を徹底しながら、子育てをする者が孤立しないよ
うに相談に応じ、ぬくもりが感じられるような子
育て支援をしていく。

－

68 家庭教育支援事業 子どもや家庭教育を取り巻く
諸問題の解決と家庭の教育力
の向上を図るため、公民館を
拠点に地域で取り組む家庭教
育支援の仕組みを構築しま
す。

「家庭教育支
援事業」を実
施している公
民館数（館）

「家庭教育支援事業」を実施
している公民館数を指標とす
ることで、子どもや家庭教育
を取り巻く諸問題の解決と家
庭の教育力の向上を図るた
め。

B

重点地域（京西・月ヶ瀬）と取組継続館８館にお
いて、子育て中の当事者や支援者の声を聞き、課
題の解決をめざした事業を開催した。京西公民館
では、地域住民が子育てに関わるきっかけ作りと
して、また子育て世代が自身の子育てに活かすこ
とができるよう、傾聴の講座を実施した。月ヶ瀬
公民館では、家庭や子どもたちが抱える課題を取
り上げ、ペアレントトレーニングなどについて学
ぶ講座を実施した。併せて、コロナ禍で子育て中
の家族が参加できる場やイベントが相次いで中止
となり居場所が少なくなっていることから、発達
についての学習やヨガ、母親同士の交流を行う講
座を実施した。

A

A

令和2年度はコロナ禍の影響により例年よりも件
数、助成額ともに低く抑えられたものの、本事業
は子育て世帯の経済的な負担軽減を目的とした制
度であるため、件数や金額の増減に囚われず来年
度以降も中学生までの子を対象に医療費助成を円
滑に進めていく。
　現在未就学児までとなっている現物給付方式に
よる助成を、小中学生まで拡大できるよう引き続
き県及び県下市町村と連携・協議を進めていく。

A

69 子ども医療費助成

特別支援教育就学奨
励事業

特別支援学級への就学のため
に必要な援助を行い、特別支
援学級に在籍する児童・生徒
が安心して義務教育を受けら
れる環境を整えます。

－

国の補助事業であり、国の認
定基準に沿って対象者に就学
奨励費を支給する事業である
ことから、目標値の設定は適
当ではない。

B

市立小中学校の特別支援学級に在籍する児童生徒
及び学校教育法施行令第２２条の３に定める障害
の程度に当てはまる通常学級在籍児童生徒の保護
者の経済的負担軽減のため、小中学校を通じ全対
象者に周知し、申請又は辞退の意思確認を行って
いる。学校への連絡文書を工夫し、分かりやすい
連絡を心掛けた。
就学援助制度と申請時期が重なり、保護者から支
給内容や審査基準における両制度の差異について
問い合わせを受けることが有るため、今後もより
分かりやすい周知に努める。

－
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　基本目標

施策の方向性 No 事業名 事業概要 指標 指標の設定理由
進捗状況に
対する担当

課評価
取り組み内容・課題等

子ども及びそ
の関係者に対
して適切な情
報を提供しま
したか

子どもが意見
表明や参加す
る機会を設け
るよう努めま
したか

拡大、縮小、廃止
の理由

子ども・子育て会議における意見等

基本方針２　子どもを安心して生み育てられるまちづくり

直近の状況
（令和元年度

実績値）

令和２年度の取組状況
奈良市子どもにやさしいまち
づくり条例第11条第2項の
規定に対する担当課評価

　　今後の方針

令和３年度
予算額

（千円）
担当課

目標・実績値 予算・決算額（千円）

意見等に対する対応状況

　（４）様々な状況にある子どもと子育て家庭への支援の充実

（目標） － （予算） 178,000

（実績） － （決算） 162,219

（目標） 1,700（予算） 4,632

（実績） 1,555（決算） 4,588

（目標） 45（予算） 1,025

（実績） 41（決算） 1,025

（目標） 78（予算） 4,950

（実績） 55（決算） 4,654

（目標） 15（予算） 1,415

（実績） 4（決算） 269

（目標） 41（予算） 54,150

（実績） 38（決算） 44,024

（目標） － （予算） －

（実績） 2（決算） －

新型コロナウイルス感染が収まらない中、
様々な事情により、去年よりも貧困家庭が
増加しているのではないかと懸念していま
す。見えない部分で把握が非常に難しい
分、地域全体で連携し、子ども一人ひとり
をよく見ていくことが必要だと思います。

昨今の社会状況により、さらに厳しい生活
になっていると想像されるので、引き続
き、あたたかい支援をよろしくお願い致し
ます。

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う最新
の支援情報の収集に努め、引き続き関係機
関と連携しながら相談に対応し、必要な支
援につなげてまいります。

－ 継続 － ー

住宅課

①ひとり親家庭へ
の支援の充実

1

75 母子家庭等就業・自
立支援センター事業

母子家庭の母、父子家庭の
父、寡婦の自立を支援するた
め、就業相談、就業支援講習
会、就業情報提供等の施策を
総合的・計画的に実施しま
す。

母子家庭等自
立支援プログ
ラム策定件数
（件）

母子自立支援プログラムは児
童扶養手当の受給者を対象に
策定するものであり、プログ
ラム策定を行うことで対象者
の就労支援につながり、いず
れは就労収入を得て母子家庭
又は父子家庭の自立を助長す
るものとなるため。

74

－ 継続 － 1,408

子ども育成課

40 － 継続 － 53,340

子ども育成課

－ 継続 － 1,000

子ども育成課

77 － 継続 － 4,950

子ども育成課

A

B

母子家庭等の個々の状況に応じて、一貫した就業
支援を実施した。８月には児童扶養手当の現況手
続きに合わせて出張就労相談の日数を増やして実
施することで、効果的に相談を実施することがで
きた。引き続き奈良県と共同で事業を実施し、利
用者の増加を図っていく。 A

44

14

B

新型コロナウイルス感染症拡大防止等の影響によ
り、昨年度より登録者数、利用者数が減少した。
引き続き制度の周知を図り、登録者の増加を図
る。

B

大きく制度変更があったため、昨年度より支給者
数が減少した。引き続き対象者への制度の周知を
図っていく。

－ 継続 － 178,000

子ども育成課

73 ひとり親家庭等相談 母子家庭、父子家庭、寡婦ま
たは離婚前の方に対し、生活
や家庭、子どもの養育、就職
や自立の支援、母子及び父子
並びに寡婦福祉資金の利用等
の相談に応じます。

相談件数
（件）

子育て支援の観点からは、ひ
とり親家庭の方が相談しやす
い環境が必要であり、件数の
増加は相談窓口の周知と利用
の促進が図られていると考え
られるため。 1,661 B

相談件数は新型コロナウイルス感染症拡大防止等
の影響により昨年度より減少した。引き続き関係
機関と連携しながら、支援が必要な家庭の相談に
応じていく。

A － 継続 － 4,625

子ども育成課

A

72 ひとり親家庭等医療
費助成

健康保険に加入しているひと
り親家庭の父または母と１８
歳未満（１８歳到達後最初の
３月３１日まで）の子や父母
のいない１８歳未満の子を対
象に、保険診療の自己負担額
から一部負担金を除いた額を
助成します。（保険適用にな
らないものや、入院時の食事
療養費・生活療養費は除きま
す。）

①医療費助成
件数
②助成額（千
円）

ひとり親世帯等の経済的な負
担を軽減することを目的とし
て、医療費の一部を助成する
制度であり、受給者数や助成
額の増減を目的とした制度で
はないため。

①76,919
②178,581

A

令和2年度はコロナ禍の影響により例年よりも件
数、助成額ともに低く抑えられたものの、本事業
はひとり親家庭等の世帯の経済的な負担軽減を目
的とした制度であるため、件数や金額の増減に囚
われず、来年度以降もひとり親家庭等の親と子を
対象に医療費助成を円滑に進めていく。
また、子ども医療費助成制度と並行して、現在未
就学児までとなっている現物給付方式による助成
を、まずは小中学生まで拡大できるよう引き続き
県及び県下市町村と連携・協議を進めていく。

ひとり親家庭等日常
生活支援事業

修学や求職等の自立に必要な
理由や疾病等の社会的理由で
一時的に生活援助や保育サー
ビスが必要な母子家庭、父子
家庭、寡婦の世帯に、家庭生
活支援員を派遣します。

ひとり親家庭
等日常生活支
援
事業の登録者
数（人）

本事業は年々利用額が増加し
ているが、同じ利用者が複数
回利用していることが多く、
従来の延べ利用回数では全体
的な事業のニーズが判断しに
くいため、事業の周知目安と
して設定する。

A

77 母子家庭等高等職業
訓練促進給付金等事
業

母子家庭の母、または父子家
庭の父が就業に結びつきやす
い資格を取得するために養成
機関で受講するに際して、高
等職業訓練促進給付金を交付
することで、受講期間中にお
ける生活の不安の解消および
生活の負担の軽減を図り、安
定した修業環境を提供し、資
格取得を容易にします。

母子家庭等自
立支援給付金
事業利用者数
（人）

この制度の対象者は看護師、
介護福祉士、保育士、理学療
法士、作業療法士等の資格を
取得するものであるため、資
格取得後はより安定して収入
の得られる仕事に就く可能性
が高まり、母子家庭又は父子
家庭の自立を助長すると認め
られるため。

B

修了者は取得した資格を活かし、正規就労につな
がった。引き続き機会を捉え対象者への制度の周
知を図っていく。

A

母子父子世帯向けとして2件空家募集し、2件入居
した。　　　　　　　　　　　　　予算・決算額
については、一般向け住宅及び特定目的住宅の空
家修繕費に含まれるため、母子父子世帯向住宅と
して個別で計上していない。空家募集について
は、過去の応募状況等を参考に、母子父子世帯向
けを含めた特定目的住宅の募集戸数をその都度検
討するため、目標値は定めていない。

A

76 母子家庭等自立支援
教育訓練給付金事業

母子家庭の母、または父子家
庭の父の主体的な能力開発の
取り組みを支援するもので、
母子家庭、父子家庭の自立促
進を図るため、教育訓練を受
講することが適職につくため
必要と認められる場合に、教
育訓練給付金を交付します。

母子家庭等自
立支援給付金
事業利用者数
（人）

この制度の対象者は雇用保険
制度の教育訓練講座を受講す
るため、講座終了後又は資格
取得後はより安定して収入の
得られる仕事に就く可能性が
高まり、母子家庭又は父子家
庭の自立を助長すると認めら
れるため。

78 公共賃貸住宅におけ
る母子・父子世帯向
けの優先入居制度の
活用

市営住宅の空家募集におい
て、母子世帯または父子世帯
で２０歳未満の子がいる世帯
に対する優先入居制度を実施
します。

母子父子世帯
向け住宅の新
規募集戸数
（戸）

ひとり親家庭の子どもの２人
に１人が貧困状態にあるとい
われる中、住宅に困窮する母
子父子世帯向けに低廉な家賃
の住宅を供給するため。な
お、空家募集については過去
の募集状況等を参考に、母子
父子世帯向けを含めた特定目
的住宅の募集件数をその都度
検討するため、第一期計画時
と同様に目標値は定めない。

B
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　基本目標

施策の方向性 No 事業名 事業概要 指標 指標の設定理由
進捗状況に
対する担当

課評価
取り組み内容・課題等

子ども及びそ
の関係者に対
して適切な情
報を提供しま
したか

子どもが意見
表明や参加す
る機会を設け
るよう努めま
したか

拡大、縮小、廃止
の理由

子ども・子育て会議における意見等

基本方針２　子どもを安心して生み育てられるまちづくり

直近の状況
（令和元年度

実績値）

令和２年度の取組状況
奈良市子どもにやさしいまち
づくり条例第11条第2項の
規定に対する担当課評価

　　今後の方針

令和３年度
予算額

（千円）
担当課

目標・実績値 予算・決算額（千円）

意見等に対する対応状況

（目標） 204（予算） 190,000

（実績） 173（決算） 185,413

（目標） 63.2（予算） 1,680

（実績） 63（決算） 1,706

（目標） 1,089（予算） 1,200,000

（実績） 1,097（決算） 1,215,372

（目標） 240（予算） 290,000

（実績） 263（決算） 299,014

（目標） 170（予算） 10,529

（実績） 150（決算） 9,887

（目標） 8,900（予算） 11,000

（実績） 2,396（決算） 6,685

（目標） 1,200（予算） 260,000

（実績） 1,108（決算） 247,733

（目標） 60（予算） 12,615

（実績） 48（決算） 10,826

－ 廃止

奈良市子どもセン
ターへのみどり園
事業の移行のた
め。

12,615

障がい福祉課

B

総合福祉センター内の障がい児親子通園室「みど
り園」において、就学前の障害児を対象に、保護
者とともに通園し日常生活において必要な指導を
行い、集団生活への適応を促すよう療育を実施し
ている。また、家族支援も行っている。
令和2年度においては、コロナ過のため休園期間が
長く続いたり、行事等がほとんど開催できない状
況であった。そこで感染拡大防止対策として、手
指消毒の徹底や保護者、スタッフのマスク着用、
通園児の人数制限を行ったり、密にならないため
の保育内容の検討も行った。また散歩や近隣の公
園での保育や個別の相談を増やすなどの工夫も
行った。

A

－ 継続 － 11,000

障がい福祉課

1,168 － 継続 － 260,000

障がい福祉課

A

利用者の外出先が多様化し、個別の利用時間が増
加していくなかで、より多くのの方にサービスが
利用できるように月間の利用時間の上限を対象年
齢等で設定している。適切な利用方法等について
は、障害児相談を担当する相談支援専門員と連携
しながら説明を行い事業を実施している。
また、新型コロナウイルス感染症拡大防止によ
り、令和２年３月からは、移動支援による外出に
ついてやむを得ず外出を自粛場合になどにおいて
は、居宅などでの支援も可能とした柔軟な取扱い
も可能とした。

利用者のニーズを把握し、個々の状況に応じて
サービスの提供を行っていますが、実績値が数年
にわたり減少を続けているのは、国の他制度の利
用に転換されていると推察しています。
※予算、目標値ともに障害児・者の合計となりま
す。 A

－ 継続 － 305,000

障がい福祉課

147 － 継続 － 9,365

障がい福祉課奈良市歯科医師会への業務委託により、一般の歯
科医院での治療が困難な障害児・者の口腔内諸疾
患の予防を目的として、みどりの家歯科診療所で
の歯科検診および歯科治療を実施している。

A

B

A

②障害のある子ど
もと子育て家庭へ
の支援の充実

205 － 継続 － 200,000

障がい福祉課

68.8 － 継続 － 1,920

障がい福祉課

1,029 － 継続 － 1,282,000

障がい福祉課

79 短期入所 居宅においてその介護を行う
方の疾病その他の理由によ
り、障害者支援施設、障害福
祉施設等への短期間の入所を
必要とする障害児につき、当
該施設に短期間の入所をさせ
て、入浴、排泄及び食事の介
護その他の必要な支援を行い
ます。

A

81 居宅介護 居宅において、入浴、排泄及
び食事等の介護ならびに生活
等に関する相談及び助言その
他生活全般にわたる支援を行
います。

実利用者数
（人）

奈良市第4次総合計画の介護
給付費等支給事業に準じて設
定する。

B

80 障害児通所支援 障害児を児童発達支援セン
ター等の施設に通わせ、年齢
に応じて日常生活における基
本的な動作の指導、知識技能
の伝達及び集団生活への適応
訓練を行います。

障害児相談支
援事業所によ
る利用計画作
成割合（%）
※事業No.87
と同一の指標

奈良市第4次総合計画の障害
児支援に準じて設定する。

障がい児が望む生活が地域で送れるよう、相談支
援専門員等との相談により子どもの状況に応じた
障害福祉サービスが利用できるよう支給決定を
行った。

※予算、目標値ともに障害者・児の合計 A

奈良市第４次総合計画の居宅
介護、行動援護に準じて設定
する。

B

障がい児が望む生活が地域で送れるよう、相談支
援専門員等との相談により子どもの状況に応じた
障害福祉サービスが利用できるよう支給決定を
行った。

※予算、目標値ともに障害者・児の合計 A

実利用者数
（人）

B

関係機関や保護者へ事業が浸透したこと、コロナ
禍により通常の保健事業等が実施されていないこ
とも影響し、療育を希望される保護者が増加し、
申請者数の増加が続いている。そのため、相談支
援事業所による相談数の増加には至らない。保護
者の意向や児童に必要とされる支援を把握し支給
決定するとともに、療育指導事業を活用し、直接
支援している通所事業所の質の向上を目指し事業
所指導を行った。コロナ禍であり、通常の支援が
難しい状況が継続しているが、保護者への事業目
的の理解を図り、適切な支援が受けられるよう関
係機関との連携や療育指導事業を継続していく必
要がある。

82 行動援護 知的や精神に重い障害があ
り、一人で行動することが難
しい障害者児が対象です。
対象児のことをよくわかって
いるヘルパーが、そばにい
て、安心して外出し、活動で
きるよう支援を行います。

利用者数
（人）

奈良市第4次総合計画の介護
給付費等支給事業に準じて設
定する。

B

障がい児が望む生活が地域で送れるよう、相談支
援専門員等との相談により子どもの状況に応じた
障害福祉サービスが利用できるよう支給決定を
行った。

※予算、目標値ともに障害者・児の合計233

86 みどり園 総合福祉センター内の障がい
児親子通園室「みどり園」に
おいて、就学前の障害児を対
象に、保護者とともに通園し
日常生活において必要な指導
を行い、集団生活への適応を
促すよう療育を実施していま
す。また、家族支援も行って
います。

在籍者数
（人）

みどり園を利用できる在籍者
数が指標として適当と考えら
れるため。

78

83 みどりの家歯科診療 奈良市立みどりの家歯科診療
所（総合福祉センター内）に
おいて、障害児等の歯科検診
及び歯科治療を行います。

延べ治療人数
（人）

一般の歯科医院での治療が困
難な障害児・者の口腔内諸疾
患の予防を目的としており、
延べ治療人数による把握が適
当であると思われるため。

B

85 移動支援 障害児の外出及び余暇活動等
の移動を支援します。ただ
し、通学及び社会通念上適当
でない外出を除き、原則とし
て１日の範囲内で終わるもの
に限ります。
※病院に入院されている方
は、利用できません。

実利用者数
（人）

奈良市第4次総合計画の介護
給付費等支給事業に準じて設
定する。

84 日中一時支援 家族の就労支援や一時的な休
息を目的に、障害児の一時的
な介助や見守りが必要な場合
に、日帰りで施設を利用する
ことができます。
※施設入所者及び病院に入院
されている方は、利用できま
せん。

延べ利用回数
（回）

奈良市第4次総合計画の介護
給付費等支給事業に準じて設
定する。

B3,612
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　基本目標

施策の方向性 No 事業名 事業概要 指標 指標の設定理由
進捗状況に
対する担当

課評価
取り組み内容・課題等

子ども及びそ
の関係者に対
して適切な情
報を提供しま
したか

子どもが意見
表明や参加す
る機会を設け
るよう努めま
したか

拡大、縮小、廃止
の理由

子ども・子育て会議における意見等

基本方針２　子どもを安心して生み育てられるまちづくり

直近の状況
（令和元年度

実績値）

令和２年度の取組状況
奈良市子どもにやさしいまち
づくり条例第11条第2項の
規定に対する担当課評価

　　今後の方針

令和３年度
予算額

（千円）
担当課

目標・実績値 予算・決算額（千円）

意見等に対する対応状況

（目標） 63.2（予算） 46

（実績） 63（決算） 44

（目標） 1,200（予算） 18

（実績） 272（決算） 11

（目標） 550（予算） 26,731

（実績） 527（決算） 23,355

（目標） 250（予算） 68

（実績） 105（決算） 36

（目標） 2,000（予算） －

（実績） 2,677（決算） －

（目標） 0（予算） 14,629

（実績） 4.7%（決算） 12,039

91 子ども家庭総合支援
拠点事業

全ての子どもとその家庭及び
妊産婦等を対象に、一般的な
子育てに関する相談や、養育
困難・虐待等の様々な相談に
専門職が専門性の高い相談支
援を行います。また、支援が
必要な家庭に対して関係機関
と連携しながら、適切な支援
機関や社会資源に繋げるな
ど、妊娠期から切れ目のない
継続した支援に努めます。

相談件数
（件）

No66「家庭児童相談室運営
事業」に、児童及び妊産婦の
福祉に関し必要な支援を行う
ための専門的な相談対応、訪
問等による継続的なソーシャ
ルワーク業務までを行う機能
を設置し、児童と家庭の福祉
の向上を目標とするため、
No66の指標と同一とした。

－ 継続 － 68

保健予防課

A

1,748 B 継続 － －

子育て相談課

4.8% B 継続 － 14,545

子育て相談課

A

－ 継続 － 18

障がい福祉課

567 － 継続 － 26,809

子育て相談課

親子体操教室 総合福祉センター体育館にお
いて障害児と保護者が、一緒
にスポーツ・レクレーション
を楽しみながら、健康の維
持・増進を図ることを目的に
実施しています。

延べ利用者数
（人）

実際に教室に参加した延べ利
用者人数が指標として適当と
考えられるため。

B

令和２年度においては、コロナウイルスの感染予
防の為、５月開始の予定を９月開始に延期して、
密にならないように参加人数の調整として今まで
２クラス定員制限なしを３クラスに分けて参加人
数制限と参加者の消毒の徹底、使った器具の消毒
を徹底した。また講座内容においては、参加者同
士が直接触れ合うようなプログラムをなくし、
ディスタンスをとれる内容に変更した。例年より
は参加人数は少ない実績になったが、参加者の健
康維持、体力強化増進に努められた。

A

68.8 － 継続 － 49

障がい福祉課自立支援協議会こども支援グループにてコロナ禍
における事業所や児童の現状や対応について共有
し、継続するコロナ禍の支援について意見交換し
た。障害児相談支援はライフステージを踏まえ、
子どもの特性理解や保護者支援が必要性であり、
関係機関も多岐に渡るため対応が複雑との認識か
ら事業所の増加につながりにくい現状が続いてい
る。事例検討・情報交換などサポート体制を検討
し、相談対応できる相談員を増やせるよう取り組
みを継続する必要がある。

A

昨今の社会状況により、さらに厳しい生活
になっていると想像されるので、引き続
き、あたたかい支援をよろしくお願い致し
ます。

②障害のある子ど
もと子育て家庭へ
の支援の充実

87 相談支援事業 障害児が、地域で安心して自
立した生活を送るために、本
人や関係者からの相談に応
じ、必要な情報の提供及び助
言などを総合的に行います。

障害児相談支
援事業所によ
る利用計画作
成割合(%)
※事業No.80
と同一の指標

奈良市第4次総合計画の障害
児支援に準じて設定する。

B

89 子ども発達支援事業 言語・情緒・行動に発達の課
題を抱える就学前の幼児とそ
の保護者に対して関係機関と
協働しながら一貫して支援し
ます。

子ども発達セ
ンタ－が療育
相談を行った
実人数（人）

保護者や保育者等が言語・情
緒・行動に発達の課題を抱え
る就学前の幼児の発達につい
て正しい知識を習得し、子ど
もの育ちを理解し、発達段階
に応じた適切なかかわりがで
きるよう、関係機関と連携し
相談体制を整え、当該幼児の
発達を支援することを目標
し、子ども発達センターが療
育相談を行った実人数を設定
する。

B

各種相談支援事業を行った。
電話相談　　341件
来所相談　　362件
出張相談　　  60件
園巡回相談　304件
専門相談　   296件
引き続き個別相談の量の充実と、安心して落ち着
いて相談を受けていただけるよう相談者のプライ
バシーの保護と十分な相談時間の確保に配慮する
とともに出張相談や園巡回体制の利活用を促進す
る。

A

1,124

88

90 長期療養児支援 病気や障害を抱えている児と
その保護者が、適切な医療を
受け、福祉制度を利用しなが
ら、安心して在宅生活を送る
ことができるように、専門職
等と連携し支援します。

家庭訪問、関
係機関等へ訪
問等、延べ支
援回数（回）

対象者は増加しているが、対
象者の身体状況や医療的ケア
の状況が多様化しており、対
象者によっては他機関で支援
を受けていることから、引き
続き支援回数を指標として設
定する。

平成30年4月に子ども家庭総合支援拠点を設置
し、市民や関係機関への周知を図った。また保健
師、社会福祉士、保育士などの多様な専門職を配
置し、より専門性の高い相談支援を実施した。
多職種による専門性の高い相談支援を今後も継続
できるよう、研修等で相談援助技術のスキルアッ
プを図っていく。

A

237 B

家庭訪問や医療・教育・障害福祉関係機関と連携
し、成長に合わせ支援した。対象者59人に対し
て、家庭訪問、関係機関等への訪問等、延べ105
回実施した。令和2年度は新型コロナウイルス感染
症の感染拡大防止のため、長期療養児交流会や支
援者研修会は実施しなかった。
支援対象者の身体状況・医療ケアが多様化した
り、保護者のニーズも様々であり、支援内容につ
いても多種多様になってきている。今後も関係機
関と連携し継続支援を実施していく。

B

③児童虐待防止な
どの取り組みの充
実

92 「奈良市要保護児童
対策地域協議会」の
活用

児童虐待の未然防止・早期発
見・再発防止のため、児童相
談所、医療機関、民生児童委
員協議会連合会、弁護士、警
察などの関係機関が連携し
て、虐待から子どもを守るた
めに「奈良市要保護児童対策
地域協議会」を設置していま
す。

児童虐待通告
時における児
童虐待の程度
の重い最重
度・重度の割
合（％）

妊娠から出産、子育て期まで
の切れ目ない支援施策の充実
とともに、子育て世帯にとっ
て身近な相談体制の強化やア
ウトリーチ型の支援を重点的
に行うことにより、虐待の発
生を予防し、重症化しないよ
う支援を行うことを目標と
し、児童虐待通告時における
児童虐待の程度の重い最重
度・重度の割合を設定する。

B

コロナ禍の時はアクションプランに基づいて見守
りを強化するなど要対協のネットワークを活かし
た支援を行った。
要対協の構成機関への研修や連携会議を通じて、
ネットワークを強化する。令和4年度の児童相談所
設置に伴い構成機関の拡充を図る。
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　基本目標

施策の方向性 No 事業名 事業概要 指標 指標の設定理由
進捗状況に
対する担当

課評価
取り組み内容・課題等

子ども及びそ
の関係者に対
して適切な情
報を提供しま
したか

子どもが意見
表明や参加す
る機会を設け
るよう努めま
したか

拡大、縮小、廃止
の理由

子ども・子育て会議における意見等

基本方針２　子どもを安心して生み育てられるまちづくり

直近の状況
（令和元年度

実績値）

令和２年度の取組状況
奈良市子どもにやさしいまち
づくり条例第11条第2項の
規定に対する担当課評価

　　今後の方針

令和３年度
予算額

（千円）
担当課

目標・実績値 予算・決算額（千円）

意見等に対する対応状況

（目標） 75（予算） 8,237

（実績） 101（決算） 2,188

（目標）
必要な家庭へ
の訪問を実施
する

（予算） 0

（実績）

乳児（新生
児・未熟児を
除く）540人

（延べ541
人）

幼児264人
（延べ334

人）

（決算） 0

（目標） － （予算）
396,414

（うち繰越
78,800）

（実績） － （決算）
232,898

（うち繰越
78,797）

（目標） 50 （予算） 2,172

（実績） 38 （決算） 1,967

訪問支援（子育て相談課）とエンゼルサ
ポート事業（子ども育成課）と2課に渡り
業務を行ってきたため、それぞれの目標値
と実績値を設定し、合算の報告となってお
り、計画値と実績値に差異が生じたと思わ
れます。令和4年度から当該事業の担当課
を1本化する予定となっておりますので、
改めて目標値、実績数を精査します。
来庁申請できないケース等には個々に対応
をし、繋がりが必要な案件は各関係機関で
連携をしています。個人情報を取り扱うた
め、LINEはセキュリティ面から対応できま
せんが、電話やメールでの相談にも対応し
ています。

おむつの配布先は、子育ての悩みや不安を
抱えやすいとされる、双子や三つ子などの
多胎児や、１０代で出産された家庭など、
特に支援が必要な乳児がいる家庭等を対象
としています。連絡が取れない場合は直接
自宅へ訪問し、会えない場合は関係機関と
情報共有し、対象の母親と会えるまで対応
しています。

－

－ 継続 － 0

母子保健課

－ 継続 － 3,253

子育て相談課

－ 継続 －
1,772,373

（137,264）

児童相談所設
置推進課

とてもいいアイデアです。受け入れる側に
とっても敷居が低く、行政との信頼関係を
築きやすいと思われます。自然な形の見守
りができますね。配布先の選定はどのよう
にしているのか教えてください。また会え
ない場合はどうしていますか。

第2期より開始された事業として大変関心
を持っています。事業内容にも書かれてい
るように、核家族化の進行や出生率の減少
もあり、子育てに孤独感を感じ、不安を抱
えたまま育児に向き合う保護者も多いので
はないでしょうか。特に、コロナ禍におい
ては、人と人との接触が極端に制限される
こともあり、産後の子育てへの不安はこれ
まで以上に大きいものであると推察され、
保育士などの専門職が、自宅を訪問し気軽
に悩みを相談できることは、子育ての孤立
化を防ぎ、子育ての不安を軽減する有効な
手立てであると思います。コロナ禍での制
約もあると思いますが、感染対策に留意さ
れ、継続実施していただきたいと思いま
す。

継続 － 8,108

子ども育成課
子育て相談課

家庭訪問 育児が困難で支援が必要と思
われる家庭を訪問し、生活環
境と養育状況・家庭環境・子
の成長発達などを総合的に把
握し、必要な支援を行うこと
により、保護者の育児不安や
育児ストレスの軽減を図り虐
待予防に努めます。

A

訪問希望があった月からおおむね生後7か月を迎え
る月まで最多で6回、保育士がオムツを宅配しま
す。訪問時には赤ちゃんの状況を確認しながら保
護者の気持ちを傾聴し、育児相談に対応するなど
関係づくりに努めています。また地域子育て支援
センターの情報提供や、専門的な支援が必要な家
庭は関係機関（母子保健課、要保護児童対策地域
協議会等）と連携するなど子育て家庭を支援して
いきます。

人材育成のため、奈良県をはじめとする近隣の児
童相談所や一時保護所に職員を派遣し研修を行っ
た。
施設整備においては、建設予定地である柏木公園
周辺の住民に対し説明会を行うとともに、奈良国
際文化観光都市建設審議会における手続きを進
め、建設工事に着手した。また、児童相談所シス
テムの開発事業者をプロポーザル審査により選定
し、システム開発に着手した。

A

A

令和2年度の実績値が計画値を超えていま
す。実際、養育支援を必要と認められるま
でにも、説明・手続きなどが多く、利用者
へのハードルが高くなってるよう思います
が、それでも、今後の計画値が、上がって
ないのはどうしてですか。

コロナ禍により来所、訪問ができない中、
家庭でのDVや虐待が増えているという報
告もあります。電話やLINEなどでの連絡も
訪問と位置づけて孤立させない支援が必要
と考えます。

93 養育支援訪問事業 保護者の養育を支援すること
が特に必要と認められる家庭
等に対し、訪問などにより、
養育に関する相談、助言など
の支援を行います。
平成30年10月より、家事や
育児についてサポートが必要
である世帯に対して、ホーム
ヘルパーを派遣し、妊婦の方
や小学校就学前の子どもを養
育する保護者への支援を行う
エンゼルサポート事業を実施
しています。

支援家庭数
（世帯数）

様々な理由によりこの養育に
関する支援が特に必要と認め
られる保護者に対し、専門職
（保育士等）が訪問し養育に
関する相談、助言を行う。ま
たヘルパーなどを派遣して本
事業がどの程度家庭における
養育負担軽減を図れているか
を量る指標として、支援家庭
数を設定する。また、子ど
も・子育て支援法第61条に
おいて、本事業については当
該指標の設定が求められてい
る。

B

保護者の養育を支援することが特に必要と認めら
れる家庭等に対し、専門職が訪問し、養育に関す
る相談、助言などを行った（子育て相談課対応分
４８世帯）。乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは
赤ちゃん訪問）等、必要な家庭に対して、積極的
に家庭訪問を継続して実施する。また、必要に応
じて関係機関と連携し、支援を行う。
また子育てに関する支援を受けることが困難であ
り、子育てに対する不安、孤立感等を抱える家庭
に対し、家事等の支援を行った（子ども育成課対
応５３世帯）。事業を無料で利用できる対象とし
て、新たに「多胎児世帯」を加え、支援を必要と
する世帯がより利用しやすい制度となるよう改正
を行った。令和3年度からは、利用者に対するニー
ズにさらに対応するため事業者を新たに募集し、
また、事業についても積極的に広報していく。

③児童虐待防止な
どの取り組みの充
実

96 つなげる乳児おむつ宅配
事業（令和２年度開始）

多胎児を出産された家庭及び10
代で出産された家庭等、子育て
に不安のある家庭に対し、乳児
に必要な育児用品等の宅配によ
り、子育て家庭の見守りを実施
します。宅配時に、保育士等の
専門職が、子育てサービス等の
必要な情報提供をすることで、
保護者の悩みや心配事の軽減を
図ります。

対象世帯数 多胎育児は2人以上の乳児を抱え
外出もままならない状況に陥り
やすく、また、10代での出産は
経済的な問題や知識不足により
地域から孤立する傾向があり支
援が必要である。平成29年度か
ら令和元年度の対象世帯の平均
は57件で、あわせて令和2年度
の実績に準じた目標値に設定し
た。

B

乳児（新生児・未熟
児を除く）

471人
（延べ553人）

幼児247人
（延べ318人）

－

95 奈良市児童相談所（（仮
称）奈良市子どもセン
ター）設置

様々な困難を抱える子どもや家
庭への支援を充実させるため、
早期の児童相談所設置に取り組
みます。また、施設について
は、児童相談所、一時保護所、
子ども発達センター、地域子育
て支援センターの複合施設（仮
称）奈良市子どもセンターを整
備します。

－

児童相談所を含む（仮称）奈良
市子どもセンターの整備は目標
を数値化することは困難なため
目標値設定は行わない。

B－

A

94 訪問人数
（人）

母子保健課での家庭訪問は母
子保健法に基づき実施してお
り、虐待の予防及び早期発見
のためには継続的な実施が必
要であり、乳幼児訪問人数が
最も事業評価に最適と思われ
るため。

B

育児や児の発育・発達に関する保護者の不安等に
対し、必要に応じ地域担当の保健師や助産師等
が、家庭訪問を行っている。適切な時期に関われ
るように支援が必要な家庭をデータ管理してい
る。

89
※第一期計画では家
事支援を未加算だっ
たため、第一期計画
上の令和元年度実績

は41
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　基本目標

施策の方向性 No 事業名 事業概要 指標 指標の設定理由
進捗状況に
対する担当

課評価
取り組み内容・課題等

子ども及びそ
の関係者に対
して適切な情
報を提供しま
したか

子どもが意見
表明や参加す
る機会を設け
るよう努めま
したか

拡大、縮小、廃止
の理由

子ども・子育て会議における意見等

基本方針２　子どもを安心して生み育てられるまちづくり

直近の状況
（令和元年度

実績値）

令和２年度の取組状況
奈良市子どもにやさしいまち
づくり条例第11条第2項の
規定に対する担当課評価

　　今後の方針

令和３年度
予算額

（千円）
担当課

目標・実績値 予算・決算額（千円）

意見等に対する対応状況

（目標） 100（予算） 7,319

（実績） 100（決算） 6,558

（目標） 50（予算） 24,000

（実績） 0（決算） 24,000

（目標） － （予算） 57,500

（実績） － （決算） 57,500

（目標） － （予算） 8,121

（実績） 38 （決算） 7,975

－ 継続 － 4,762

子ども育成課100 奈良市フードバンク
事業

新型コロナウイルス感染拡大
に際し、ひとり親家庭等経済
的に影響が大きい世帯に対
し、子どもの食の支援を行い
ます。市民や事業者から余剰
食材の提供を募り、これを仕
分け、必要とする家庭にフー
ドパントリー形式で提供しま
す。

食品配布の量
の満足度
（％）
５段階評価の
上位２つ「満
足」「やや満
足」を選んだ
割合

当事業はSDGsの目標として
挙げられている「１　貧困を
なくそう」及び「２　飢餓を
ゼロに」をテーマとして食品
ロス削減と結びつけて対応す
ることが求められており、食
品が必要な家庭に対して十分
な食品料を提供したいため。

－ B

フードバンク事業の取り組みの一つである、家庭
や企業などで余った食品をフードバンクに寄付す
るフードドライブを市内各所で１２月と２，３月
に実施。１２月は計１,１８５kg、２、３月は計２,
１０４kgの食品寄付を集めた。また、寄付頂いた
食品を新型コロナウイルス感染症拡大などで社会
的・経済的に影響を大きく受けるひとり親家庭
や、子育てをしている生活困窮家庭の方に対して
食品を提供するフードパントリーを１２月と２月
に実施。１２月は約5kgの食品を460世帯に、３
月は約7kgの食品を676世帯に配布した。令和３
年度も引き続き事業を継続していく。

A

－ 継続 － 57,500

福祉政策課

令和３年度からは市内の子ども食堂などと
連携し、支援が必要な家庭へ食品を提供で
きるように努めております。また、将来的
にはニーズなども考慮し、補助事業も案と
して事業の実施方法を検討いたします。
また、広報の方法については引き続き関係
部署と連携を図りながら、他の制度案内に
同封するなど、生活が困難な家庭への偏見
の助長や差別を生むことのないよう配慮し
つつも、対象者の目につくよう周知に努め
ます。

No96の事業同様に、第二期より開始され
た事業として大変関心を持っています。事
業概要などにも書かれているように、コロ
ナ禍のなか、ひとり親家庭など経済的な支
援が必要な世帯に対し、子どもの食支援策
として、直接的な支援であり、併せて食品
ロスを減らすなど、有効的な手立てあると
思います。但し、支援が必要な人に、その
機会を増やすことも大事な課題であり、奈
良市として同事業の実施者に助成金を創設
することも検討いただければと思います。
既に取り組んでおられる、NPOや企業、個
人などが継続して実施できるよう、また、
新たに同事業を始める方を増やすためにも
有効な手立てではないでしょうか。

食品ロスの観点からも素晴らしい取組だと
思います。問題は、本当に必要な家庭へ届
けられるのか。子ども食堂をオープンして
も、なかなか本当に必要な子どもが食べに
来ないという話を聞きます。なかなか難し
い問題ですが、必要な支援が必要な方のと
ころへ届きますように。

とても良い事業だと思います。広告の仕方
の工夫（子どもが目にできる発信）で、利
用者が増えると思います。

令和２年度は新型コロナウイルス感染拡大によ
り、日常生活や社会生活、経済的な自立について
の相談が増加し、相談員による本人にあった支援
を行い、必要であればハローワーク、社会福祉協
議会等の関係機関に適切につないだ。また、離職
などにより経済的に困窮し住居を失った方、また
は住居を失うおそれのある方に対し、就職に向け
た活動をすることなどを条件に、一定期間、家賃
相当額を支給した。

ー－ B

98 若者サポートセン
ター「Restartなら
（リスなら）」

若者のひきこもり・ニート化
を防ぐため、義務教育の後、
進学や就労をしていない若者
やその家族等を対象に、キャ
リアコンサルタントや支援団
体の相談員が学び直しや就労
などの相談に応じます。令和
2年度からは福祉、教育、保
健・医療などの各分野の関係
機関による「奈良市子ども・
若者支援地域協議会」を設置
し、必要な支援をコーディ
ネートする役割を担うととも
に、その多様なネットワーク
を活用し、包括的な支援に繋
げるよう努めます。

つながりサポ
－タ－（人）

拡大

令和３年度は、アウ
トリーチ支援員を配
置し伴走型の支援を
行っていく。

35,100

福祉政策課

－

A 継続 － 6,919

子ども育成課

A

④子どもの貧困対
策の推進

0 B

100

97 子どもの学習支援事
業

社会的・経済的困難を抱える
世帯の子どもたちが将来に夢
や希望を持って成長していけ
るよう、子どもたちが安心で
きる居場所を設置し、生活習
慣や基礎学力、学習習慣を身
につけ、高等教育への進学を
可能とするための学習支援事
業を実施します。

学習支援参加
者の高校等進
学率（％）

国が掲げる子供の貧困対策に
関する大綱より「生活保護世
帯に属する子どもの高校等進
学率」及び「ひとり親世帯の
子どもの高校等進学率」が挙
げられており、本事業におけ
る参加者も生活保護世帯やひ
とり親世帯の子どもの中学生
を対象としており、卒業後の
就労状況を鑑みるに高校等に
進学することが子どもの貧困
対策として有効であると考え
られる。同時に子育て支援の
観点から有効であるとみられ
るため。

B

様々な境遇にある子どもや若
者が社会とのつながりを持っ
て生活していけるようにする
には、当事者の立場に立ち、
生涯を見通した長期的な視点
をもつとともに発達段階につ
いて理解を深め、地域全体で
支援する体制を構築するため
の支援者の育成が必要とされ
ているため。
2021年度から2026年度ま
では各年度５０名のつながり
サポーターを養成することを
目標とする。

99 生活困窮者支援 「奈良市くらしとしごとサ
ポートセンター」では、日常
生活や社会生活、経済的な自
立についての相談・支援の場
として、その複合的な課題を
受けとめ、課題の改善、解決
に必要な対応を当事者の方と
共に考え、寄り添った支援を
行います。相談には、社会福
祉士やキャリアコンサルタン
ト等専門職が応じ、必要に応
じてハーローワークや県、社
会福祉協議会と協議を行いま
す。就労支援については、ビ
ジネスマナーや面接トレーニ
ングなど包括的なカリキュラ
ムのもと、きめ細かな支援を
実施します。

－

生活困窮者のなかには年齢や
世帯構成等さまざまな状況の
方が存在し、その全体の新規
相談件数等を奈良市子ども・
子育て支援事業計画に指標と
して設定することはふさわし
くないと考えるため。また、
子どもや若者に関連した相談
数等に限定して数を抽出する
ことが難しいため。

若者のひきこもり・ニート化を防ぐため、義務教
育の後、進学や就労をしていない若者やその家族
等を対象に、相談員が学び直しや就労などの相談
に応じた。また、福祉・教育・保健・医療などの
各分野の関係機関による「奈良市子ども・若者支
援地域協議会」を設置し、代表者会議では、関係
機関の代表者によるネットワークを構築し、現状
の活動について情報共有を行った。実務者会議で
は、訪問支援と居場所の検討を行った。ケース会
議では、支援関係者による個別ケースへの対応方
針の検討を行った。

A

就学援助受給世帯、児童扶養手当受給世帯、ひと
り親家庭等医療費助成受給世帯、生活保護受給世
帯のいずれかに該当する特定中学校区に在住する
中学３年生に対し募集を行い。市内３ヶ所の拠点
で以下の取り組みを行った結果、最終参加者21名
全員が高校進学を果たした。
（１） 学習支援　週１回（概ね年間４０回以上）
※１回あたり２時間程度
（２） 子どもが将来のことを考える機会になるよ
うなプログラム（仕事（社会の仕組み）や進路に
ついて考える機会
（３） 暗記のやりかた等自ら学習ができるように
勉強方法を教授
（４） 進路相談・生活相談・悩み相談
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　基本目標

施策の方向性 No 事業名 事業概要 指標 指標の設定理由
進捗状況に
対する担当

課評価
取り組み内容・課題等

子ども及びそ
の関係者に対
して適切な情
報を提供しま
したか

子どもが意見
表明や参加す
る機会を設け
るよう努めま
したか

拡大、縮小、廃止
の理由

　（１）地域ぐるみで子どもを育てる環境づくりの推進

（目標） 7,513（予算） 8,296

（実績） 4,300（決算） 8,196

（目標） 500（予算） 1,000

（実績） 190（決算） 1,000

（目標） 7（予算） 437

（実績） 7（決算） 264

（目標） 63（予算） 2,253

（実績） 44.1（決算） 1,853

（目標） 352（予算） 213

（実績） 214（決算） 208

（目標） 374（予算） 8,128

（実績） 405（決算） 5,510

子ども・子育て会議における意見等

サポート件数が減少するのは、このコロナ禍
においては仕方のないことだと思いますが、
この時期は反対に土台作りのチャンスかもし
れません。「援助会員数の増加に向けて」ど
のような取り組みを考えているのか、具体的
に教えてください。

防犯カメラ設置事業

A

②地域における子
どもの見守り活動
の推進

56 ー 継続 － 1,951

危機管理課

233 ー 継続 － 212

危機管理課

ー 継続 － 8,860

危機管理課

1,000

子ども育成課

ー 継続 － 450

子ども育成課

ー

子育てサークルの支
援

地域で活動する子育てサー
クルに補助金を交付するこ
とにより、経済的に支援す
るとともに、サークルを含
めた地域の子育て支援団体
を対象にした交流会を行う
ことにより、情報交換等の
ネットワーク化を図り、子
育て中の保護者が自主的に
運営する子育てサークルを
支援します。

子育て支援交
流会の開催回
数（回）

子育て支援交流会を実施する
ことで、地域子育て支援拠点
が子育てサークルの支援を行
い、連携が強化されることが
見込まれ、地域の子育て支援
団体や地域住民等との交流、
ネットワークが生まれること
で、地域に根ざしたサークル
活動が可能となることを目標
とするため、子育て支援交流
会の開催回数を指標として設
定した。 A

ー

ー

B

C

C

7

令和２年度は保育園、こども園、幼稚園、
小・中学校、福祉センター等に出向き、延
べ63回・5,693人交通安全教室を実施し
た。交通安全教室を実施したことで、幼
児・児童・生徒、保護者、高齢者の交通
ルール、マナーの向上を図った。しかしな
がら、新型コロナウイルスの感染拡大によ
り、一部開催を中止及び延期した影響で、
実施回数が減少した。今後は、感染症対策
等を講じた上で交通安全教室を開催し、幼
児・児童・生徒の交通安全意識の高揚を
図っていく。

青色防犯パトロールを実施することによ
り、空き巣、車上荒し、ひったくり、オー
トバイ・自転車泥棒等の街頭犯罪に対する
抑止効果が期待できるため、各機関と協力
し、パトロールの実施を積極的に推進す
る。青色防犯パトロールを実施する各機関
の人員減の影響でパトロール回数が減って
おり、危機管理課でのパトロール回数を増
やす等、対策を講じる必要がある。

令和２年度は、主に小・中学校の通学路周
辺に防犯カメラを99台設置（うち、6台は
地域活性化対策事業分）設置した。また、
奈良西警察署と協定を締結し、犯罪発生時
の迅速な捜査協力体制を構築した。防犯カ
メラを設置する自治会等団体への補助金事
業として、令和２年度は、補助金の上限を
１団体あたり10万円から20万円に増額
し、18団体に補助金を交付し、防犯カメラ
46台が設置された。今後も自治会等団体へ
の防犯カメラ設置補助事業の更なる充実に
取り組み、奈良市内の安全・安心なまちづ
くりの推進を図る。

交通の様要衝や駅・学校周
辺に防犯カメラを設置し、
犯罪を未然に防ぐ「犯罪抑
止力」を高め、万一犯罪が
発生した場合においても、
警察と連携し速やかな認
知、被害者の保護など迅
速・的確に対応できる態勢
を確立します。

街頭防犯カメ
ラ設置台数
（台）

令和３年度
予算額

（千円）
担当課

目標・実績値 予算・決算額（千円）

5,762 ー 継続 － 8,262

子ども育成課

意見等に対する対応状況

援助会員の増加に向けた取り組みとしては、
毎月の奈良しみんだよりにはかかさず掲載す
るほか、市ホームページなどでの周知に努め
ています。その他ファミリサポートにつなが
る相談毎からのリンク先にも援助会員募集の
設定し、より多くの方に周知を行うように努
めています。

基本方針３　地域全体で子どもと子育て家庭を見守るまちづくり

直近の状況
（令和元年度

実績値）

令和２年度の取組状況
奈良市子どもにやさしいまち
づくり条例第11条第2項の
規定に対する担当課評価

　　今後の方針

487 ー 継続 －

犯罪を未然に防ぐ「犯罪抑止
力」を高め、万一犯罪が発生
した場合においても警察と連
携し速やかな認知、被害者の
保護など迅速・的確に対応で
きる態勢を確立して、安全安
心なまちづくりの実現に寄与
する。また、自治会等に補助
金を助成し防犯カメラの設置
を促進することで、地域の防
犯意識を高め犯罪を許さない
機運を醸成するため、防犯カ
メラの市設置台数と自治会等
設置台数を合算した数値を設
定した。

105 青色防犯パトロール 市内一円を、青色防犯灯を
装着した車両でパトロール
巡回し、犯罪や事故等を未
然に防止するための啓発活
動を行います。

青色防犯パト
ロ－ル実施回
数（回）

青色防犯パトロールを実施す
ることにより、空き巣、車上
荒し、ひったくり、オートバ
イ・自転車泥棒等の街頭犯罪
に対する抑止効果が期待でき
るため設定した。

106

260

104 交通安全教室の開催 学校園に出向き、警察と協
力して横断歩道の渡り方、
正しい自転車の乗り方など
の交通ルールをビデオ・人
形劇等でわかりやすく説明
するとともに、信号機を
使った実技指導なども併せ
て行い、子どもたちに交通
事故から身を守るすべを身
につけてもらうために開催
します。

交通安全教室
開催率（％）

交通安全教室は、交通事故防
止と交通安全思想の普及を目
的としているため、「交通安
全教育の推進」を測る指標と
して、奈良市内の学校園の交
通安全教室開催率を設定し
た。

①地域における子
育て支援活動の充
実

B A

102 子育て支援アドバイ
ザー事業

子育て支援アドバイザーと
して登録した地域の子育て
経験豊かな市民を、乳幼児
と保護者が集まる場所に派
遣し、保護者の子育てに関
する疑問や悩みに対する相
談の他、手遊び・読み聞か
せなどの講習や子育て広場
での見守り支援等、幅広く
子育ての支援を行います。

子育て支援ア
ドバイザ－の
派遣回数
（回）

ファミリー・サポー
ト・センター事業

「育児の援助を受けたい
人」と「育児の援助を行い
たい人」が依頼・援助・両
方のいずれかの会員として
登録し、児童の放課後の預
かりや保育所等の送迎等で
育児の援助が必要となった
ときに、会員相互の援助活
動を行います。

ファミリ－・
サポ－ト・セ
ンタ－の相互
援助活動件数
（件）

核家族化や地域社会の活力低
下に伴う子育て親子の孤立化
及び育児不安を抱える人が増
加しているという時代背景に
対し、本事業の目的である
「地域での子育ての仲間づく
り」、「地域コミュニティの
活性化」がどの程度達成でき
ているかを推し量る指標とな
るため、ファミリー・サポー
ト・センターの相互援助活動
件数を指標として設定した。
また、子ども・子育て支援法
第61条において、本事業に
ついては当該指標の設定が求
められている。

保護者の子育て不安等を軽減
するため、地域子育て支援拠
点等と連携し、安定的にアド
バイザーの派遣を行う必要が
あることから、子育て支援ア
ドバイザーの派遣回数を指標
として設定した。

101

B A

103

令和2年度は、新型コロナウイルス感染症流
行により、相互援助活動件数が大きく減少
した。しかしながら、感染症により小学校
が臨時休業等になった場合の利用料助成を
行う等、感染症流行下特有のニーズにも対
応した支援を行った。
また、ファミリー・サポート・センター事
業を利用した際の利用料助成の対象として
新たに「多胎児世帯」を加え、子育て世帯
がより利用しやすいよう制度改正を行っ
た。
令和3年度からは、例年の課題となっている
援助会員数が増加に向けて、ファミリー・
サポート・センター以外の場所でも説明会
を行う等引き続き積極的に広報を行ってい
く。

令和2年度は、新型コロナウイルス感染症流
行により、子育てアドバイザーの主な派遣
先である地域子育て支援拠点事業や子育て
スポット事業が臨時休所や中止となったこ
とから、実績が目標を大きく下回ることと
なった。
しかしながら、前述の事業が再開されてか
らは、子育て親子の相談対応や絵本の読み
聞かせなど、各派遣先でそれぞれのアドバ
イザーがニーズに沿った支援を行った。
令和3年度についても、引き続き派遣先での
ニーズに応じた支援を実施する。

令和2年度は、子育てサークル9団体に対
し、奈良市子育てサークル活動費補助金を
交付した。
新型コロナウイルス感染症流行下であった
が、各サークルが、オンラインで開催する
等方法を工夫し、子育て親子が交流する機
会を設けた。
サークルの利用者に対し実施したアンケー
トでは、子育てサークル活動について「と
ても満足」・「満足」との回答が全体の約
98％を占めており、参加者のニーズを満た
す活動ができていると言える。
例年であれば、子育て支援団体の担当者が
集い子育て支援交流会を開催しているが、
今年度は感染症の流行状況に鑑み書面での
開催となった。
令和３年度についても、前述のようなサー
クル活動を支援すべく、奈良市子育てサー
クル補助金を交付するとともに、地域にお
ける子育て支援団体交流の場として、子育
て支援交流会を開催する予定である。
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施策の方向性 No 事業名 事業概要 指標 指標の設定理由
進捗状況に
対する担当

課評価
取り組み内容・課題等

子ども及びそ
の関係者に対
して適切な情
報を提供しま
したか

子どもが意見
表明や参加す
る機会を設け
るよう努めま
したか

拡大、縮小、廃止
の理由

子ども・子育て会議における意見等
令和３年度

予算額
（千円）

担当課

目標・実績値 予算・決算額（千円）

意見等に対する対応状況
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奈良市子どもにやさしいまち
づくり条例第11条第2項の
規定に対する担当課評価

　　今後の方針

（目標） 90（予算） 122

（実績）

令和元年度
は開催方法
の変更に伴
いアンケ－
トの実施を

見送り

（決算） 36

（目標） 90（予算） 1,254

（実績） 87（決算） 1,254

（目標） 5,000（予算） 561

（実績） 4,404（決算） 702

　（２）仕事と子育ての両立支援の推進

（目標） 3,200（予算） 316

（実績） 3,303（決算） 316

（目標） 3（予算） 1,301

（実績） 1（決算） 173

犯罪から子ども達を守るという活動に、
SNSを通じた犯罪という項目がありませ
ん。加害者が成人した大人だけではなく同世
代という可能性も容易なので、ICT教育を推
し進めているからこそ、現在の取り組み実績
を明らかにした方がよいと思いました。

奈良市は11月17日の事件のこともあり、登
下校の際の防犯への意識は高いのではないか
と思います。サポートネットで毎月メール配
信があったり、登下校の際には見守りボラン
ティアさんのご協力がある。しかし、時間と
ともに、事件も風化してしまいがちなので、
学校、家庭、地域一体となって、みんなで自
分たちの命を守るという意識を持ち続けた
い。この点においても、地域との連携の大切
さが問われるのではないのでしょうか。

ジェンダーの観点から、「イクメン」という
言葉を使うことに抵抗を感じます。

このコロナ禍であれこれ中止や延期など事業
が思うように進まない中、イクメン手帳に関
しては、目標以上の実績を得ているところが
素晴らしいと思います。内容も充実してい
て、親のニーズに合っているのでしょうね。
LINEの利用などのPRの効果が大きいので
しょうか。たくさんの人に受け入れられた工
夫点を知りたいと思います。

市としましては、子どもたちの安全確保に向
けた取組みを、学校・家庭・地域・行政が一
体となり推進しています。
今回頂戴いたしましたご意見のとおり、事件
を風化させないよう、時宜に合った取組、例
えば、子どもたちがSNSを介したトラブル
に巻き込まれないよう、未然防止を目的とし
た情報モラル教育の推進や地域の見守り活動
に携わる方を対象とした情報モラルに関する
研修会を開催しています。
引き続き、各地域の見守り隊や、地域教育協
議会等、地域で組織された各種団体との調整
や連携を図ってまいります。

妊娠・出産・育児について、母親だけではな
く父親も関わり考えて欲しいとの思いから、
男性向け冊子として作成しております。「イ
クメン」という呼称の継続につきましては、
今後検討してまいります。
冊子の配布は、母子保健課と連携し、妊娠届
を提出された方に母子手帳と一緒にお渡しし
ております。また、子ども育成課、保育所・
幼稚園課等子育て世帯が訪れる課の窓口に設
置するなど、男女共同参画室主催のセミナー
でも配布しております。今後もより多くの方
が手にとっていただけるよう、創意工夫をし
てまいります。

4,519

1,254

産業政策課

いじめ防止生徒
指導課

444

いじめ防止生徒
指導課

①男女共同の子育
ての促進と子ども
を大切にする社会
的な機運の醸成

110 イクメン手帳の配布 奈良市オリジナルのイクメ
ン手帳「IKUMEN
HANDBOOK for nara
papa」を母子健康手帳交付
者及び子育て中の希望者に
配付します。

イクメン手帳
配布部数
（部）

父親として子育てに積極的に
参加してもらうことを目標と
して発行している。母子手帳
との配布と同時に渡すことは
もちろん、庁内外各窓口に設
置することや、子育てに関す
るイベント等で積極的に配布
していき、第一期の目標値を
上回るよう設定した。

3,189 B

お父さんに知っておいて欲しい、出産や育
児に関する知識をまとめた「イクメンハン
ドブック」を作成し、母子手帳と共に配布
している。同冊子は各出張所や行政セン
ター、子育てイベントにおいて希望者に配
布している他、市ホームページでも公開し
ダウンロードが可能である。今年度も引き
続き周知に努めていく。 A ー 継続 － 316

共生社会推進課
（男女共同参画
室）

111 仕事と生活の調和推
進事業

②地域における子
どもの見守り活動
の推進

ー 継続 － 62

いじめ防止生徒
指導課

B 継続 －

C 縮小

令和２年度までは
職種を問わずワ－
クライフバランス
の推進を行ってき
たが、令和３年度
からは介護業界と
IT業界の支援に絞
り、人材確保や定
着に向けた限定的
な取り組みを行う
こととなったた
め。

「子ども安全の日の集い」
を開催する等、子どもの安
全に取り組む大人の防犯意
識を高めます。

「子ども安全
の日の集い」
参加者の満足
度（%）

子どもの安全に取り組む大人
の意識向上を目的としている
ことから、「子ども安全の日
の集い」参加者の満足度を指
標とする。

C

ー 継続 －

事業主や企業を対象に、育
児休業の取得促進や労働時
間等の改善など、仕事と生
活の調和のとれた働き方に
向けた意識啓発に努めま
す。

3 B

ワークライフバランス推進の一環として、
ウィズコロナにおいて求められる新しい働
き方であるテレワークや副業についてのセ
ミナーを実施した。セミナーの参加企業数
３社の目標に対し６社の参加があった。
参加企業からは、今後さらに加速するデジ
タルシフトへの対応策や業務の効率化、生
産性の向上によりもたらされる働きやすい
職場環境等についての理解が進んだとの高
評価を得た。
また、テレワークが進んだことから仕事と
家庭の両立、家族との時間の確保など、働
き方の変化に伴う意識や現状の変化ももた
らされた。

B

B

コロナ禍の中、「子ども安全の日の集い」
については、時間短縮の上、参加者を限定
しての開催となったが、子どもの安心・安
全を守る学校と地域の在り方について、改
めて考える契機とすることができた。
全国的にも子どもが被害者となる凶悪事件
や事故が後を絶たないことから、地域の小
中高校生の安全・防犯意識を高め、「自ら
の安全や命を自ら守る力」を育成すること
は、今後も更に重要となる。

「子ども安全の家」の標旗の設置について
は、4,404軒のご家庭及び店舗に協力いた
だくことができた。
今後も、子どもを犯罪や事故から守るた
め、子どもが危険を感じた時に、直ぐに助
けを求めて駆け込める場所の確保は重要で
ある。また、多くの場所に設置してもらう
ことで、地域で子どもを守る機運を高める
ことに繋げていく必要がある。

子どもたちの登下校時の安
全確保のために、警察と連
携して、学校園や地域から
入ってくる不審者の情報を
「なら子どもサポートネッ
ト」登録者に配信します。

市立小中学校
に子どもを通
わせている全
世帯におけ
る、なら子ど
もサポ－ト
ネットの登録
世帯数の割合
（％）

「なら子どもサポートネッ
ト」を通じて、不審者情報を
はじめとする、子どもの安心
安全に関する情報を配信して
いる。家庭の防犯意識の向上
や防犯活動の促進が、子ども
の安心安全確保に関して重要
であると考えることから、登
録世帯数の割合を指標とす
る。

107

－

109 「子ども安全の家」
標旗配布

子どもを犯罪や事故から守
るため、地域の家庭などに
「子ども安全の家」になっ
てもらい、家の入口などに
「子ども安全の家」標旗を
掲げ、子どもが危険を感じ
た時に、助けを求めて駆け
込める場所を提供してもら
い、地域で子どもを守る機
運を広めます。

「子ども安全
の家」標旗延
設置件数
（件）

地域全体で子どもを守る機運
を広めるため、標旗の設置件
数を指標とする。

4,533

ワ－クライフ
バランスに関
する企業向け
講座回数
（回）

女性の就業等に向けた事業の
一環として、市内企業のワー
ク・ライフ・バランス（仕事
と生活の調和）の取組を推進
することで、従業員の就業へ
の満足度や生活・労働意欲の
向上、また企業の業績や生産
性の向上に繋がり、ひいては
市内企業の魅力をアップさせ
女性をはじめとした多様な人
材が活躍できる環境を構築す
ることが重要であるため。

A

学校・家庭・地域が
連携した防犯力の充
実

B

108 不審者情報の配信

－ B

「なら子どもサポートネット」には一般登
録、学校・幼稚園・こども園等の関係機関
も含め22,747件の登録があった。また、各
学校から1,016件の安全安心情報配信を行
うとともに、正確な情報を迅速に提供する
よう努めた。
不審者情報や子どもの安全安心情報につい
ては、保護者や市民のニーズが高く、迅速
で正確な情報提供が求められている。ま
た、登録数を増やし、より多くの人が情報
共有することで、地域の防犯力を高めるこ
とが重要である。

A
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　基本目標

施策の方向性 No 事業名 事業概要 指標 指標の設定理由
進捗状況に
対する担当

課評価
取り組み内容・課題等

子ども及びそ
の関係者に対
して適切な情
報を提供しま
したか

子どもが意見
表明や参加す
る機会を設け
るよう努めま
したか

拡大、縮小、廃止
の理由

子ども・子育て会議における意見等
令和３年度

予算額
（千円）

担当課

目標・実績値 予算・決算額（千円）

意見等に対する対応状況

基本方針３　地域全体で子どもと子育て家庭を見守るまちづくり

直近の状況
（令和元年度

実績値）

令和２年度の取組状況
奈良市子どもにやさしいまち
づくり条例第11条第2項の
規定に対する担当課評価

　　今後の方針

　（３）子どもと子育て家庭にやさしい生活環境づくりの推進

（目標） 58（予算）
45,971

（うち繰越
16,560）

（実績） 28（決算）
39,846

（うち繰越
15,435）

（目標） 710（予算） 239,400

（実績） 692（決算） 205,004

（目標） 20（予算） 100,000

（実績） 30（決算） 32,873

（目標） 4（予算） 10,000

（実績） 4（決算） 8,902

（目標） 6（予算） 7,800

（実績） 6（決算） 8,279

奈良市のブランコが破損し、子どもが怪我を
負った事件が起きました。雨風にさらされて
いる遊具は劣化もはやいです。定期的な、は
やめはやめの点検、更新を希望します。ま
た、今回の事件はなぜ起きたのか。防げるも
のではなかったか。十分な検証をおねがいい
たします。「点検がきちんと行われていませ
んでした。」では、すまされない、あまりに
かわいそうな事件だと思います。

10,000

お怪我をされた利用者の方には、心よりお見
舞い申し上げます。ご指摘のとおり、今後は
同様の事故がないよう。点検や更新に努めて
まいります。点検については、職員による日
常点検を引き続き実施するとともに、地域の
方などからの連絡や報告に基づき、順次修繕
や取り替えなどの対応を行う予定です。ま
た、今後日常点検等の在り方や方法を検討
し、市民が安全で安心して遊具を使用できる
よう努めます。
遊具の更新については、奈良市公園長寿命化
計画に基づき、遊具の更新を順次実施し、平
成２８年度から令和２年度まで１９１基の更
新が完了しており、今後も危険度判定の遊具
を順次更新する予定です。
今後、市ホームページや市民だよりに公園遊
具の正しい使い方などを掲載し、市民の方が
安全に遊具で遊べるよう啓発してまいりたい
と考えています。

住宅課

ー 継続 － 7,800

住宅課116 公共賃貸住宅におけ
る子育て世帯向けの
優先入居制度の活用

市営住宅の空家募集におい
て、同居親族に小学校就学
前の児童がいる世帯（子育
て世帯）に対する優先入居
制度を実施します。

子育て世帯向
け住宅の新規
募集戸数
（戸）

子育て世帯に低廉な家賃の住
宅を提供することにより、ゆ
とりをもって住み続けられる
安全で快適な住環境を創出す
るため。 9 B

子育て世帯向けとして6件空家募集し、 6件
入居した。今後も子育て世帯向け住宅の募
集を継続する。

A

多子世帯向け
住宅の新規募
集戸数（戸）

多子世帯向け住宅の新規募集
を行うことにより住宅に困窮
する多子世帯に対する支援
や、空家の有効活用・地域活
性化につながるため。 4 B

多子世帯向けとして4件空家募集し、2件入
居した。今後も多子世帯向け住宅の募集を
継続する。

A ー 継続 －

①安心して生活で
きる環境づくりの
推進

14 C 継続 －
35,000

（うち繰越
5,000）

道路建設課

717 B 継続 － 199,215

公園緑地課

72 B 継続 －
67,127

（うち繰越
67,127）

公園緑地課

115 公共賃貸住宅におけ
る多子世帯向けの優
先入居制度の活用

都市公園の経年劣化による
遊具等の公園施設の施設の
更新を行います。

遊具数（基）

市営住宅の３ＤＫ若しくは
３ＬＤＫの空家募集におい
て、１８歳未満の児童が３
人以上いる世帯（多子世
帯）に対する優先入居制度
を実施します。

平成２７年度に策定された公
園施設長寿命化計画に基づい
た事業であり、公園の利用形
態の変化や利用者のニーズの
把握に努めながら、安全で安
心して利用できるよう継続的
な公園施設の整備が重要であ
るため。

公園施設を適正に維持管理し
ていく事業であり、市民が安
全で安心して利用できるよ
う、公園施設を継続的に維持
補修していくことが重要であ
るため。

児童・生徒が安全で安心し
て通園・通学できるよう歩
道の整備及び防護柵、路面
標示等の安全施設を整備し
ます。

対策箇所数
（箇所）

「通学路交通安全プログラ
ム」に基づき、市・警察・小
学校関係者・ＰＴＡ代表・地
域の代表者と共に通学路の合
同点検を行い要対策箇所を決
定しているため。 C

B

C

B

114

管理する公園
などの数（箇
所）

B

113 公園管理運営 身近な自然とのふれあいの
場所、防災空間、良好な風
致・景観を備えた地域の形
成等、多くの機能を有して
いる公園・緑地の維持管理
を行います。

112 通学路整備事業

B

令和2年度は新型コロナウィルス感染防止の
為、「通学路交通安全プログラム」の合同
点検を中止したため、前年度までに未対策
であった要対策箇所の整備を実施した。
令和3年度は、「通学路交通安全プログラ
ム」の合同点検で、新たな要対策箇所の掘
り起こしをおこない整備を進めていく。

公園・緑地等の安全・安心の確保を図るた
め、清掃・除草・樹木の剪定撤去による維
持管理及び遊具の修繕や日常点検に努め
た。
今後も地域住民とともに遊具の事故が発生
しない安全な公園施設を目指す。さらに予
算の都合上、十分な対応ができないことの
ないように、予算の確保や公園の遊具等の
安全確保に努める。

令和元年度について49基の遊具の更新を完
了した。令和２年度について30基の遊具の
更新を完了した。
引き続き、公園施設長寿命化計画に基づき
老朽化した遊具の更新を実施する。
今後も長寿命化計画に基づき危険度判定C、
Dの遊具について順次改修を行っていく。

公園整備事業
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